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○写  

茨城県後期高齢者医療広域連合告示第１号 

 

 

 令和７年第１回茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会を下記のとおり招集

する。 

 

令和７年２月３日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久   

 

記 

 

１ 日 時  令和７年２月 21日 午後２時 

 

２ 場 所  水戸市中央１丁目４番１号 

水戸市役所７階 全員協議会室 

 

以 上  
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議 員 出 席 表 

令和７年第１回定例会 

議席 

番号 
議員の氏名 

第１日  議席 

番号 
議員の氏名 

第１日 

２月21日 ２月21日 

１ 大 津 亮 一 ○ 23 田 中 隆 徳 ／ 

２ 飛 田 謙 一 ○  24 風 見 好 文 ／ 

３ 矢 口 勝 雄 ○  25 根 本 光 治 ／ 

４ 渡 邊 澄 夫 ○  26 櫻 井 健 一 ○ 

５ 関 口 忠 男 ○  27 市 村   香 ○ 

６ 稲 葉 里 子 ／  28 遠 藤 富美子 ○ 

７ 油 原 信 義 ○  29 宮 内   守 ○ 

８ 廣 瀬   榮 ○  30 高 野   衛 ○ 

９ 中 村 博 美 ○  31 守 谷 智 明 ○ 

10 小 室 信 隆 ○  32 長 島 幸 男 ○ 

11 藤 橋   隼 ○  33 石 川  祐 一 ○ 

12 熊 田   栄 ○  34 菊 地 昇 悦 ○ 

13 田 村 幸 子 ○  35 猿 田 正 純 ○ 

14 久保田 真 澄  ○  36 寺 門 定 範 ○ 

15 遠 藤 憲 子 ○  37 大 森 勝 夫 ○ 

16 黒 田 健 祐 ○  38 林   昌 子 ○ 

17 雨 澤   正 ○  39 野 口 雅 弘 ○ 

18 小 池 みよ子 ○  40 山 本   豊 ／ 

19 平 田 健 三 ／  41 安 田 忠 司 ○ 

20 寺 田 文 彦 ／  42 植 竹 美智雄 ／ 

21  川 美 保 ○  43 青 木 輝 明 ○ 

22 寺 門   厚 ○  44 新 井 邦 弘 ○ 
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説 明 員 出 席 者（地方自治法第121条第１項） 

 

      広 域 連 合 長   松 丸  修 久（守谷市長） 

      副 広 域 連 合 長      中  島  〇 栄 (美浦村長) 

      代 表 監 査 委 員   磯 﨑  和 廣 

      事 務 局 長   井 上  鏡 子 

      事務局次長兼会計管理者   沼 田  正 朋 

      事 務 局 次 長   小  林  敦  明 

      総 務 課 長   介 川  忠 明 

      事 業 課 長   佐 谷  克 博 

      給 付 課 長   飯 島  良 弘 

 

 

 

議 会 事 務 局 職 員 出 席 者 

 

      議 会 事 務 局 長   塚 本 健 二 

      書 記   鈴 木 崇 弘 
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提 出 議 案 一 覧 

 

議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例

に関する条例について  

議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例について   

議案第３号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員定数条例の一部を改正する条例につい

て  

議案第４号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例について  

議案第５号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例について 

議案第６号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を改正す

る条例について  

議案第７号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例に

ついて  

議案第８号 茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例について 

議案第９号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等の事務委託に関する規約の一部改正について 

議案第10号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計予算  

議案第11号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 

議案第12号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号） 

議案第13号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）  

議案第14号 訴えの提起  

議案第15号 訴えの提起  

議案第16号 訴えの提起  

議案第17号 訴えの提起 

議案第18号 包括外部監査契約の締結について  

議員提出議案第１号 高額療養費制度の自己負担限度額引き上げの撤回を求める意見書 

について 
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令 和 ７ 年 第 １ 回 

茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会 

議 事 日 程 

 

令和７年２月21日（金） 

  午後２時開議  

 

       開会宣告 

       諸般の報告 

日程第１   議席の指定について  

日程第２   会議録署名議員の指名について  

日程第３   会期の決定について  

       広域連合長の挨拶 

日程第４   議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例について 

      議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例に
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議案第８号 茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例について  

議案第９号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等の事務委託に関する規約の一部改正
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議議 事事 日日 程程  
  

２２ 月月 22 11 日日  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

について  

議案第10号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計予算 

議案第11号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計予算 

議案第12号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予

算（第２号） 

議案第13号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号） 

議案第14号 訴えの提起 

議案第15号 訴えの提起 

議案第16号 訴えの提起 

議案第17号 訴えの提起 

議案第18号 包括外部監査契約の締結について  

日程第５   上程議案等に対する質疑 

       【議案第１号から議案第18号まで】 

日程第６   一般質問 

日程第７   上程議案等に対する討論及び表決について 

       【議案第１号から議案第18号まで】 

日程第８   議員提出議案第１号 高額療養費制度の自己負担限度額引き上げの  
撤回を求める意見書について  

              【質疑、討論及び採決】 

日程第９   閉会中所管事務調査について 

閉会宣告 
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議議 事事 日日 程程  
  

２２ 月月 22 11 日日  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  





午後２時００分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――   

   開開会会宣宣告告  

 

○議議長長（大津亮一君） それでは、御報告申し上げます。 

  ただいまの出席議員数は35名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより令和７年第１回茨城県後期高齢者医療広域

連合議会定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――   

   諸諸般般のの報報告告  

 

○議議長長（大津亮一君） この際、諸般の報告をいたします。 

  本日の議事日程につきましては、お手元に配付してありますとおりでありますので、

御了承願います。 

  次に、地方自治法第121条第１項の規定により、説明のため、本定例会の会議に出席

を求めた者の職、氏名は、お手元に配付してあります説明員出席者のとおりでありま

すので、御了承願います。 

  次に、議員の異動について御報告申し上げます。 

  笠間市議会選出の田村泰之議員から、一身上の都合により辞職したい旨の願いが出

されたため、議長においてこれを許可いたしました。 

  つくば市議会選出の五頭泰誠議員が、選出元の市町村において任期満了となりまし

た。 

  筑西市議会選出の稲川新二議員が、筑西市議会議員を辞職したため、失職となりま

した。 

  これにより、各選出元の市町村において広域連合議会議員の補欠選挙が執り行われ、

令和６年12月13日に笠間市議会の田村幸子議員、同月26日につくば市議会の黒田健祐

議員、令和７年１月30日に筑西市議会の田中隆徳議員が当選されましたことを御報告

いたします。 

  それでは、当選されました方々から御挨拶をいただきます。 

  初めに、田村幸子議員から御挨拶を願います。 

○１１３３番番（田村幸子君） 笠間市議会選出から参りました田村幸子です。どうぞよろし

くお願い申し上げます。（拍手） 
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○議議長長（大津亮一君） ありがとうございました。 

  続きまして、黒田健祐議員から御挨拶を願います。 

○１１６６番番（黒田健祐君） つくば市議会選出の黒田健祐でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。（拍手） 

○議議長長（大津亮一君） ありがとうございました。 

  なお、田中隆徳議員は、本日欠席となっております。 

  御報告申し上げます。 

  14時１分、27番市村議員が出席をいたしましたので、御報告を申し上げます。 

  ──────────────────────―――――――――――――   

   日日程程第第１１  議議席席のの指指定定ににつついいてて  

 

○議議長長（大津亮一君） 日程第１、議席の指定を行います。 

  このたび当選されました議員の議席を会議規則第４条第１項の規定により、ただい

ま着席のとおりに指定いたします。よろしくお願い申し上げます。 

  ──────────────────────―――――――――――――   

   日日程程第第２２  会会議議録録署署名名議議員員のの指指名名ににつついいてて  

 

○議議長長（大津亮一君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、41番安田忠司議員、43番青木輝

明議員、以上２名を指名いたします。 

  ──────────────────────―――――――――――――   

   日日程程第第３３  会会期期のの決決定定ににつついいてて  

 

○議議長長（大津亮一君） 日程第３、会期の決定を議題とします。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、本日１日限りといたしたいと思います。 

  また、本日の議事日程について一部変更があり、議員提出議案第１号を追加したい

と思います。 

  本議案については、本日開催した議会運営委員会において議決されていることを御

報告いたします。 

  これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議議長長（大津亮一君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日とし、議員提
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出議案第１号を追加の議案とすることを決しました。 

  ここで、事務局より当該議案について議案書及び議案追加後の議事日程をお配りし

ますので、暫時休憩といたします。 

午後２時５分休憩 

  ──────────────────────―――――――――――――   

午後２時６分再開 

○議議長長（大津亮一君） それでは、会議を再開いたします。 

  ──────────────────────―――――――――――――   

   広広域域連連合合長長のの挨挨拶拶  

 

○議議長長（大津亮一君） この際、広域連合長から発言を求められておりますので、これ

を許します。 

  広域連合長松丸修久君。 

〔広域連合長松丸修久君登壇〕 

○広広域域連連合合長長（松丸修久君） 令和７年第１回茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例

会の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

  さて、当広域連合は、発足から18年目を迎え、被保険者の数は46万人を超え、今年

度の一般会計、特別会計を合わせた予算も約3,950億円という規模で運営をしている

ところでございます。 

  そして今年は、全ての団塊の世代が後期高齢者に移行することから、被保険者の数

は50万人を超えると推計をされており、今回の議案にも関連しますが、令和７年度の

予算案は、一般会計、特別会計を合わせると4,000億円を上回る規模となっておりま

す。 

  一方で、国の医療保険制度においても転換期を迎えており、皆様御存じのとおり、

マイナンバーカードと健康保険証との一体化をはじめ、出産育児一時金や子ども・子

育て支援金制度に係る費用負担の増、そして昨年末の令和７年度予算の大臣折衝では、

高額療養費の自己負担限度額を見直すことで合意し、その内容を踏まえた予算案が現

在、国会において審議をされているところでもございます。 

  年齢にかかわらず、負担能力に応じて公平に支え合う全世代型社会保障を実現する

ためのことでございますので、今後の議論を注視してまいりたいと思います。 

  このような中、当広域連合といたしましても、国や市町村の皆様と連携を取りなが

ら、安定的な制度運営を図るとともに、被保険者の御理解、御協力を得られるよう、

丁寧な対応や周知、広報を行い、全ての被保険者が引き続き安心して必要な医療を受
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○議議長長（大津亮一君） ありがとうございました。 

  続きまして、黒田健祐議員から御挨拶を願います。 

○１１６６番番（黒田健祐君） つくば市議会選出の黒田健祐でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。（拍手） 

○議議長長（大津亮一君） ありがとうございました。 

  なお、田中隆徳議員は、本日欠席となっております。 

  御報告申し上げます。 

  14時１分、27番市村議員が出席をいたしましたので、御報告を申し上げます。 

  ──────────────────────―――――――――――――   

   日日程程第第１１  議議席席のの指指定定ににつついいてて  

 

○議議長長（大津亮一君） 日程第１、議席の指定を行います。 

  このたび当選されました議員の議席を会議規則第４条第１項の規定により、ただい

ま着席のとおりに指定いたします。よろしくお願い申し上げます。 

  ──────────────────────―――――――――――――   

   日日程程第第２２  会会議議録録署署名名議議員員のの指指名名ににつついいてて  

 

○議議長長（大津亮一君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、41番安田忠司議員、43番青木輝

明議員、以上２名を指名いたします。 

  ──────────────────────―――――――――――――   

   日日程程第第３３  会会期期のの決決定定ににつついいてて  

 

○議議長長（大津亮一君） 日程第３、会期の決定を議題とします。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、本日１日限りといたしたいと思います。 

  また、本日の議事日程について一部変更があり、議員提出議案第１号を追加したい

と思います。 

  本議案については、本日開催した議会運営委員会において議決されていることを御

報告いたします。 

  これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議議長長（大津亮一君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日とし、議員提
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けることができるよう、万全を期してまいりたいと考えております。 

  さて、本日は、令和７年度当初予算、令和６年度補正予算などの案件のほか、関連

条例の制定及び改正、包括外部監査に係る契約締結などについて御審議をいただくこ

とになっておりますが、それぞれの自治体で培われた皆様の知見をお借りしながら、

実りある定例会としたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いを申し上げ、

私からの御挨拶に代えさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議議長長（大津亮一君） ありがとうございました。 

  ──────────────────────―――――――――――――   

   日日程程第第４４  議議案案第第１１号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合一一般般職職のの任任期期付付職職員員

のの採採用用及及びび給給与与のの特特例例にに関関すするる条条例例ににつついいてて  

議議案案第第２２号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合職職員員のの給給与与にに関関すするる

条条例例ににつついいてて  

議議案案第第３３号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合職職員員定定数数条条例例のの一一部部

をを改改正正すするる条条例例ににつついいてて  

議議案案第第４４号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合職職員員のの勤勤務務時時間間、、休休暇暇

等等にに関関すするる条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例ににつついいてて  

議議案案第第５５号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合職職員員のの育育児児休休業業等等にに

関関すするる条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例ににつついいてて  

議議案案第第６６号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合職職員員等等のの旅旅費費にに関関すす

るる条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例ににつついいてて  

議議案案第第７７号号    刑刑法法等等のの一一部部をを改改正正すするる法法律律のの施施行行にに伴伴うう関関連連条条例例

のの整整理理にに関関すするる条条例例ににつついいてて  

議議案案第第８８号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合後後期期高高齢齢者者医医療療にに関関

すするる条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例ににつついいてて  

議議案案第第９９号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合議議会会のの議議員員そそのの他他非非

常常勤勤のの職職員員のの公公務務災災害害補補償償等等のの事事務務委委託託にに関関すするる規規

約約のの一一部部改改正正ににつついいてて  

議議案案第第1100号号    令令和和７７年年度度茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合一一般般会会計計

予予算算  

議議案案第第1111号号    令令和和７７年年度度茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合後後期期高高齢齢

者者医医療療特特別別会会計計予予算算  

  

議議案案第第1122号号    令令和和６６年年度度茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合一一般般会会計計
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補補正正予予算算（（第第２２号号））  

議議案案第第1133号号    令令和和６６年年度度茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合後後期期高高齢齢

者者医医療療特特別別会会計計補補正正予予算算（（第第２２号号））  

議議案案第第1144号号    訴訴ええのの提提起起  

議議案案第第1155号号    訴訴ええのの提提起起  

議議案案第第1166号号    訴訴ええのの提提起起  

議議案案第第1177号号    訴訴ええのの提提起起  

議議案案第第1188号号    包包括括外外部部監監査査契契約約のの締締結結ににつついいてて  

 

○議議長長（大津亮一君） 次に、日程第４、議案第１号から議案第18号まで、以上18件を

一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議議長長（大津亮一君） 御異議なし認めます。よって、議案第１号から議案第18号まで、

以上18件を一括議題とすることに決しました。 

  それでは、ただいまの18件について、提出者に提案理由の説明を求めます。 

  広域連合長松丸修久君。 

〔広域連合長松丸修久君登壇〕 

○広広域域連連合合長長（松丸修久君） それでは、議案第１号から議案第18号までの提案理由の

説明を申し上げます。 

  議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用及び給与の

特例に関する条例につきましては、専門的な知識・経験を有する者を任期付職員とし

て採用し、当該専門的な知識・経験が必要とされる業務に従事させ、制度の安定的な

運営を図ることを目的に、当該条例を制定するものでございます。 

  議案第２号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例につきまして

は、当広域連合が採用する予定の職員の給与に関する事項を定めることを目的に、当

該条例を制定するものでございます。 

  議案第３号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員定数条例の一部を改正する条例に

つきましては、円滑な制度運営及び行政サービスの維持を図るため、追加の職員が必

要な場合に迅速に配置できるよう、現在の定数32人を定数35人に改正するものであり

ます。 

  議案第４号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例につきましては、育児・介護休業法の一部を改正する法律の公

布に伴い、子の看護休暇に対応するとともに、一般職の任期付職員の採用に伴い、特
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けることができるよう、万全を期してまいりたいと考えております。 

  さて、本日は、令和７年度当初予算、令和６年度補正予算などの案件のほか、関連

条例の制定及び改正、包括外部監査に係る契約締結などについて御審議をいただくこ

とになっておりますが、それぞれの自治体で培われた皆様の知見をお借りしながら、

実りある定例会としたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いを申し上げ、

私からの御挨拶に代えさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議議長長（大津亮一君） ありがとうございました。 

  ──────────────────────―――――――――――――   

   日日程程第第４４  議議案案第第１１号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合一一般般職職のの任任期期付付職職員員

のの採採用用及及びび給給与与のの特特例例にに関関すするる条条例例ににつついいてて  

議議案案第第２２号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合職職員員のの給給与与にに関関すするる

条条例例ににつついいてて  

議議案案第第３３号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合職職員員定定数数条条例例のの一一部部

をを改改正正すするる条条例例ににつついいてて  

議議案案第第４４号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合職職員員のの勤勤務務時時間間、、休休暇暇

等等にに関関すするる条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例ににつついいてて  

議議案案第第５５号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合職職員員のの育育児児休休業業等等にに

関関すするる条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例ににつついいてて  

議議案案第第６６号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合職職員員等等のの旅旅費費にに関関すす

るる条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例ににつついいてて  

議議案案第第７７号号    刑刑法法等等のの一一部部をを改改正正すするる法法律律のの施施行行にに伴伴うう関関連連条条例例

のの整整理理にに関関すするる条条例例ににつついいてて  

議議案案第第８８号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合後後期期高高齢齢者者医医療療にに関関

すするる条条例例のの一一部部をを改改正正すするる条条例例ににつついいてて  

議議案案第第９９号号    茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合議議会会のの議議員員そそのの他他非非

常常勤勤のの職職員員のの公公務務災災害害補補償償等等のの事事務務委委託託にに関関すするる規規

約約のの一一部部改改正正ににつついいてて  

議議案案第第1100号号    令令和和７７年年度度茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合一一般般会会計計

予予算算  

議議案案第第1111号号    令令和和７７年年度度茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合後後期期高高齢齢

者者医医療療特特別別会会計計予予算算  

  

議議案案第第1122号号    令令和和６６年年度度茨茨城城県県後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合一一般般会会計計
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別休暇等を追加するために改正するものでございます。 

  議案第５号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例につきましては、議案第４号と同じく、育児・介護休業法の一部を改

正する法律の公布に伴い、関連条文の整理をするため改正するものでございます。 

  議案第６号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を改

正する条例につきましては、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律

の公布に伴い、旅費の計算等に係る規定の見直し及び旅費の支給手続の簡略化等に対

応するために改正するものでございます。 

  議案第７号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例につきましては、刑法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、懲役及び禁錮が廃

止され、これらに代えて拘禁刑が創設されることから、関連する条例を一括し、整理

条例として改正するものでございます。 

  議案第８号 茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を

改正する条例につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に

伴う令和７年度の保険料の減額及び厚労省通知に基づく保険料の徴収猶予の延長に

対応するために改正を行うものでございます。 

  議案第９号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等の事務委託に関する規約の一部改正につきましては、茨城県市町村総合事

務組合に対し、一般職の任期付職員及び会計年度任用職員に係る退職手当の支給に関

する事務を委託するため、当該規約に同文言を追加するとともに、規約の名称につい

ても、茨城県後期高齢者医療広域連合の事務委託に関する規約に改正するものでござ

います。 

  議案第10号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13億1,561万6,000円と定めるものであ

り、前年度当初予算と比較して、7.6％、9,318万6,000円の増額となります。 

  議案第11号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予

算につきましては、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,993億5,039万6,000

円と定めるものであり、前年度当初予算と比較して、1.2％、48億7,168万9,000円の

増額となります。 

  議案第12号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）

につきましては、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ7,243万7,000円を削減

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億3,010万4,000円とするものでござい

ます。 
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  議案第13号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）につきましては、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ56億

4,259万3,000円を削減し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,981億9,347万

2,000円とするものでございます。 

  議案第14号から議案第17号までの訴えの提起につきましては、広域連合は、第三者

行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金を相手方に求償しましたが、定められ

た期日までに支払いがないため、訴えにより、その支払いを求めるものでございます。 

  議案第18号 包括外部監査契約の締結につきましては、今年度と同様に、事務処理

体制の向上や正確性、信頼性を確保することを目的に、外部の専門的な知識を有する

第三者による監査を受けるために契約を締結するものでございます。 

  以上、提案の理由の説明を終わります。御審議の上、原案に御賛同賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（大津亮一君） 以上で提案理由の説明は終了しました。 

  ──────────────────────―――――――――――――   

   日日程程第第５５  上上程程議議案案等等にに対対すするる質質疑疑  

 

○議議長長（大津亮一君） 次に、日程第５、議案第１号から議案第18号まで、以上18件の

上程議案等に対する質疑を行います。 

  なお、議会会議規則第55条第３項に、議員は質疑に当たっては自己の意見を述べる

ことができないと規定しております。限られた時間の中で円滑に審議を行うため、規

則に沿った議事進行をしてまいりますので、御協力をお願い申し上げます。 

  それでは、質疑の通告がありますので、これを許します。 

  34番菊地昇悦君。 

〔34番菊地昇悦君登壇〕 

○３３４４番番（菊地昇悦君） 34番、大洗町の菊地です。 

  議案第１号、ただいま条例提案に至った経緯が説明されました。大変文章において

も目を引くものとなっております。それは、任期付職員を採用することで制度の安定

化を図ることが可能になるというものであります。どのような人物なのか、興味関心

を引く内容でありまして、質疑を行うものであります。 

  示された内容について具体的に伺います。 

  まず一つは、条例案を上程した経緯の中で、高齢者人口が増えることから、後期高

齢者医療制度を取り巻く環境の変化に対応するためとなっていますが、どのような環

境変化を見通しているのか伺いたい。 
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別休暇等を追加するために改正するものでございます。 

  議案第５号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例につきましては、議案第４号と同じく、育児・介護休業法の一部を改

正する法律の公布に伴い、関連条文の整理をするため改正するものでございます。 

  議案第６号 茨城県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を改

正する条例につきましては、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律

の公布に伴い、旅費の計算等に係る規定の見直し及び旅費の支給手続の簡略化等に対

応するために改正するものでございます。 

  議案第７号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例につきましては、刑法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、懲役及び禁錮が廃

止され、これらに代えて拘禁刑が創設されることから、関連する条例を一括し、整理

条例として改正するものでございます。 

  議案第８号 茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を

改正する条例につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に

伴う令和７年度の保険料の減額及び厚労省通知に基づく保険料の徴収猶予の延長に

対応するために改正を行うものでございます。 

  議案第９号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等の事務委託に関する規約の一部改正につきましては、茨城県市町村総合事

務組合に対し、一般職の任期付職員及び会計年度任用職員に係る退職手当の支給に関

する事務を委託するため、当該規約に同文言を追加するとともに、規約の名称につい

ても、茨城県後期高齢者医療広域連合の事務委託に関する規約に改正するものでござ

います。 

  議案第10号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13億1,561万6,000円と定めるものであ

り、前年度当初予算と比較して、7.6％、9,318万6,000円の増額となります。 

  議案第11号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予

算につきましては、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,993億5,039万6,000

円と定めるものであり、前年度当初予算と比較して、1.2％、48億7,168万9,000円の

増額となります。 

  議案第12号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）

につきましては、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ7,243万7,000円を削減

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億3,010万4,000円とするものでござい

ます。 
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  ２点目は、その変化に対応するため、専門的知識、経験を有する者を採用すると説

明されていますが、どのような専門的知識なのか伺います。 

  三つ目は、採用に当たっては、どのような在り方になるのか。 

  以上、この３点をまず伺います。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの質疑に対して、執行部の答弁を求めます。 

  総務課長介川忠明君。 

〔総務課長介川忠明君登壇〕 

○総総務務課課長長（介川忠明君） 菊地議員の議案第１号の議案質疑にお答えいたします。 

  後期高齢者を取り巻く環境の変化とは何かについてでございますが、令和４年版高

齢社会白書にもありますが、75歳以上の後期高齢者人口が、2025年には2,180万人、

65歳から74歳の前期高齢者人口が1,497万人に達すると予測されております。 

  このように、後期高齢者の人口増加に伴う医療費の増加、マイナンバーカードと健

康保険証の一体化、出産育児一時金や子ども・子育て支援金制度に関わる費用負担の

増などでございます。 

  次に、専門的知識を有する者とはとの御質問でございますが、後期高齢者医療制度

における医療給付事務に関する知識を有している者を想定しているところでござい

ます。 

  次に、専門的知識、経験を有する者の採用方法につきましては、選考により採用し

ていきたいと考えております。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの答弁に対し、再質問はございますか。 

  34番菊地昇悦君。 

〔34番菊地昇悦君登壇〕 

○３３４４番番（菊地昇悦君） 今、説明をいただきました。これからの後期高齢者の状況が

どのように変化するのかという、そういう説明がありましたが、制度の安定運営を図

ることが可能になる、このような話ですが、制度の安定とは、どのようなことを指し

ているのか伺います。 

  現在、その任務に対応できる体制が不十分な状況にあるのか、この連合会の中には

そういう状況にはないのか伺います。 

  二つ目は、制度の安定を図るため採用する重要な役割が求められている中で、任期

付となっております。なぜ任期付なのか。正職員として任期の定めのない条件の中で

能力を十分に発揮してもらうという在り方は検討されなかったのか伺いたい。 

  つまり、現在の職員の中で、その立場で任務を遂行することはできないと判断され

たのかどうか伺います。 
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  最後に、有能な職員を加えるというものですが、その人数はどれほど見込んでいる

のか。 

  そして最後に、条例の施行によって予測される影響及び効果、これが示されていま

すが、分かりやすい説明をお願いいたします。数字として表せるものがあるならば、

併せて説明を求めたいと思います。 

  以上です。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの質疑に対して、執行部の答弁を求めます。 

  総務課長介川忠明君。 

〔総務課長介川忠明君登壇〕 

○総総務務課課長長（介川忠明君） 菊地議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  制度の安定運営のために必要なことということでございますが、これまでと同様に

安定するためということで、安定運営できるようにということで考えております。 

  また、任期付職員とする理由についてはということでございますが、令和７年度は

団塊の世代が全て後期高齢者となり、県内の被保険者数も50万人を超え、当面の間、

業務量の増加が予想されることから任期付職員を採用するものでございます。 

  専門的知識が必要とされる業務は、被保険者が増加することにより業務量の増加が

想定される医療給付に関する業務を想定しているところでございます。 

  採用する職員については、主に即戦力を期待しており、具体的にレセプトの点検審

査、第三者行為の求償事務などに当たっていただく予定でございます。 

  採用予定の人数ということでございますが、選考結果により、若干名の採用を予定

しております。 

  条例の施行によって予想される影響と効果についてでございますが、医療給付に関

する専門的知識を有する者を任期付職員として採用し業務に従事させることで、レセ

プトの点検審査、第三者行為の求償事務の円滑な事務処理につながると考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの答弁に対し、再質問はございますか。 

○３３４４番番（菊地昇悦君） ありません。 

○議議長長（大津亮一君） それでは、続いて30番高野衛君。 

〔30番高野衛君登壇〕 

○３３００番番（高野衛君） 議員番号30番高野衛です。 

  議案第13号につきまして、質疑を行います。 

  議案第13号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補
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  ２点目は、その変化に対応するため、専門的知識、経験を有する者を採用すると説

明されていますが、どのような専門的知識なのか伺います。 

  三つ目は、採用に当たっては、どのような在り方になるのか。 

  以上、この３点をまず伺います。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの質疑に対して、執行部の答弁を求めます。 

  総務課長介川忠明君。 

〔総務課長介川忠明君登壇〕 

○総総務務課課長長（介川忠明君） 菊地議員の議案第１号の議案質疑にお答えいたします。 

  後期高齢者を取り巻く環境の変化とは何かについてでございますが、令和４年版高

齢社会白書にもありますが、75歳以上の後期高齢者人口が、2025年には2,180万人、

65歳から74歳の前期高齢者人口が1,497万人に達すると予測されております。 

  このように、後期高齢者の人口増加に伴う医療費の増加、マイナンバーカードと健

康保険証の一体化、出産育児一時金や子ども・子育て支援金制度に関わる費用負担の

増などでございます。 

  次に、専門的知識を有する者とはとの御質問でございますが、後期高齢者医療制度

における医療給付事務に関する知識を有している者を想定しているところでござい

ます。 

  次に、専門的知識、経験を有する者の採用方法につきましては、選考により採用し

ていきたいと考えております。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの答弁に対し、再質問はございますか。 

  34番菊地昇悦君。 

〔34番菊地昇悦君登壇〕 

○３３４４番番（菊地昇悦君） 今、説明をいただきました。これからの後期高齢者の状況が

どのように変化するのかという、そういう説明がありましたが、制度の安定運営を図

ることが可能になる、このような話ですが、制度の安定とは、どのようなことを指し

ているのか伺います。 

  現在、その任務に対応できる体制が不十分な状況にあるのか、この連合会の中には

そういう状況にはないのか伺います。 

  二つ目は、制度の安定を図るため採用する重要な役割が求められている中で、任期

付となっております。なぜ任期付なのか。正職員として任期の定めのない条件の中で

能力を十分に発揮してもらうという在り方は検討されなかったのか伺いたい。 

  つまり、現在の職員の中で、その立場で任務を遂行することはできないと判断され

たのかどうか伺います。 
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正予算についてであります。 

  １点目は、出産育児支援金に伴って、歳入、支払基金交付金、歳出においては科目

を新設し、支払基金拠出金が同額の３億970万2,000円の増額となった理由と、その経

緯についてお伺いいたします。 

  ２点目は、出産育児支援金３億970万2,000円は、国の法改定により子育て支援のた

め後期高齢者医療保険への負担が課せられましたが、後期高齢者１人当たり年間の負

担額についてお伺いいたします。 

  以上です。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの質疑に対して、執行部の答弁を求めます。 

  総務課長介川忠明君。 

〔総務課長介川忠明君登壇〕 

○総総務務課課長長（介川忠明君） 高野議員の議案第13号の議案質疑にお答えいたします。 

  今回の補正予算で、出産育児支援金に伴い、歳入の支払基金交付金及び歳出の支払

基金拠出金が同額で３億970万2,000円増額となった理由と経緯についてでございま

すが、当初予算において、この出産育児支援金の歳出は、後期高齢者交付金との相殺

処理をすると国から通知されたことから、特段歳出科目を設定しておりませんでした。 

  しかしながら、令和６年10月に厚生労働省が各広域連合に示した資料の中に、出産

育児支援金の取扱いが記載されていたことから、今回の補正予算において歳出科目を

新たに設定し、歳入を既存の後期高齢者交付金の科目に計上したものでございます。 

  以上でございます。 

○議議長長（大津亮一君） 事業課長佐谷克博君。 

〔事業課長佐谷克博君登壇〕 

○事事業業課課長長（佐谷克博君） 高野議員の議案質疑の２点目、出産育児支援金３億970万

2,000円の後期高齢者１人当たりの年間負担額についてお答えいたします。 

  令和６年度の出産育児支援金につきましては、令和６年４月30日付で３億970万

1,798円の決定がされており、支援金算定時の被保険者数44万2,451人で割り返します

と、１人当たり年間約700円となっております。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの答弁に対し、再質問はございますか。 

○３３００番番（高野衛君） ありません。 

  ──────────────────────―――――――――――――   

   日日程程第第６６  一一般般質質問問  

 

○議議長長（大津亮一君） 次に、日程第６、一般質問を行います。 
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  なお、一般質問に係る発言時間は、執行部の答弁時間を含めて30分以内としている

ことをあらかじめ申し上げます。 

  それでは、一般質問の通告がありますので、これを許します。 

  15番遠藤憲子君。 

〔15番遠藤憲子君登壇〕 

○１１５５番番（遠藤憲子君） 15番の牛久市議会選出の遠藤憲子でございます。 

  通告しております一般質問を行います。 

  今回は、２項目について質問をいたします。 

  初めに、県財政安定化基金についてです。 

  御存じのように、令和７年度後期高齢者医療特別会計予算では予算計上をしており

ません。これは広域連合から茨城県に積み立てるもので、茨城県では積立額が限度額

に達したために拠出はしなくてもよい、このように聞いております。 

  そこでお尋ねをいたします。 

  県財政安定化基金とは、どのような目的で積み立てられていたのか、また、今回予

算計上しなかった理由についてです。 

  ２点目には、確認のためにお尋ねをいたしますが、以前に県財政安定化基金の取崩

しがございました。そのときの理由は何なのか、お尋ねをいたします。 

  そして３点目には、令和６年度から出産育児支援金約３億970万円の拠出が後期高齢

者医療にも課せられました。年金収入がほとんどの被保険者の所得階層を見ても、皆

さんに資料請求でお渡ししていると思いますが、200万円以下が約83％と圧倒的に多

い状況であります。 

  このような中で、出産育児支援金の拠出は、県の財政安定化基金を活用してはどう

か、このことを考えるものです。広域連合の考えをお尋ねをいたします。 

  そして、４点目には、県の財政安定化基金の取り崩す基準についてであります。ど

のような基準になっているのか伺いたいと思います。 

  ２点目には、給付費準備基金についてでございます。 

  県に支出をしなくなった県財政安定化基金は、給付費準備基金に積み立てられてい

ると思います。令和８年度からは子ども・子育て支援金制度が始まります。被保険者

の保険料に上乗せをするというのではなく、基金を取り崩して被保険者に還元すべき

と考えますが、広域連合の考えをお伺いいたします。 

  そして２点目には、給付費準備基金の積立ての限度額は、どのようになっているの

か伺います。 

  以上です。 
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正予算についてであります。 

  １点目は、出産育児支援金に伴って、歳入、支払基金交付金、歳出においては科目

を新設し、支払基金拠出金が同額の３億970万2,000円の増額となった理由と、その経

緯についてお伺いいたします。 

  ２点目は、出産育児支援金３億970万2,000円は、国の法改定により子育て支援のた

め後期高齢者医療保険への負担が課せられましたが、後期高齢者１人当たり年間の負

担額についてお伺いいたします。 

  以上です。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの質疑に対して、執行部の答弁を求めます。 

  総務課長介川忠明君。 

〔総務課長介川忠明君登壇〕 

○総総務務課課長長（介川忠明君） 高野議員の議案第13号の議案質疑にお答えいたします。 

  今回の補正予算で、出産育児支援金に伴い、歳入の支払基金交付金及び歳出の支払

基金拠出金が同額で３億970万2,000円増額となった理由と経緯についてでございま

すが、当初予算において、この出産育児支援金の歳出は、後期高齢者交付金との相殺

処理をすると国から通知されたことから、特段歳出科目を設定しておりませんでした。 

  しかしながら、令和６年10月に厚生労働省が各広域連合に示した資料の中に、出産

育児支援金の取扱いが記載されていたことから、今回の補正予算において歳出科目を

新たに設定し、歳入を既存の後期高齢者交付金の科目に計上したものでございます。 

  以上でございます。 

○議議長長（大津亮一君） 事業課長佐谷克博君。 

〔事業課長佐谷克博君登壇〕 

○事事業業課課長長（佐谷克博君） 高野議員の議案質疑の２点目、出産育児支援金３億970万

2,000円の後期高齢者１人当たりの年間負担額についてお答えいたします。 

  令和６年度の出産育児支援金につきましては、令和６年４月30日付で３億970万

1,798円の決定がされており、支援金算定時の被保険者数44万2,451人で割り返します

と、１人当たり年間約700円となっております。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの答弁に対し、再質問はございますか。 

○３３００番番（高野衛君） ありません。 

  ──────────────────────―――――――――――――   

   日日程程第第６６  一一般般質質問問  

 

○議議長長（大津亮一君） 次に、日程第６、一般質問を行います。 
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○議議長長（大津亮一君） それでは、ただいまの一般質問に対する執行部の答弁を求めま

す。 

  事務局長井上鏡子君。 

〔事務局長井上鏡子君登壇〕 

○事事務務局局長長（井上鏡子君） 遠藤議員の一般質問にお答えいたします。 

  まず、県財政安定化基金がどのような目的で積み立てられていたのかでございます

が、当該基金は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき県に設置が義務づけられ

ている基金であり、原則、想定外の医療給付費の急激な増加や保険料収納率の悪化に

よって生じる財政不足を補うことが目的とされております。 

  次に、令和６年度に予算計上をしない理由についてですが、令和５年度末に県が財

政安定化基金の令和６年度、令和７年度必要額を確保したということで積立てを一時

中断する旨の連絡を県から受けてございます。 

  次に、県財政安定化基金を県が取り崩した経緯でございますけれども、過去に一度、

平成24年度に行っております。保険料上昇抑制のために積極的に基金を活用すること

が当時の民主党政権下の方針であったと聞いております。 

  次に、財政安定化基金を取り崩して出産育児支援金に還元することでございますが、

出産育児支援金は、高齢者の医療の確保に関する法律において、被保険者から徴収し

国へ納付することが定められてございます。 

  財政安定化基金の取崩しの基準等につきましては、茨城県後期高齢者医療財政安定

化基金条例によって行われるものになっております。 

  続きまして、医療給付費準備基金についてでございますが、まず、県に拠出しなく

なった県財政安定化基金分の財源を医療給付費準備基金に積み立てられることにな

るというお話でございましたが、令和７年度は、先ほど議員から御指摘もありました

とおり、予算計上をしておりませんので、県財政安定化基金が医療給付費準備基金に

積み立てられるということはございません。 

  また、基金を取り崩して被保険者に還元すべきとのことですが、医療給付費準備基

金の目的には、主に想定を超える医療給付費の増加による財源不足への対応、保険料

収入の不足への対応、保険料率の増加抑制などに対するために設置をされております。

この医療給付費準備基金を子ども・子育て支援金の納付に活用することについては、

条例に定めてございませんので、国や他広域連合からの情報収集をしてまいりたいと

考えております。 

  医療給付費準備基金の限度額についてでございますけれども、この準備基金は、主

に毎年度における医療給付費が当初の見込みを下回った場合に、翌年度において実績
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額に基づく精算を実施し、国、支払基金等に対して超過交付分の返還を行った後、残

額が生じた場合に積立てを行っているものでございます。 

  毎年度における保険料給付費を正確に見通すことは困難であるため、積立額をコン

トロールしていくことは難しいと考えておりますので、限度額については設けており

ません。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの答弁に対し、再質問はございますか。 

  15番遠藤憲子君。 

  発言の残り時間は23分30秒でございます。 

〔15番遠藤憲子君登壇〕 

○１１５５番番（遠藤憲子君） それでは、再質問をいたします。 

  今、局長のほうから、財政安定化基金の目的、それから、現在、一旦は中断をして

いるということなんですが、中断ということは、いずれ活用について積立てをすると

いうようなことが想定されると思うんですが、例えばこの条例、私も県のほうの条例

を見たんです。そうしますと、積立ての金額についても予算で定める、それから処分

についても、そのような項目をうたってあるんですが、一旦中断をしたというこの理

由、広域連合のほうで把握をされているのかどうか、伺いたいと思います。 

  それと、以前にもお尋ねをしたんですが、県の財政安定化基金というのは県の条例

なので、広域連合から取り崩すことはできないというふうな御答弁を以前にいただい

ていると思います。この安定化基金というのは、国や県、広域連合が３分の１ずつ出

して基金をつくっているというのも存じております。 

  昨年４月現在では、約51億円となりました。理由として今、給付費の不足とか保険

料の急激な上昇を抑えるためということになっているんですが、これは、広域連合か

ら基金に、県に拠出をしているんですが、貸し付けるということになっているんです。

県に積み立てておきながら貸し付けて、そして貸し付けるということは、利息等が発

生してくるわけですよね。こういうような状況の中で、この県の広域連合、そして、

県に対して何か基準とかにつきまして、いろいろと相談というか、そういうような状

況は、広域連合のほうから県に対してできるのかどうか、その辺を確認をしたいと思

います。 

  それと、給付費準備基金なんですが、先ほども述べましたように、今回は子供の出

産育児支援金、これ１人年額約700円ということなんですが、人数が多いので金額的

に３億970万円という金額になって、これが全部被保険者の保険料として増加になっ

ているわけですよね。 

  今回は、令和６年度、令和７年度が出産育児支援金というのが各被保険者に課せら
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○議議長長（大津亮一君） それでは、ただいまの一般質問に対する執行部の答弁を求めま

す。 

  事務局長井上鏡子君。 

〔事務局長井上鏡子君登壇〕 

○事事務務局局長長（井上鏡子君） 遠藤議員の一般質問にお答えいたします。 

  まず、県財政安定化基金がどのような目的で積み立てられていたのかでございます

が、当該基金は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき県に設置が義務づけられ

ている基金であり、原則、想定外の医療給付費の急激な増加や保険料収納率の悪化に

よって生じる財政不足を補うことが目的とされております。 

  次に、令和６年度に予算計上をしない理由についてですが、令和５年度末に県が財

政安定化基金の令和６年度、令和７年度必要額を確保したということで積立てを一時

中断する旨の連絡を県から受けてございます。 

  次に、県財政安定化基金を県が取り崩した経緯でございますけれども、過去に一度、

平成24年度に行っております。保険料上昇抑制のために積極的に基金を活用すること

が当時の民主党政権下の方針であったと聞いております。 

  次に、財政安定化基金を取り崩して出産育児支援金に還元することでございますが、

出産育児支援金は、高齢者の医療の確保に関する法律において、被保険者から徴収し

国へ納付することが定められてございます。 

  財政安定化基金の取崩しの基準等につきましては、茨城県後期高齢者医療財政安定

化基金条例によって行われるものになっております。 

  続きまして、医療給付費準備基金についてでございますが、まず、県に拠出しなく

なった県財政安定化基金分の財源を医療給付費準備基金に積み立てられることにな

るというお話でございましたが、令和７年度は、先ほど議員から御指摘もありました

とおり、予算計上をしておりませんので、県財政安定化基金が医療給付費準備基金に

積み立てられるということはございません。 

  また、基金を取り崩して被保険者に還元すべきとのことですが、医療給付費準備基

金の目的には、主に想定を超える医療給付費の増加による財源不足への対応、保険料

収入の不足への対応、保険料率の増加抑制などに対するために設置をされております。

この医療給付費準備基金を子ども・子育て支援金の納付に活用することについては、

条例に定めてございませんので、国や他広域連合からの情報収集をしてまいりたいと

考えております。 

  医療給付費準備基金の限度額についてでございますけれども、この準備基金は、主

に毎年度における医療給付費が当初の見込みを下回った場合に、翌年度において実績
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れます。令和８年度からは、それに合わせて子ども・子育て支援金制度、金額につい

てはまだはっきり出ていないんですが、高齢者に、全世代で社会保障をやっていくん

だという国の方針は、それは分かりますけれども、なぜ高齢者までにこういうような

負担を強いるものになっているのかということには、高齢者にとっても納得いかない

という声も私どもも聞いています。 

  県の財政安定化基金が支出をしなければ、当然、その残額というのがこの給付準備

基金に積み立てられるというのが、私ども計算などをして、そうじゃないかなという

ことなので、決して準備基金というのが被保険者の保険料の還元に充てるということ

は決しておかしいことではないというふうに考えるんですが、その辺について、もう

一度伺いたいと思います。 

  あと、さっき準備基金の積立額の限度額については別に定めていないということな

んですが、現在、準備基金の残高、これが幾らになっているのか、お答えをお願いい

たします。 

  以上です。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの再質問に対して、執行部の答弁を求めます。 

  事務局長井上鏡子君。 

〔事務局長井上鏡子君登壇〕 

○事事務務局局長長（井上鏡子君） 県の財政安定化基金についてでございますけれども、必要

に応じて見直していくというふうに県のほうからは聞いてございますので、当面、私

どもでは、今回は令和６年、令和７年ということで、次のときにおいては、次の保険

料を算定するときにどのようになるのかということは、また御相談いただけるものと

いうふうに理解をしてございます。 

  県のほうにおきましても、県の基準で医療給付費の見込みがどの程度上回るかとい

うことを算出しながら、必要分が保っていっていけるかということを算出していると

いうふうに聞いております。 

  この基金につきましては、貸付けのみではなくて、先ほど申し上げた平成24年度の

場合は交付ということになっておりますので、場合に応じて、それぞれになってくる

のかと思いますし、私どもの財政の状況によって相談することは、当然できるわけで

ございます。 

  ただ、前回においては、まだ基金がございましたので、相談はいたしておりません。 

  子ども・子育て支援金につきましては、やはり国のほうでフレームを定めて、この

ようにということになっておりますので、詳細について、計算の方法を含めて詳細に

ついて来年度になってから出てくるようでございますので、その中で国と協議をして
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いくというか、国に指示を仰ぎながらというか、算定してまいりたいというふうに考

えてございます。 

  それから、現在の基金の残高についてでございますが、本日、議案として提出いた

しております補正予算と来年度の当初予算が成立した暁には、72億円となる予定でご

ざいます。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの答弁に対し、再質問はございますか。 

  15番遠藤憲子君。 

  発言の残り時間は16分50秒でございます。 

〔15番遠藤憲子君登壇〕 

○１１５５番番（遠藤憲子君） 財政安定化基金について、ちょっと確認をしたいと思います。 

  これ以前に資料請求で頂いたものなんですが、県のほうからの公表の内容です。基

金事業等の概要についてというところで、この財政安定化基金については、保険料未

納リスク、給付費増リスク、給付費が増えるリスクです。それから、保険料上昇抑制

に対応するために、国や都道府県、広域連合、保険料が３分の１ずつ拠出をして都道

府県に基金を設置し貸付け等を行うというふうに書いてあったものなので、先ほど局

長の御答弁の中で、貸付けだけではなく交付もあるということが、この貸付け等の中

に入っているということを確認をしたいと思います。 

  それと、この基金事業等を終了する時期のところです。終了する時期は設定をされ

ていないと、このようにうたっているわけです。この法令の規定によるということな

ので、この法令というのは何を指すのか、この点を伺いたいと思います。 

  以上です。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの再質問に対して、執行部の答弁を求めます。 

  事務局長井上鏡子君。 

〔事務局長井上鏡子君登壇〕 

○事事務務局局長長（井上鏡子君） お答えいたします。 

  高齢者の医療の確保に関する法律の第116条に、財政安定化基金を設け、次に掲げる

事業に必要な費用に充てるという中に交付する事業と貸し付ける事業というふうに

明記されてございますので、両方で大丈夫でございます。 

  私どもの提出した資料の書き方が少し足りなかったのかもしれないです。 

○議議長長（大津亮一君） 以上で一般質問を終結いたします。 

  ──────────────────────―――――――――――――   
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れます。令和８年度からは、それに合わせて子ども・子育て支援金制度、金額につい

てはまだはっきり出ていないんですが、高齢者に、全世代で社会保障をやっていくん

だという国の方針は、それは分かりますけれども、なぜ高齢者までにこういうような

負担を強いるものになっているのかということには、高齢者にとっても納得いかない

という声も私どもも聞いています。 

  県の財政安定化基金が支出をしなければ、当然、その残額というのがこの給付準備

基金に積み立てられるというのが、私ども計算などをして、そうじゃないかなという

ことなので、決して準備基金というのが被保険者の保険料の還元に充てるということ

は決しておかしいことではないというふうに考えるんですが、その辺について、もう

一度伺いたいと思います。 

  あと、さっき準備基金の積立額の限度額については別に定めていないということな

んですが、現在、準備基金の残高、これが幾らになっているのか、お答えをお願いい

たします。 

  以上です。 

○議議長長（大津亮一君） ただいまの再質問に対して、執行部の答弁を求めます。 

  事務局長井上鏡子君。 

〔事務局長井上鏡子君登壇〕 

○事事務務局局長長（井上鏡子君） 県の財政安定化基金についてでございますけれども、必要

に応じて見直していくというふうに県のほうからは聞いてございますので、当面、私

どもでは、今回は令和６年、令和７年ということで、次のときにおいては、次の保険

料を算定するときにどのようになるのかということは、また御相談いただけるものと

いうふうに理解をしてございます。 

  県のほうにおきましても、県の基準で医療給付費の見込みがどの程度上回るかとい

うことを算出しながら、必要分が保っていっていけるかということを算出していると

いうふうに聞いております。 

  この基金につきましては、貸付けのみではなくて、先ほど申し上げた平成24年度の

場合は交付ということになっておりますので、場合に応じて、それぞれになってくる

のかと思いますし、私どもの財政の状況によって相談することは、当然できるわけで

ございます。 

  ただ、前回においては、まだ基金がございましたので、相談はいたしておりません。 

  子ども・子育て支援金につきましては、やはり国のほうでフレームを定めて、この

ようにということになっておりますので、詳細について、計算の方法を含めて詳細に

ついて来年度になってから出てくるようでございますので、その中で国と協議をして
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○議議長長（大津亮一君） 日程第７、議案第１号から議案第18号まで、以上18件の上程議

案等に対する討論及び表決を行います。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、これを許します。 

  30番高野衛君。 

〔30番高野衛君登壇〕 

○３３００番番（高野衛君） 議員番号30番、高野衛です。 

  私は、議案第11号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計予算及び議案第13号、令和６年度特別会計補正予算に反対の討論を行います。 

  議案第11号についての反対理由については、被保険者数は令和６年９月末現在で47

万4,744人、令和５年度が45万8,717人で約１万6,000人の増加となっています。予算

規模は前年比1.2％増で編成されています。 

  資料要求でも明らかなように、令和５年度の資料によると、所得階層別では所得な

し48.08％、所得あり51.76％、所得不明が0.16％となっており、収入200万円未満が

約83％というのが現状です。 

  保険料については、昨年まで激変緩和措置による所得割率９％が令和７年度にはな

くなり、所得割率が9.66％となります。また、外来で窓口負担割合が２割となる人へ

の配慮措置も９月で終了となります。さらに、賦課限度額も引き上げられ、令和６年

度には73万円、令和７年度は80万円となるなど、負担増が続いています。 

  その上に、昨年から全世帯で負担することになった出産育児一時金の拠出も保険料

に上乗せされ、令和７年度も同様な拠出となります。多くの高齢者から、これ以上の

負担は限界だという悲鳴が上がっています。 

  年金収入がほとんどの高齢者にとり、物価高騰もあり、保険料や窓口一部負担増な

ど、これ以上の負担を強いるべきではないと考え、令和７年度後期高齢者医療特別会

計予算に反対するものであります。 

  続いて、議案第13号、令和６年度特別会計補正予算についても、出産育児支援金の

国の法改定に伴い、高齢者から３億970万2,000円の負担増と、歳出においては同額の

拠出金が計上されています。 

  所得なしの高齢者の割合は48.08％という中で、子育て支援のためには国が責任を持

つべきであり、高齢者の負担増にしてはならず、このように考えます。よって、議案

第13号にも反対をいたします。 

  以上で討論を終わります。 

○議議長長（大津亮一君） 16番黒田健祐君。 
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〔16番黒田健祐君登壇〕 

○１１６６番番（黒田健祐君） 16番の黒田健祐でございます。 

  今定例会に上程されております議案第11号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療特別会計予算、議案第13号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につきまして、賛成の立場から討

論を行います。 

  まず、議案第11号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計予算につきましては、前年度の当初予算と比較して1.2％、約48億7,000万円の増

額となっていますが、被保険者の増加により高額療養諸費が同様に伸びていくことを

見込んで、被保険者に対する支払いが滞らないよう算定されているものであります。 

  後期高齢者の皆様が今後も安心して医療を受けていただくための必要な額が計上さ

れているものと考えられます。 

  次に、議案第13号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）につきましては、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

れ約56億4,000万円を削減し、総額をそれぞれ約3,981億9,000万円とするものであり

ます。 

  主な理由といたしましては、療養給付費支給経費の減額であり、当初は被保険者の

増加と同様に療養給付費も伸びていくことを見込んでいましたが、見込みを下回る見

通しとなったため、減額補正が適正に行われたものと考えられます。 

  以上が議案第11号、議案第13号における賛成討論となります。 

  以上のことから、私はこれらの議案に賛成するものであります。 

  私からの賛成討論を終わります。 

○議議長長（大津亮一君） 以上で討論を終結いたします。 

  これより議案第１号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第１号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 起立者多数であります。よって、議案第１号は原案のとおり可

決することに決しました。 

  これより議案第２号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第２号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議議長長（大津亮一君） 日程第７、議案第１号から議案第18号まで、以上18件の上程議

案等に対する討論及び表決を行います。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、これを許します。 

  30番高野衛君。 

〔30番高野衛君登壇〕 

○３３００番番（高野衛君） 議員番号30番、高野衛です。 

  私は、議案第11号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計予算及び議案第13号、令和６年度特別会計補正予算に反対の討論を行います。 

  議案第11号についての反対理由については、被保険者数は令和６年９月末現在で47

万4,744人、令和５年度が45万8,717人で約１万6,000人の増加となっています。予算

規模は前年比1.2％増で編成されています。 

  資料要求でも明らかなように、令和５年度の資料によると、所得階層別では所得な

し48.08％、所得あり51.76％、所得不明が0.16％となっており、収入200万円未満が

約83％というのが現状です。 

  保険料については、昨年まで激変緩和措置による所得割率９％が令和７年度にはな

くなり、所得割率が9.66％となります。また、外来で窓口負担割合が２割となる人へ

の配慮措置も９月で終了となります。さらに、賦課限度額も引き上げられ、令和６年

度には73万円、令和７年度は80万円となるなど、負担増が続いています。 

  その上に、昨年から全世帯で負担することになった出産育児一時金の拠出も保険料

に上乗せされ、令和７年度も同様な拠出となります。多くの高齢者から、これ以上の

負担は限界だという悲鳴が上がっています。 

  年金収入がほとんどの高齢者にとり、物価高騰もあり、保険料や窓口一部負担増な

ど、これ以上の負担を強いるべきではないと考え、令和７年度後期高齢者医療特別会

計予算に反対するものであります。 

  続いて、議案第13号、令和６年度特別会計補正予算についても、出産育児支援金の

国の法改定に伴い、高齢者から３億970万2,000円の負担増と、歳出においては同額の

拠出金が計上されています。 

  所得なしの高齢者の割合は48.08％という中で、子育て支援のためには国が責任を持

つべきであり、高齢者の負担増にしてはならず、このように考えます。よって、議案

第13号にも反対をいたします。 

  以上で討論を終わります。 

○議議長長（大津亮一君） 16番黒田健祐君。 
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○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第３号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第３号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第４号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第４号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第４号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第５号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第５号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第６号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第６号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第６号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第７号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第７号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第７号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第８号を採決いたします。 
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  お諮りいたします。 

  議案第８号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第８号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第９号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第９号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第９号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第10号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第10号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第11号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第11号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 起立者多数であります。よって、議案第11号は原案のとおり可

決することに決しました。 

  これより議案第12号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第12号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第13号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第13号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第３号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第３号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第４号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第４号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第４号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第５号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第５号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第６号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第６号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第６号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第７号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第７号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第７号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第８号を採決いたします。 
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○議議長長（大津亮一君） 起立者多数であります。よって、議案第13号は原案のとおり可

決することに決しました。 

  これより議案第14号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第14号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第15号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第15号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第16号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第16号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第17号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第17号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第18号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第18号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  ──────────────────────―――――――――――――   
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   日日程程第第８８  議議員員提提出出議議案案第第１１号号  高高額額療療養養費費制制度度のの自自己己負負担担限限度度額額引引きき上上げげのの

撤撤回回をを求求めめるる意意見見書書ににつついいてて  

 

○議議長長（大津亮一君） それでは、日程第８、議員提出議案第１号 高額療養費制度の

自己負担限度額引き上げの撤回を求める意見書を議題といたします。 

  それでは、提出者から説明を願います。 

  30番高野衛君。 

〔30番高野衛君登壇〕 

○３３００番番（高野衛君） 議員提出議案第１号 高額療養費制度の自己負担限度額引き上

げの撤回を求める意見書を提案をさせていただきます。 

  提出者は、私、高野衛、賛成者、菊地昇悦ほか遠藤憲子、３名による提案でありま

す。 

  提案の内容につきましては、お手元の裏面に意見書が書かれておりますので、朗読

をもって説明に代えさせていただきたいと思います。 

高額療養費制度の自己負担限度額引き上げ撤回を求める意見書 

  厚生労働省は、高額療養費制度の自己負担限度額を全ての所得階層で引き上げよう

としています。しかも、上限は３年にわたって段階的に引き上げる内容です。高額療

養費制度は、大きな手術などで高額な医療費がかかった場合、所得に応じて一定の上

限を定める制度で世代を問わず全ての国民に関わる公的医療保険制度であります。こ

の自己負担限度額が引き上がれば、高額の医療費によって治療を断念せざるを得ない、

命と健康に直結するものです。 

  現在のがん治療においては、長期にわたって継続して治療を受けていることを前提

とした治療や治療薬が増えており、これらの治療を受けている或いは治療薬を投与さ

れている患者は毎月、一定の治療費を払い続けています。70歳未満の現役世代の中に

は、仕事や日常生活を続けながらぎりぎりの範囲で医療費を毎月支払い続けている患

者もおり、高額療養費制度における負担上限額引き上げは、高額療養費制度の負担上

限まで支払っている患者、特に「長期にわたって継続して治療を受けている患者とそ

の家族」にとっては、生活が成り立たなくなることが危惧されます。 

  いずれは誰もが高齢者となり、また世代を問わず高額な医療を受けなければならな

い可能性があります。必要なのは、国の責任において、財源を確保して持続可能な社

会保障制度を充実させることです。 

  よって、国に置かれては、高額療養費制度の自己負担限度額の引き上げを行わない

よう求めます。 
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○議議長長（大津亮一君） 起立者多数であります。よって、議案第13号は原案のとおり可

決することに決しました。 

  これより議案第14号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第14号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第15号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第15号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第16号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第16号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第17号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第17号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  これより議案第18号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第18号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 総員起立であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決

することに決しました。 

  ──────────────────────―――――――――――――   
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  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

  提出先、衆議院議長額賀福志郎、参議院議長関口昌一、内閣総理大臣石破茂、厚生

労働大臣福岡資麿。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議議長長（大津亮一君） 以上で説明を終わります。 

  次に、上程議案に対する質疑を行います。 

  質疑のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議議長長（大津亮一君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより上程議案に対する討論を行います。 

  討論はございませんか。 

  34番菊地昇悦君。 

〔34番菊地昇悦君登壇〕 

○３３４４番番（菊地昇悦君） 34番、大洗町の菊地です。 

  ただいま高額療養費制度の自己負担限度額引き上げの撤回を求める意見書を提出す

る、このことに賛成の意見を述べます。 

  この自己負担引上げについては、国会でも議論され始めて、テレビなどメディアで

伝えまして大きな関心事となっています。私も住民との会話で、この問題については

関心が強く、引上げへの不安の声を聞くことができます。 

  テレビの報道でありますが、あるがん患者さんの声が紹介されておりました。長期

の治療を続けている方ですが、これ以上の自己負担が増えるならば、自分の命を絶っ

て、子供など家族への負担を避けることを考えてしまうというものでありました。 

  １人の方の声でありましたが、たったこの１人の声、まさに切実な声を聞いて、こ

れは実施されることはあってはならない、駄目なことだということを強く思ったとこ

ろであります。 

  がん患者は非常に多いです。がん治療は、しかも長期にわたることから、多くの方

も同じ思いではないのか、推察するところであります。がん治療や難病患者は、まさ

に病気との闘いであります。適切な医療と本人の治そうという意志、気持ちが大切な

んだということを聞いております。今以上の自己負担の引上げは、患者本人のその意

志を打ち砕くような、頑張ろうという思いをまさに失わせる、奪うようなものではな

いのか。たった１人の声の紹介であっても、その政策がよいことなのか、悪いことな

のか、患者さんを支援するものなのか判断できるというものであります。 

  政府は、制度を維持するためだという説明ですが、どれだけ多くの方々の思いに反
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するものなのか、希望を失わせるものなのか、人を不幸に追い込んで制度をつくりか

えることは、やってはならないものだと思います。 

  私は、後期高齢者医療制度運営に関わる一員として思うことがあります。自己負担

引上げで、後期高齢者の保険料の負担、１年間で1,100円減るということも示されて

おります。高齢者は幾つも病気を抱えています。年1,100円減っても、それ以上の負

担を背負うことになりかねません。 

  長期療養で頑張っている方々の希望を失わせ、負担を増やし、後期高齢者保険料を

下げることを私は望むものではありません。多くの方もその思いではないかと思いま

す。 

  今、日本は30年賃金が上がらない国になった、失われた30年と言われています。そ

こで物価高騰です。今上げるべきは賃金でありまして、自己負担限度額ではありませ

ん。それが政治の役目だと思い、政府に対し意見書を提出すること、しかも一刻も早

くそうすべきだと思い、賛成の意見とするものであります。 

○議議長長（大津亮一君） 以上で菊地昇悦君の討論を終了します。 

  ほかにございませんか。 

  32番長島幸男君。 

〔32番長島幸男君登壇〕 

○３３２２番番（長島幸男君） 32番、小美玉市議会長島幸男でございます。 

  それでは、議員提出議案第１号につきまして、反対討論を行わせていただきます。 

  高額医療費の支給額につきましては、近年の高齢化の進展や医療の高度化、高額薬

剤の開発、普及などにより年々増加の一途をたどっており、その財源である公費や保

険料負担が増加しております。 

  一方で、賃上げや年金額改定を通じて収入が若干でありますが増加する中でも、自

己負担限度額が維持されてまいりました。 

  こうした状況を踏まえ、セーフティーネットとしての役割を維持し、健康な方を含

めた全ての世代の保険料負担の軽減を図り、負担能力に応じた負担とする観点から、

国において今回の高額療養費制度の見直しがなされたものと理解をしております。 

  併せて、今回の見直しは、高額療養費制度の持続可能性を維持すると同時に、増加

する医療費を補うため、保険料と窓口での負担のバランスを図りつつ、年齢にかかわ

らず、負担能力に応じて公平に支え合う全世代型社会保障を実現するために行うもの

と認識をしております。 

  なお、当該内容は、現在、国において一部見直しの議論が行われており、当意見書

についても、内容の判断が困難であるとのことから時期早尚であると考え、当議案に
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  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

  提出先、衆議院議長額賀福志郎、参議院議長関口昌一、内閣総理大臣石破茂、厚生

労働大臣福岡資麿。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議議長長（大津亮一君） 以上で説明を終わります。 

  次に、上程議案に対する質疑を行います。 

  質疑のある方は挙手を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議議長長（大津亮一君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより上程議案に対する討論を行います。 

  討論はございませんか。 

  34番菊地昇悦君。 

〔34番菊地昇悦君登壇〕 

○３３４４番番（菊地昇悦君） 34番、大洗町の菊地です。 

  ただいま高額療養費制度の自己負担限度額引き上げの撤回を求める意見書を提出す

る、このことに賛成の意見を述べます。 

  この自己負担引上げについては、国会でも議論され始めて、テレビなどメディアで

伝えまして大きな関心事となっています。私も住民との会話で、この問題については

関心が強く、引上げへの不安の声を聞くことができます。 

  テレビの報道でありますが、あるがん患者さんの声が紹介されておりました。長期

の治療を続けている方ですが、これ以上の自己負担が増えるならば、自分の命を絶っ

て、子供など家族への負担を避けることを考えてしまうというものでありました。 

  １人の方の声でありましたが、たったこの１人の声、まさに切実な声を聞いて、こ

れは実施されることはあってはならない、駄目なことだということを強く思ったとこ

ろであります。 

  がん患者は非常に多いです。がん治療は、しかも長期にわたることから、多くの方

も同じ思いではないのか、推察するところであります。がん治療や難病患者は、まさ

に病気との闘いであります。適切な医療と本人の治そうという意志、気持ちが大切な

んだということを聞いております。今以上の自己負担の引上げは、患者本人のその意

志を打ち砕くような、頑張ろうという思いをまさに失わせる、奪うようなものではな

いのか。たった１人の声の紹介であっても、その政策がよいことなのか、悪いことな

のか、患者さんを支援するものなのか判断できるというものであります。 

  政府は、制度を維持するためだという説明ですが、どれだけ多くの方々の思いに反
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ついては反対いたします。 

  議員の皆様にも御賛同いただけることをお願い申し上げまして、私からの反対の討

論を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議議長長（大津亮一君） 以上で長島幸男君の討論を終了します。 

  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議議長長（大津亮一君） ないようですので、以上で討論を終結いたします。 

  これより議員提出議案第１号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議員提出議案第１号は、原案のとおり可決することに賛成する方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議議長長（大津亮一君） 起立者少数であります。よって、議員提出議案第１号は否決さ

れました。 

  ──────────────────────―――――――――――――   

   日日程程第第９９  閉閉会会中中所所管管事事務務調調査査ににつついいてて  

 

○議議長長（大津亮一君） 次に、日程第９、閉会中所管事務調査についてを議題といたし

ます。 

  本件につきましては、お手元に配付してあります印刷物のとおり、議会運営委員会

から閉会中所管事務調査の申出があったものでございます。 

  お諮りいたします。 

  本件は、議会運営委員会からの申出のとおり決定することにいたしたいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議議長長（大津亮一君） 御異議なしと認め、さよう決しました。 

  ──────────────────────────―――――――――   

   閉閉会会宣宣告告  

 

○議議長長（大津亮一君） それでは、以上をもちまして今期定例会に付議されました案件

は全て議了いたしました。よって、令和７年第１回茨城県後期高齢者医療広域連合議

会定例会を閉会いたします。 

午後３時１４分閉会 
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議案等審議結果一覧表 

 

 

   広域連合長提出のもの 

議案番号 件        名 
上程年月日 

議決結果 
議決年月日 

議案第１号 

茨城県後期高齢者医療広域連合一般職の任

期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例について 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第２号 
茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与

に関する条例について 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第３号 
茨城県後期高齢者医療広域連合職員定数条

例の一部を改正する条例について 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第４号 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例について 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第５号 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の育児

休業等に関する条例の一部を改正する条例

について 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第６号 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員等の旅

費に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第７号 
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例について 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第８号 

茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第９号 

茨城県後期高齢者医療広域連合議会の議員

その他非常勤の職員の公務災害補償等の事

務委託に関する規約の一部改正について 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

―32―- 32 -



 
 

議案番号 件        名 
上程年月日 

議決結果 
議決年月日 

議案第10号 
令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合

一般会計予算 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第11号 
令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計予算 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第12号 
令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合

一般会計補正予算（第２号） 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第13号 
令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第14号 訴えの提起 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第15号 訴えの提起 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第16号 訴えの提起 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第17号 訴えの提起 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第18号 包括外部監査契約の締結について 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議員提出 
議案第１号 

高額療養費制度の自己負担限度額引き上げの撤回

を求める意見書 

R７.２.21 

否決 

R７.２.21 
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議案等質疑通告一覧表 

【議案質疑】                             発言順位 １ 

質 問 者 菊地 昇悦 議員 受付日 令和７年２月 13日 

質 問 事 項 答 弁 者 

１．議案第１号 茨城県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付き職

員の採用及び給与の特例に関する条例について 

  (1)後期医療制度を取り巻く環境の変化について。 

  (2)専門的な知識経験を有する者とは。 

  (3)どのような採用方法か。 

  (4)任期付職員とする理由は。 

  (5)必要とされる業務。 

  (6)条例施行によって予測される影響と効果は。 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議案質疑】                             発言順位 ２ 

質 問 者 高野 衛 議員 受付日 令和７年２月 13日 

質 問 事 項 答 弁 者 

１．議案第 13 号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

(1)出産育児支援金に伴って、歳入、支払基金交付金、歳出にお 

いて科目を新設し支払基金拠出金が同額の 309,702千円の増 

額となった理由と経緯についてお伺いします。 

(2)出産育児支援金 309,702千円は国の法改定により子育て支援 

のため、後期高齢者医療保険への負担が課せられましたが、 

後期高齢者 1人あたり年額の負担額についてお伺いします。 

 

 

総務課長 

 

 

事業課長 
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議案番号 件        名 
上程年月日 

議決結果 
議決年月日 

議案第10号 
令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合

一般会計予算 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第11号 
令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計予算 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第12号 
令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合

一般会計補正予算（第２号） 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第13号 
令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第14号 訴えの提起 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第15号 訴えの提起 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第16号 訴えの提起 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第17号 訴えの提起 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議案第18号 包括外部監査契約の締結について 

R７.２.21 

原案可決 

R７.２.21 

議員提出 
議案第１号 

高額療養費制度の自己負担限度額引き上げの撤回

を求める意見書 

R７.２.21 

否決 

R７.２.21 
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【一般質問】                             発言順位 １ 

質 問 者 遠藤 憲子 議員 受付日 令和７年２月 13日 

質 問 事 項 答 弁 者 

１．県財政安定化基金について 

(1)令和７年度後期高齢者医療特別会計予算では予算計上してい

ない。茨城県では積立金が限度額に達したために、広域連合か

らの拠出はなくなったと聞いている。県財政安定化基金とはど

のような目的で積み立てられていたのか、予算計上しない理由

は。 

(2)以前に取り崩した経緯があるが、理由は。 

(3)令和６年度から出産育児支援金約３億 970 万円への拠出が後

期高齢者医療にも課せられている。年金収入がほとんどの被保

険者の所得階層から見ても 200万円以下が圧倒的に多い。出産

育児支援金への拠出は県財政安定化基金を活用してどうか。考

えについて。 

(4)取り崩す基準について。 

２．給付費準備基金について 

(1)県に拠出しなくなった県財政安定化基金は準備基金に積み立 

てられることになる。令和８年度から「子ども子育て支援金制 

度」も始まる。被保険者の保険料に上乗せではなく、基金を取 

り崩して被保険者に還元すべきと考えるが、どうか。 

  (2)給付費準備基金積み立ての限度額について 

事務局長 
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【討  論】                             発言順位 １ 

発 言 者 高野 衛 議員 受付日 令和７年２月 13日 

発 言 事 項 

【反対討論】 

１.議案第 11号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 

２.議案第 13号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予 

算（第２号） 

 

【討  論】                             発言順位 ２ 

発 言 者 黒田 健祐 議員 受付日 令和７年２月 13日 

発 言 事 項 

【賛成討論】 

１.議案第 11号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 

２.議案第 13号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予 

算（第２号） 
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【一般質問】                             発言順位 １ 

質 問 者 遠藤 憲子 議員 受付日 令和７年２月 13日 

質 問 事 項 答 弁 者 

１．県財政安定化基金について 

(1)令和７年度後期高齢者医療特別会計予算では予算計上してい

ない。茨城県では積立金が限度額に達したために、広域連合か

らの拠出はなくなったと聞いている。県財政安定化基金とはど

のような目的で積み立てられていたのか、予算計上しない理由

は。 

(2)以前に取り崩した経緯があるが、理由は。 

(3)令和６年度から出産育児支援金約３億 970 万円への拠出が後

期高齢者医療にも課せられている。年金収入がほとんどの被保

険者の所得階層から見ても 200万円以下が圧倒的に多い。出産

育児支援金への拠出は県財政安定化基金を活用してどうか。考

えについて。 

(4)取り崩す基準について。 

２．給付費準備基金について 

(1)県に拠出しなくなった県財政安定化基金は準備基金に積み立 

てられることになる。令和８年度から「子ども子育て支援金制 

度」も始まる。被保険者の保険料に上乗せではなく、基金を取 

り崩して被保険者に還元すべきと考えるが、どうか。 

  (2)給付費準備基金積み立ての限度額について 

事務局長 
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【討  論】                             発言順位 １ 

発 言 者 高野 衛 議員 受付日 令和７年２月 13日 

発 言 事 項 

【反対討論】 

１.議案第 11号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 

２.議案第 13号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予 

算（第２号） 

 

【討  論】                             発言順位 ２ 

発 言 者 黒田 健祐 議員 受付日 令和７年２月 13日 

発 言 事 項 

【賛成討論】 

１.議案第 11号 令和７年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 

２.議案第 13号 令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予 

算（第２号） 
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議案第１号 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平

成 14年法律第 48号。以下「法」という。）第３条第１項及び第２項、第４条、

第５条、第６条第２項、第７条第１項及び第２項並びに地方公務員法（昭和 25

年法律第 261号）第 24条第５項の規定に基づき、一般職の職員について、専門

的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用及び任期を定めて採

用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員の任期を定めた採用） 

第２条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者

が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行

することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期
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を定めて採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門

的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる

場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事

させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考

により任期を定めて採用することができる。 

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該

専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職

員を部内で確保することが一定の期間困難である場合 

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当

該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当

該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定

の期間に限られる場合 

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要

があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適

任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合 

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識

経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門

的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合 

第３条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事

させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任

期を定めて採用することができる。 

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務 

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務 

２ 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に

掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の
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業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要で

あるときは、職員を任期を定めて採用することができる。 

（短時間勤務職員の任期を定めた採用） 

第４条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第１項各号に掲げる業務のいずれかに

従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時

間勤務職員を任期を定めて採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しな

い時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を

処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用

することができる。 

(1) 地方公務員法第 26条の２第１項又は第 26条の３第１項の規定による承認 

(2) 茨城県職員後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成 19年条例第８号）第 15条の規定による介護休暇の承認 

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110号）第 19条第

１項の規定による承認 

（任期の特例） 

第５条 法第６条第２項に規定する条例で定める場合は、第３条第１項第１号に掲

げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合そ

の他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された

職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第３条又は前条の

規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。 

（任期の更新） 

第６条 任命権者は、第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以

下「特定任期付職員」という。）又は第２条第２項の規定により任期を定めて採

用された職員（以下「一般任期付職員」という。）の任期が５年に満たない場合

にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から５年を超えない
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を定めて採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門

的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる

場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事

させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考

により任期を定めて採用することができる。 

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該

専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職

員を部内で確保することが一定の期間困難である場合 

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当

該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当

該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定

の期間に限られる場合 

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要

があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適

任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合 

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識

経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門

的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合 

第３条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事

させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任

期を定めて採用することができる。 

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務 

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務 

２ 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に

掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の
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範囲内において、その任期を更新することができる。 

２ 任命権者は、第３条又は第４条の規定により任期を定めて採用された職員又短

時間勤務職員の任期が３年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同

意を得て、採用した日から３年を超えない範囲内において、その任期を更新する

ことができる。 

（給与等の特例） 

第７条 特定任期付職員の給与については、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

１ 392,000円 

２ 440,000円 

３ 492,000円 

４ 555,000円 

５ 634,000円 

６ 740,000円 

７ 864,000円 

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の

度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて規則に定める基準に

従い決定する。 

３ 第２項の規定による号給の決定及び前項の規定による給与月額の決定は、予算

の範囲内で行わなければならない。 

４ 一般任期付職員が派遣元の身分を併せ持つ場合の給与及び手当については、派

遣元と協議して定める。 

（給与条例の適用除外） 

第８条 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例（令和７年第●

号。以下「給与条例」という。）第６条、第７条、第 10条から第 12条まで及び

第 14条の規定は、特定任期付職員には適用しない。 
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２ 特定任期付職員に対する給与条例第３条第２項、第 25条第２項及び第 26条第

２項第１号の規定の適用については、給与条例第３条第１項中「この条例」とあ

るのは「この条例及び茨城県後期高齢者医療広域連合の一般職の任期付職員の採

用及び給与の特例に関する条例（令和７年条例第●号）第７条第１項の規定」

と、給与条例第 25条第２項中「100分の 125」とあるのは「100分の 95」と、給

与条例第 26条第２項第１号中「100分の 105」とあるのは、「100分の 77.5」と

する。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第２条から第４条までの規定により職員又は短時間勤務職員を採用するための

手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

（提案理由） 

後期高齢者医療制度を取り巻く環境の変化に対し専門的な知識経験を有する者

を任期付職員として採用し、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事さ

せることで、制度の安定運営を図るため条例案を提出するものである。 
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範囲内において、その任期を更新することができる。 

２ 任命権者は、第３条又は第４条の規定により任期を定めて採用された職員又短

時間勤務職員の任期が３年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同

意を得て、採用した日から３年を超えない範囲内において、その任期を更新する

ことができる。 

（給与等の特例） 

第７条 特定任期付職員の給与については、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

１ 392,000円 

２ 440,000円 

３ 492,000円 

４ 555,000円 

５ 634,000円 

６ 740,000円 

７ 864,000円 

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の

度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて規則に定める基準に

従い決定する。 

３ 第２項の規定による号給の決定及び前項の規定による給与月額の決定は、予算

の範囲内で行わなければならない。 

４ 一般任期付職員が派遣元の身分を併せ持つ場合の給与及び手当については、派

遣元と協議して定める。 

（給与条例の適用除外） 

第８条 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例（令和７年第●

号。以下「給与条例」という。）第６条、第７条、第 10条から第 12条まで及び

第 14条の規定は、特定任期付職員には適用しない。 
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茨城県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

令和７年２月 日 

条例第 号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成 14年法律第

48号。以下「法」という。）第３条第１項及び第２項、第４条、第５条、第６条第２項、第７

条第１項及び第２項並びに地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 24条第５項の規定に基

づき、一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採

用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員の任期を定めた採用） 

第２条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該

高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされ

る業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験

が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する

ときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保す

るために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識

経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが

一定の期間困難である場合 

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知

識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な

知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合 

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、

当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内

で確保することが一定の期間困難である場合 

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要と

するものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用

することができる期間が一定の期間に限られる場合 

第３条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが

公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することが

できる。 
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(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務 

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務 

２ 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務の

いずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事さ

せることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用す

ることができる。 

（短時間勤務職員の任期を定めた採用） 

第４条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第１項各号に掲げる業務のいずれかに従事させるこ

とが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて

採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間につい

て短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると

認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。 

(1) 地方公務員法第 26条の２第１項又は第 26条の３第１項の規定による承認 

(2) 茨城県職員後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 19年条例

第８号）第 15条の規定による介護休暇の承認 

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110号）第 19条第１項の規定によ

る承認 

（任期の特例） 

第５条 法第６条第２項に規定する条例で定める場合は、第３条第１項第１号に掲げる業務の終

了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情によ

り同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長す

ることが必要な場合で第３条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

とする。 

（任期の更新） 

第６条 任命権者は、第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定任期付

職員」という。）又は第２条第２項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「一般任期

付職員」という。）の任期が５年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得

て、採用した日から５年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。 

２ 任命権者は、第３条又は第４条の規定により任期を定めて採用された職員又短時間勤務職員

の任期が３年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から

３年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。 
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茨城県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

令和７年２月 日 

条例第 号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成 14年法律第

48号。以下「法」という。）第３条第１項及び第２項、第４条、第５条、第６条第２項、第７

条第１項及び第２項並びに地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 24条第５項の規定に基

づき、一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採

用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員の任期を定めた採用） 

第２条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該

高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされ

る業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験

が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する

ときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保す

るために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識

経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが

一定の期間困難である場合 

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知

識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な

知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合 

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、

当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内

で確保することが一定の期間困難である場合 

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要と

するものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用

することができる期間が一定の期間に限られる場合 

第３条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが

公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することが

できる。 
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（給与等の特例） 

第７条 特定任期付職員の給与については、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

１ 392,000円 

２ 440,000円 

３ 492,000円 

４ 555,000円 

５ 634,000円 

６ 740,000円 

７ 864,000円 

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその

者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて規則に定める基準に従い決定する。 

３ 第２項の規定による号給の決定及び前項の規定による給与月額の決定は、予算の範囲内で行

わなければならない。 

４ 一般任期付職員が派遣元の身分を併せ持つ場合の給与及び手当については、派遣元と協議し

て定める。 

（給与条例の適用除外） 

第８条 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例（令和７年第●号。以下「給与

条例」という。）第６条、第７条、第 10条から第 12条まで及び第 14条の規定は、特定任期付

職員には適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第３条第２項、第 25条第２項及び第 26条第２項第１号の

規定の適用については、給与条例第３条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及び茨城

県後期高齢者医療広域連合の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和７

年条例第●号）第７条第１項の規定」と、給与条例第 25条第２項中「100分の 125」とあるの

は「100分の 95」と、給与条例第 26条第２項第１号中「100分の 105」とあるのは、「100分の

77.5」とする。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（準備行為） 
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２ 第２条から第４条までの規定により職員又は短時間勤務職員を採用するための手続は、この

条例の施行の日前においても行うことができる。 
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（給与等の特例） 

第７条 特定任期付職員の給与については、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

１ 392,000円 

２ 440,000円 

３ 492,000円 

４ 555,000円 

５ 634,000円 

６ 740,000円 

７ 864,000円 

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその

者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて規則に定める基準に従い決定する。 

３ 第２項の規定による号給の決定及び前項の規定による給与月額の決定は、予算の範囲内で行

わなければならない。 

４ 一般任期付職員が派遣元の身分を併せ持つ場合の給与及び手当については、派遣元と協議し

て定める。 

（給与条例の適用除外） 

第８条 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例（令和７年第●号。以下「給与

条例」という。）第６条、第７条、第 10条から第 12条まで及び第 14条の規定は、特定任期付

職員には適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第３条第２項、第 25条第２項及び第 26条第２項第１号の

規定の適用については、給与条例第３条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及び茨城

県後期高齢者医療広域連合の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和７

年条例第●号）第７条第１項の規定」と、給与条例第 25条第２項中「100分の 125」とあるの

は「100分の 95」と、給与条例第 26条第２項第１号中「100分の 105」とあるのは、「100分の

77.5」とする。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（準備行為） 
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議案第２号 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和 25年法律第 261号。以下「法」とい

う。）第 24条第５項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、法第３条第２項に規定する一般職に属す

る職員（法第 22条の２第１項に規定する会計年度任用職員、地方自治法（昭和

22年法律第 67号）第 292条において準用する同法第 252条の 17の規定に基づ

き地方公共団体から派遣された者、地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭

和 27年法律第 289号）第３条第４号の職員で、同法第５条第２項に規定する者

以外のもの及び法第 57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。）をい

う。 

（給与の支払） 
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第３条 この条例に基づく給与は、他の法令及び次条第２項に規定する場合を除く

ほか、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から口座振替払

を希望する旨の申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができ

る。 

２ 法第 25条第２項の規定に基づき、次に掲げるものを控除することができる。 

(1) 団体生命保険料 

(2) 茨城県市町村職員共済組合貯金 

(3) 職員公舎の使用料金 

(4) 職員駐車場の使用料金 

(5) 給与に係る過払金 

３ 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。 

（給料） 

第４条 給料は、茨城県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する

条例（平成 19年条例第８号。以下「勤務時間条例」という。）第７条第１項に規

定する正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する

報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、

通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間

勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まな

いものとする。 

２ 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され

る場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給

料から控除する。 

（給料） 

第５条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、か

つ、勤務条件を考慮したものでなければならない。 

（給料表及び等級別基準職務表） 
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議案第２号 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和 25年法律第 261号。以下「法」とい

う。）第 24条第５項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、法第３条第２項に規定する一般職に属す

る職員（法第 22条の２第１項に規定する会計年度任用職員、地方自治法（昭和

22年法律第 67号）第 292条において準用する同法第 252条の 17の規定に基づ

き地方公共団体から派遣された者、地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭

和 27年法律第 289号）第３条第４号の職員で、同法第５条第２項に規定する者

以外のもの及び法第 57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。）をい

う。 

（給与の支払） 
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第６条 この条例に定める給料表の種類は、茨城県職員の給与に関する条例（昭和

27年茨城県条例第９号。以下「県給与条例」という。）第５条第１項に規定する

給料表を準用し、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところに

よる。 

２ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職

務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき等級別基準職務表は、次

の各号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 行政職給料表 行政職給料表等級別基準職務表（別表第１） 

(2) 医療職給料表 医療職給料表等級別基準職務表（別表第２） 

３ 等級別基準職務表に規定する職務に相当する職務で同表に規定のない職務の級

は、規則で定める。 

（初任給、昇格、昇給等の基準） 

第７条 職員の職務の級は、等級別基準職務表のほか、規則で定める基準に従い決

定する。 

２ 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の

基準に従い決定する。 

３ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の

級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定める

ところにより決定する。 

４ 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前１年間における当該職員の勤務成績

に応じて、行うものとする。 

５ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数

は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を４

号給（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるもの及び同

表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとし

て規則で定める職員にあっては、３号給）とすることを標準として規則で定める
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基準に従い決定するものとする。 

６ 55歳（医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳）を超える職員の

第４項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第４項に規定する期間に

おける当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うもの

とし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に

従い決定するものとする。 

７ 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことがで

きない。 

８ 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。 

９ 第４項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、

規則で定める。 

（育児短時間勤務職員等の給料月額） 

第７条の２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110号。以下

「育児休業法」という。）第 10条第３項の規定により同条第１項に規定する育児

短時間勤務の承認を受けた職員（育児休業法第 17条の規定による短時間勤務を

することとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。）の給料

月額は、第５条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定による当該育児

短時間勤務職員等の給料月額に、勤務時間条例第２条第２項の規定により定めら

れたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて

得た額とする。 

（定年前再任用短時間勤務職員の給料月額） 

第７条の３ 法第 22条の４第１項又は第 22条の５第１項の規定により採用された

職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、当該定年

前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項

に掲げる基準給料月額のうち、第７条第１項の規定により当該定年前再任用短時

間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第２条第３項の規定に
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第６条 この条例に定める給料表の種類は、茨城県職員の給与に関する条例（昭和

27年茨城県条例第９号。以下「県給与条例」という。）第５条第１項に規定する

給料表を準用し、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところに

よる。 

２ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職

務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき等級別基準職務表は、次

の各号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 行政職給料表 行政職給料表等級別基準職務表（別表第１） 

(2) 医療職給料表 医療職給料表等級別基準職務表（別表第２） 

３ 等級別基準職務表に規定する職務に相当する職務で同表に規定のない職務の級

は、規則で定める。 

（初任給、昇格、昇給等の基準） 

第７条 職員の職務の級は、等級別基準職務表のほか、規則で定める基準に従い決

定する。 

２ 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の

基準に従い決定する。 

３ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の

級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定める

ところにより決定する。 

４ 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前１年間における当該職員の勤務成績

に応じて、行うものとする。 

５ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数

は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を４

号給（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるもの及び同

表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとし

て規則で定める職員にあっては、３号給）とすることを標準として規則で定める
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より定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定

する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

（任期付短時間勤務職員の給料月額） 

第７条の４ 育児休業法第 18条第１項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の

採用に関する法律（平成 14年法律第 48号）第５条の規定により採用された法第

22条の４第 1項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「任期付短時間

勤務職員」という。）の給料月額については、第５条から第７条までの規定にか

かわらず、これらの規定による当該任期付短時間勤務職員の給料月額に、勤務時

間条例第２条第４項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時

間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

（給料の支給） 

第８条 給料は、月の１日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給

する。 

第９条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によ

り給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を

支給する。 

２ 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。 

３ 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。 

４ 第１項又は第２項の規定により給料を支給する場合であって、その月の１日か

ら支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給する以外のときは、その給料

額は、その月の現日数から勤務時間条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定

に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

（給料の調整額） 

第 10条 広域連合長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤

務の強度、勤務の時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の
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職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づ

いて、給料月額につき適正な調整額表を規則で定めることができる。 

２ 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の 100分の

25を超えてはならない。 

（管理職手当） 

第 11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定

するものについて、その職務の特殊性に基づいて、規則で定める基準に従い支給

する。 

２ 前項の規定による管理職手当の月額は、同項に規定する職を占める職員（以下

「管理職員」という。）の属する職務の級における最高の号給の給料月額の 100

分の 25を超えてはならない。 

（扶養手当） 

第 12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の

扶養を受けているものをいう。 

(1) 満 22歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある子 

(2) 満 22歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある孫 

(3) 満 60歳以上の父母及び祖父母 

(4) 満 22歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある弟妹 

(5) 重度心身障害者 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族（次項において「扶養親族

たる子」という。）については、１人につき 13,000円、前項第２号から第５号ま

でのいずれかに該当する扶養親族については１人につき 6,500円とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満 15歳に達する日後の最初の４月１日から満 22歳に

達する日以後の最初の３月 31日までの間にある子がいる場合における扶養手当

の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族た
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より定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定

する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

（任期付短時間勤務職員の給料月額） 

第７条の４ 育児休業法第 18条第１項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の

採用に関する法律（平成 14年法律第 48号）第５条の規定により採用された法第

22条の４第 1項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「任期付短時間

勤務職員」という。）の給料月額については、第５条から第７条までの規定にか

かわらず、これらの規定による当該任期付短時間勤務職員の給料月額に、勤務時

間条例第２条第４項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時

間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

（給料の支給） 

第８条 給料は、月の１日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給

する。 

第９条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によ

り給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を

支給する。 

２ 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。 

３ 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。 

４ 第１項又は第２項の規定により給料を支給する場合であって、その月の１日か

ら支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給する以外のときは、その給料

額は、その月の現日数から勤務時間条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定

に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

（給料の調整額） 

第 10条 広域連合長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤

務の強度、勤務の時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の
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る子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他

扶養親族の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

（地域手当） 

第 13条 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、すべての

職員に支給し、県給与条例第 11条の２の規定を準用する。 

（住居手当） 

第 14条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。 

(1) 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を借り受け、月

額 16,000円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払っている職員

（茨城県後期高齢者医療広域連合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っ

ている職員その他規則で定める職員を除く。） 

(2) 第 15条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を支給される職員

で、配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。同条において同じ。）が居住するための住宅（茨城県後期高齢者医療広域

連合が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。）を借り受け、月額

16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要

があると認められるものとして規則で定める職員 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める

額（当該各号のいずれにも該当する職員については、当該各号に定める額の合計

額）とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定

める額（その額に 100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）に

相当する額 

ア 月額 27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から 16,000円

を控除した額 
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イ 月額 27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から 27,000

円を控除した額の２分の１（その控除した額の２分の１が 17,000円を超え

るときは、17,000円）を 11,000円に加算した額 

(2) 前項第２号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の２分の１に相

当する額（その額に 100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

３ 前２項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定

める。 

（通勤手当） 

第 15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

(1) 通勤（職員が勤務のため、その者の住居と在勤庁との間を往復することをい

う。以下この条において同じ。）のため交通機関又は有料の道路（以下この条

において「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以下この項

から第３項までにおいて「運賃等」という。）を負担することを常例とする職

員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の

職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の

通勤距離（職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短

の経路の長さによるものとする。以下この項において同じ。）が片道２キロメ

ートル未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。） 

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの（以下この条にお

いて「自動車等」という。）を使用することを常例とする職員（自動車等を使

用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車

等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロ

メートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使

用することを常例とする職員（交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しな

ければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等
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る子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他

扶養親族の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

（地域手当） 

第 13条 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、すべての

職員に支給し、県給与条例第 11条の２の規定を準用する。 

（住居手当） 

第 14条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。 

(1) 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を借り受け、月

額 16,000円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払っている職員

（茨城県後期高齢者医療広域連合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っ

ている職員その他規則で定める職員を除く。） 

(2) 第 15条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を支給される職員

で、配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。同条において同じ。）が居住するための住宅（茨城県後期高齢者医療広域

連合が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。）を借り受け、月額

16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要

があると認められるものとして規則で定める職員 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める

額（当該各号のいずれにも該当する職員については、当該各号に定める額の合計

額）とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定

める額（その額に 100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）に

相当する額 

ア 月額 27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から 16,000円

を控除した額 
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を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場

合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるものを除く。） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより

算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以

下この項及び次項において「運賃等相当額」という。） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につ

き、それぞれ次に定める額（育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮

して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を

乗じて得た額を減じた額） 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が片道

５キロメートル未満である職員 4,300円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上 10キロメートル未満である職員 

7,800円 

ウ 使用距離が片道 10キロメートル以上 15キロメートル未満である職員 

9,200円 

エ 使用距離が片道 15キロメートル以上 20キロメートル未満である職員 

12,200円 

オ 使用距離が片道 20キロメートル以上 25キロメートル未満である職員 

15,000円 

カ 使用距離が片道 25キロメートル以上 30キロメートル未満である職員 

18,000円 

キ 使用距離が片道 30キロメートル以上 35キロメートル未満である職員 

21,000円 
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ク 使用距離が片道 35キロメートル以上 40キロメートル未満である職員 

24,000円 

ケ 使用距離が片道 40キロメートル以上 45キロメートル未満である職員 

27,000円 

コ 使用距離が片道 45キロメートル以上 50キロメートル未満である職員 

28,200円 

サ 使用距離が片道 50キロメートル以上 55キロメートル未満である職員 

29,400円 

シ 使用距離が片道 55キロメートル以上 60キロメートル未満である職員 

30,600円 

ス 使用距離が片道 60キロメートル以上である職員 31,800円 

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用し

ないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距

離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前２号

に定める額、第１号に定める額又は前号に定める額 

３ 新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（第１号、

次項及び第５項において「新幹線鉄道等」という。）を利用せずに通勤するもの

とした場合における通勤距離等の実情を考慮する必要があると認められる職員で

規則で定めるもののうち、第１項第１号又は第３号に掲げる職員で、通勤のた

め、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相

当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等

（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当

する額を減じた額をいう。以下同じ。）を負担することを常例とするものの通勤

手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につ
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を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場

合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるものを除く。） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより

算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以

下この項及び次項において「運賃等相当額」という。） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につ

き、それぞれ次に定める額（育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮

して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を

乗じて得た額を減じた額） 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が片道

５キロメートル未満である職員 4,300円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上 10キロメートル未満である職員 

7,800円 

ウ 使用距離が片道 10キロメートル以上 15キロメートル未満である職員 

9,200円 

エ 使用距離が片道 15キロメートル以上 20キロメートル未満である職員 

12,200円 

オ 使用距離が片道 20キロメートル以上 25キロメートル未満である職員 

15,000円 

カ 使用距離が片道 25キロメートル以上 30キロメートル未満である職員 

18,000円 

キ 使用距離が片道 30キロメートル以上 35キロメートル未満である職員 

21,000円 
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き、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要す

る特別料金等の額に相当する額（次項において「特別料金等相当額」とい

う。） 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

４ 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第１項第

１号又は第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に相当するも

のとして規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用

し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの（任用の事情等

を考慮して規則で定める職員に限る。）その他前項の規定による通勤手当を支給

される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通

勤手当の額の算出について準用する。 

５ 運賃相当額をその支給単位期間の月で除して得た額（交通機関等が２以上ある

場合においては、その合計額）、第２項第２号に定める額及び特別料金等相当額

をその支給単位期間の月数で除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合にお

いては、その合計額）の合計額が 15万円を超える職員の通勤手当の額は、前３

項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い

支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とす

る。 

６ 通勤手当は、支給単位期間（規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める

期間）に係る最初の月の規則で定める日に支給する。 

７ 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場

合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮

して規則で定める額を返納させるものとする。 

８ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間とし

て６箇月を超えない範囲内で１箇月を単位として規則で定める期間（自動車等に

係る通勤手当にあっては、１箇月）をいう。 
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９ 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通

勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。 

（単身赴任手当） 

第 15条の２ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転

し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配

偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から

当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考

慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で

生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者

の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める

基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りでない。 

２ 単身赴任手当の月額は、30,000円（規則で定めるところにより算定した職員

の住居と配偶者の住居との間の交通距離（以下単に「交通距離」という。）が規

則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範

囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額）とする。 

３ 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の

疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居す

ることとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公

署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であ

ると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第１項

の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる

ものとして規則で定める職員には、前２項の規定に準じて、単身赴任手当を支給

する。 

４ 前３項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他

単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

（特殊勤務手当） 
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き、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要す

る特別料金等の額に相当する額（次項において「特別料金等相当額」とい

う。） 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

４ 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第１項第

１号又は第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に相当するも

のとして規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用

し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの（任用の事情等

を考慮して規則で定める職員に限る。）その他前項の規定による通勤手当を支給

される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通

勤手当の額の算出について準用する。 

５ 運賃相当額をその支給単位期間の月で除して得た額（交通機関等が２以上ある

場合においては、その合計額）、第２項第２号に定める額及び特別料金等相当額

をその支給単位期間の月数で除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合にお

いては、その合計額）の合計額が 15万円を超える職員の通勤手当の額は、前３

項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い

支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とす

る。 

６ 通勤手当は、支給単位期間（規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める

期間）に係る最初の月の規則で定める日に支給する。 

７ 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場

合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮

して規則で定める額を返納させるものとする。 

８ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間とし

て６箇月を超えない範囲内で１箇月を単位として規則で定める期間（自動車等に

係る通勤手当にあっては、１箇月）をいう。 
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第 16条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、

給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当で

ないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務

手当を支給する。 

２ 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支

給に関し必要な事項は、別に条例で定める。 

（給与の減額） 

第 17条 職員が勤務しない場合には、勤務時間条例第８条第１項に規定する時間

外勤務代休時間、勤務時間条例第９条に規定する祝日法による休日（勤務時間条

例第 10条第１項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務

時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法

による休日等」という。）又は勤務時間条例第９条に規定する年末年始の休日

（勤務時間条例第 10条第１項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り

振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。

以下「年末年始の休日等」という。）である場合、休暇による場合及び茨城県後

期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（平成 19

年条例第７号）の規定に基づき職務専念義務を免除された場合（給与を減額する

旨定められている場合を除く。）を除き、その勤務しない１時間につき、第 22条

に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。 

（時間外勤務手当） 

第 18条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時

間外に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第 22条に規定する勤務１

時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそ

れぞれ 100分の 125から 100分の 150までの範囲内で規則で定める割合（その勤

務が午後 10時から翌日の午前５時までの間である場合には、その割合に 100分

の 25を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 
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(1) 正規の勤務時間が割り振られた日（次条の規定により正規の勤務時間中に勤

務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同

じ。）における勤務 

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 

２ 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職

員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務

のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が

7時間 45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同

項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ 100分の

125から 100分の 150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の

100」とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、勤務時間条例第５条の規定により、あらかじめ同

条例第３条第２項又は第４条により割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下

この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務する

ことを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全

時間（規則で定める時間を除く。）に対して、勤務１時間につき、第 22条に規定

する勤務１時間当たりの給与額に 100分の 25から 100分の 50までの範囲内で規

則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 

４ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務

（勤務時間条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日における

勤務のうち規則で定めるものを除く。）の時間と割振り変更前の正規の勤務時間

を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤

務の時間（前項に規定する規則で定める時間を除く。）との合計が１箇月につい

て 60時間を超えた職員には、その 60時間を超えて勤務した全時間に対して、第

１項及び前項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第 22条に規定する勤務

１時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める
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第 16条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、

給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当で

ないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務

手当を支給する。 

２ 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支

給に関し必要な事項は、別に条例で定める。 

（給与の減額） 

第 17条 職員が勤務しない場合には、勤務時間条例第８条第１項に規定する時間

外勤務代休時間、勤務時間条例第９条に規定する祝日法による休日（勤務時間条

例第 10条第１項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務

時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法

による休日等」という。）又は勤務時間条例第９条に規定する年末年始の休日

（勤務時間条例第 10条第１項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り

振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。

以下「年末年始の休日等」という。）である場合、休暇による場合及び茨城県後

期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（平成 19

年条例第７号）の規定に基づき職務専念義務を免除された場合（給与を減額する

旨定められている場合を除く。）を除き、その勤務しない１時間につき、第 22条

に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。 

（時間外勤務手当） 

第 18条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時

間外に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第 22条に規定する勤務１

時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそ

れぞれ 100分の 125から 100分の 150までの範囲内で規則で定める割合（その勤

務が午後 10時から翌日の午前５時までの間である場合には、その割合に 100分

の 25を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 
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割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の 150（その時間が午後 10時

から翌日の午前５時までの間である場合には、100分の 175） 

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の 50 

５ 勤務時間条例第８条第１項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合に

おいて、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定す

る 60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代え

られた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間１時間につき、第

22条に規定する勤務１時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に

応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要

しない。 

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の 150（その時間が午後 10時か

ら翌日の午前５時までの間である場合には、100分の 175）から第１項に規定

する規則で定める割合（その時間が午後 10時から翌日の午前５時までの間で

ある場合には、その割合に 100分の 25を加算した割合）を減じた割合 

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の割合 100分の 50から

第３項に規定する規則で定める割合を減じた割合 

６ 第２項に規定する７時間 45分に達するまでの間の勤務に係る時間について

前２項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用に

ついては、同項第１号中「第１項に規定する規則で定める割合」とあるのは、

「100分の 100」とする。 

（休日勤務手当） 

第 19条 祝日法による休日等（勤務時間条例第３条第１項及び第４条の規定に基

づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条

例第９条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第４条及び第５条の規定に

基づく週休日に当たるときは、規則で定める日）及び年末年始の休日等におい
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て、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中

に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第 22条に規定する勤務１時間

当たりの給与額に 100分の 125から 100分の 150の範囲内で規則で定める割合を

乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務

をしても、休日勤務手当は、支給されない。 

（夜間勤務手当） 

第 20条 正規の勤務時間として午後 10時から翌日の午前５時までの間に勤務する

職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第 22条に規

定する勤務１時間当たりの給与額の 100分の 25を夜間勤務手当として支給す

る。 

（端数計算） 

第 21条 第 17条に規定する勤務１時間当たりの給与額及び第 18条から前条まで

の規定により勤務１時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間

勤務手当の額を算定する場合において、当該額に 50銭未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨て、50銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り

上げるものとする。 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第 22条 第 17条から第 20条までに規定する勤務１時間当たりの給与額は、給料

の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に 12を乗じ、その額を１週間

当たりの勤務時間に 52を乗じたものから勤務時間条例第９条に規定する休日に

係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。 

（宿日直手当） 

第 23条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務１回につき、次表に掲げる

区分に応じた額を支給する。ただし、勤務時間が５時間以上の宿直勤務について

は、次表に掲げる支給額のほか、その勤務 1回につき 1,400円を加給する。 
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割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の 150（その時間が午後 10時

から翌日の午前５時までの間である場合には、100分の 175） 

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の 50 

５ 勤務時間条例第８条第１項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合に

おいて、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定す

る 60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代え

られた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間１時間につき、第

22条に規定する勤務１時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に

応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要

しない。 

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の 150（その時間が午後 10時か

ら翌日の午前５時までの間である場合には、100分の 175）から第１項に規定

する規則で定める割合（その時間が午後 10時から翌日の午前５時までの間で

ある場合には、その割合に 100分の 25を加算した割合）を減じた割合 

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の割合 100分の 50から

第３項に規定する規則で定める割合を減じた割合 

６ 第２項に規定する７時間 45分に達するまでの間の勤務に係る時間について

前２項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用に

ついては、同項第１号中「第１項に規定する規則で定める割合」とあるのは、

「100分の 100」とする。 

（休日勤務手当） 

第 19条 祝日法による休日等（勤務時間条例第３条第１項及び第４条の規定に基

づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条

例第９条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第４条及び第５条の規定に

基づく週休日に当たるときは、規則で定める日）及び年末年始の休日等におい
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区分 支給額 

勤務時間が５時間未満の場合 2,950円 

勤務時間が５時間以上の場合 5,900円 

 休日（次項の場合を除く。）である場合 5,900円 

１月１日から１月３日まで及び 12月 29日から 12月 31日まで

である場合 

6,900円 

執務時間が午前８時 30分から午後０時 30分までと定められた

日又はこれに相当する日の退庁時から引き続いて行われる場合 

8,850円 

２ 前項の規定にかかわらず、宿日直勤務のうち常直的な宿日直を命ぜられた職員

には、その勤務に対して、月の１日から末日までの期間において、勤務した日数

がその期間の２分の１を超える場合にあっては月額 21,000円を、勤務した日数

がその期間の２分の１以下の場合にあっては月額 10,500円を支給する。 

３ 前２項の勤務は、第 18条から第 20条までの勤務には含まれないものとする。 

（管理職員特別勤務手当） 

第 23条の２ 管理職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により

勤務時間条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日又は祝日法

による休日等若しくは年末年始の休日等（次項において「週休日等」という。）

に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の

必要により午後 10時から翌日の午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を

除く。）であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員に

は、管理職員特別勤務手当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める額（前２項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤

務をした職員にあってはその額に 100分の 150を乗じて得た額）とする。 

(1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、12,000円を超えない範囲
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内において規則で定める額 

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務 1回につき、6,000円を超えない範囲内に

おいて規則で定める額 

４ 前３項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項

は規則で定める。 

（特定の職員についての適用除外） 

第 24条 第 18条から第 20条までの規定は、管理職員には適用しない。 

２ 第７条第２項から第９項まで、第 12条及び第 15条の２の規定は、定年前再任

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。 

（期末手当） 

第 25条 期末手当は、６月１日及び 12月１日（以下この条から第 25条の３まで

においてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、

それぞれ基準日の属する月の規則で定める日（次条及び第 25条の３第１項にお

いてこれらの日を「支給日」という。）に支給する。これらの基準日前１箇月以

内に退職し、又は死亡した職員（第 29条第７項の規定の適用を受ける職員及び

規則で定める職員を除く。）についても、同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に 100分の 125（行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が５級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を

受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これ

らの職員のうち、規則で定める職員を除く。第 26条第２項において「特定幹部

職員」という。）にあっては、100分の 105）を乗じて得た額に、基準日以前６箇

月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６箇月 100分の 100 

(2) ５箇月以上６箇月未満 100分の 80 

(3) ３箇月以上５箇月未満 100分の 60 
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区分 支給額 

勤務時間が５時間未満の場合 2,950円 

勤務時間が５時間以上の場合 5,900円 

 休日（次項の場合を除く。）である場合 5,900円 

１月１日から１月３日まで及び 12月 29日から 12月 31日まで

である場合 

6,900円 

執務時間が午前８時 30分から午後０時 30分までと定められた

日又はこれに相当する日の退庁時から引き続いて行われる場合 

8,850円 

２ 前項の規定にかかわらず、宿日直勤務のうち常直的な宿日直を命ぜられた職員

には、その勤務に対して、月の１日から末日までの期間において、勤務した日数

がその期間の２分の１を超える場合にあっては月額 21,000円を、勤務した日数

がその期間の２分の１以下の場合にあっては月額 10,500円を支給する。 

３ 前２項の勤務は、第 18条から第 20条までの勤務には含まれないものとする。 

（管理職員特別勤務手当） 

第 23条の２ 管理職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により

勤務時間条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日又は祝日法

による休日等若しくは年末年始の休日等（次項において「週休日等」という。）

に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の

必要により午後 10時から翌日の午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を

除く。）であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員に

は、管理職員特別勤務手当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める額（前２項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤

務をした職員にあってはその額に 100分の 150を乗じて得た額）とする。 

(1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、12,000円を超えない範囲
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(4) ３箇月未満 100分の 30 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中

「100分の 125」とあるのは「100分の 70」と、「100分の 105」とあるのは「100

分の 60」とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した

職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料

及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。 

５ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上であるもの並びに

同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考

慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについて

は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額に職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮し

て規則で定める職員の区分に応じて 100分の 15を超えない範囲内で規則で定め

る割合を乗じて得た額を加算した額を第２項の期末手当基礎額とする。 

６ 第２項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。 

第 25条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかかわ

らず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に該当する者にあっては、その

支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第 29条第１項

の規定による懲戒免職の処分を受けた職員 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第 28条第４項

の規定により失職した職員 

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日まで

の間に離職した職員（前２号に該当する者を除く。）で、その離職した日から

当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者
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（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

第 25条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で

当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に

係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以

上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和 23年法律第 131号）

第６編に規定する略式手続によるものを除く。第３項において同じ。）をさ

れ、その判決が確定していない場合 

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在所期間中の行為に

係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項

若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至

った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民

の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で

重大な支障を生ずると認めるとき。 

２ 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下

「一時差止処分」という。）を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処

分を受けた者に通知しなければならない。 

３ 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において、当該一

時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示するこ

とをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日か

ら起算して２週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到

達したものとみなす。 

４ 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）第 18

条第１項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の
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(4) ３箇月未満 100分の 30 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中

「100分の 125」とあるのは「100分の 70」と、「100分の 105」とあるのは「100

分の 60」とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した

職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料

及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。 

５ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上であるもの並びに

同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考

慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについて

は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額に職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮し

て規則で定める職員の区分に応じて 100分の 15を超えない範囲内で規則で定め

る割合を乗じて得た額を加算した額を第２項の期末手当基礎額とする。 

６ 第２項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。 

第 25条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかかわ

らず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に該当する者にあっては、その

支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第 29条第１項

の規定による懲戒免職の処分を受けた職員 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第 28条第４項

の規定により失職した職員 

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日まで

の間に離職した職員（前２号に該当する者を除く。）で、その離職した日から

当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者
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変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることが

できる。 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った

場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第

３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すこと

が一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事

事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に

係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合 

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して 1

年を経過した場合 

６ 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に

基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分

を取り消すことを妨げるものではない。 

７ 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に

対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しな

ければならない。 

８ 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

（勤勉手当） 

第 26条 勤勉手当は、６月１日及び 12月１日（以下この項から第３項までにおい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員

の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前６箇月以内の期間に
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おける勤務の状況に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給す

る。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員（規則で定めるも

のを除く。）についても、同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って任命権者が定

める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給される勤勉手当

の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を

超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した職員

にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受

けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した

額に 100分の 105（特定幹部職員にあっては、100分の 125）を乗じて得た額

の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤

務職員の勤勉手当基礎額に 100分の 50（特定幹部職員にあっては、100分の

60）を乗じて得た額の総額 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき

給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 

４ 第 25条第５項の規定は、第２項の勤勉手当基礎額について準用する。この場

合において、同条第５項中「前項」とあるのは「第 26条第３項」と、「同項に規

定する合計額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額」と、「第２項」とあるのは「同条第２項」と、「期末手当基礎額」とあるのは

「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。 

５ 前２条の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この

場合において、第 25条の２中「前条第１項」とあるのは「第 26条第１項」と、

同条第１号中「基準日から」とあるのは「基準日（第 26条第１項に規定する基
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変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることが

できる。 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った

場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第

３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すこと

が一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事

事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に

係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合 

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して 1

年を経過した場合 

６ 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に

基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分

を取り消すことを妨げるものではない。 

７ 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に

対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しな

ければならない。 

８ 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

（勤勉手当） 

第 26条 勤勉手当は、６月１日及び 12月１日（以下この項から第３項までにおい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員

の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前６箇月以内の期間に
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準日をいう。以下この条及び次条において同じ。）から」と、「支給日」とあるの

は「支給日（同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条におい

て同じ。）」と読み替えるものとする。 

（管理職手当等の支給方法） 

第 27条 管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜

間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項

は、規則で定める。 

（休職者の給与） 

第 28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災

害補償法（昭和 42年法律第 121号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤を

いう。以下同じ。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第 28条第２項第１

号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与

の全額を支給する。 

２ 職員が結核性疾患にかかり法第 28条第２項第１号に掲げる事由に該当して休

職にされたときは、その休職の期間が満２年に達するまでは、これに給料、扶養

手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ 100分の 80を支給すること

ができる。 

３ 職員が前２項以外の心身の故障により法第 28条第２項第１号に掲げる事由に

該当して休職にされたときは、その休職の期間が満１年に達するまでは、これに

給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ 100分の 80を支

給することができる。 

４ 職員が法第 28条第２項第２号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、

その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ

100分の 60以内を支給することができる。 

５ 職員が法第 27条第２項の規定に基づく休職の事由に関する条例で定める場合

の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則で定めるところに
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従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ 100

分の 100以内を支給することができる。 

６ 法第 27条第２項及び第 28条第２項の規定により休職にされた職員には、他の

条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給

与も支給しない。 

７ 第２項、第３項又は第５項に規定する職員が、当該各項に規定する期間で第

25条第１項に規定する基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第

25条第１項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当

を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでな

い。 

８ 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第 25条の２及

び第 25条の３の規定を準用する。この場合において、第 25条の２中「前条第１

項」とあるのは、「第 28条第７項」と読み替えるものとする。 

（育児短時間勤務職員等についての特例） 

第 29条 育児短時間勤務職員等についての第 25条第４項から第６項まで及び第

26条第３項の適用については、第 25条第４項中「給料」とあるのは「給料の月

額を勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下「算出率」という。）で除して

得た額」とし、同条第５項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額を算出率で

除して得た額」とし、同条第６項中「規則」とあるのは「育児短時間勤務職員等

の勤務時間を考慮して規則」とし、第 26条の３第３項中「給料の月額」とある

のは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。 

（委任） 

第 30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 
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準日をいう。以下この条及び次条において同じ。）から」と、「支給日」とあるの

は「支給日（同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条におい

て同じ。）」と読み替えるものとする。 

（管理職手当等の支給方法） 

第 27条 管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜

間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項

は、規則で定める。 

（休職者の給与） 

第 28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災

害補償法（昭和 42年法律第 121号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤を

いう。以下同じ。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第 28条第２項第１

号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与

の全額を支給する。 

２ 職員が結核性疾患にかかり法第 28条第２項第１号に掲げる事由に該当して休

職にされたときは、その休職の期間が満２年に達するまでは、これに給料、扶養

手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ 100分の 80を支給すること

ができる。 

３ 職員が前２項以外の心身の故障により法第 28条第２項第１号に掲げる事由に

該当して休職にされたときは、その休職の期間が満１年に達するまでは、これに

給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ 100分の 80を支

給することができる。 

４ 職員が法第 28条第２項第２号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、

その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ

100分の 60以内を支給することができる。 

５ 職員が法第 27条第２項の規定に基づく休職の事由に関する条例で定める場合

の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則で定めるところに
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１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から刑法等一部を改正する法律（令和４年法律第 67号）

の施行の日の前日までの間における第 25条の２第３号、同条第４号、第 25条の

３第１項第１号及び同条第５項第１号の規定の適用については、各条中「拘禁

刑」とあるのは、「禁錮」とする。 
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別表１（第６条関連） 

行政職給料表等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 主事の職務 

２級 主任の職務 

３級 係長の職務 

４級 課長補佐の職務 

５級 課長の職務 

６級 事務局次長の職務 

７級 事務局長の職務 

 

別表２（第６条関連） 

医療職等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 准看護師又は看護助手の職務 

２級 １ 相当困難な業務を行う准看護師又は看護助手の職務 

２ 看護師の職務 

３ 保健師の職務 

３級 １ 困難な業務を行う准看護師の職務 

２ 困難な業務を行う看護師の職務 

３ 困難な業務を行う保健師の職務 

４級 １ 特に困難な業務を行う准看護師の職務 

２ 特に困難な業務を行う看護師の職務 

３ 特に困難な業務を行う保健師の職務 
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１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から刑法等一部を改正する法律（令和４年法律第 67号）

の施行の日の前日までの間における第 25条の２第３号、同条第４号、第 25条の

３第１項第１号及び同条第５項第１号の規定の適用については、各条中「拘禁

刑」とあるのは、「禁錮」とする。 
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５級 １ 極めて困難な業務を行う准看護師の職務 

２ 極めて困難な業務を行う看護師の職務 

３ 極めて困難な業務を行う保健師の職務 

（提案理由） 

採用予定の職員の給与に関する事項を定めるため、この条例案を提出するもの

である。 
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茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例 

令和７年２月 日 

条例第 号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和 25年法律第 261号。以下「法」という。）第 24条第５

項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、法第３条第２項に規定する一般職に属する職員（法第

22条の２第１項に規定する会計年度任用職員、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 292条

において準用する同法第 252条の 17の規定に基づき地方公共団体から派遣された者、地方公営

企業等の労働関係に関する法律（昭和 27年法律第 289号）第３条第４号の職員で、同法第５条

第２項に規定する者以外のもの及び法第 57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。）

をいう。 

（給与の支払） 

第３条 この条例に基づく給与は、他の法令及び次条第２項に規定する場合を除くほか、現金で

直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から口座振替払を希望する旨の申出があっ

たときは、口座振替の方法により支払うことができる。 

２ 法第 25条第２項の規定に基づき、次に掲げるものを控除することができる。 

(1) 団体生命保険料 

(2) 茨城県市町村職員共済組合貯金 

(3) 職員公舎の使用料金 

(4) 職員駐車場の使用料金 

(5) 給与に係る過払金 

３ 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。 

（給料） 

第４条 給料は、茨城県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 19

年条例第８号。以下「勤務時間条例」という。）第７条第１項に規定する正規の勤務時間（以下

「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手

当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手

当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手

当を含まないものとする。 

２ 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合におい
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５級 １ 極めて困難な業務を行う准看護師の職務 

２ 極めて困難な業務を行う看護師の職務 

３ 極めて困難な業務を行う保健師の職務 

（提案理由） 

採用予定の職員の給与に関する事項を定めるため、この条例案を提出するもの

である。 
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ては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。 

（給料） 

第５条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務条件

を考慮したものでなければならない。 

（給料表及び等級別基準職務表） 

第６条 この条例に定める給料表の種類は、茨城県職員の給与に関する条例（昭和 27年茨城県条

例第９号。以下「県給与条例」という。）第５条第１項に規定する給料表を準用し、各給料表の

適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。 

２ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類

するものとし、その分類の基準となるべき等級別基準職務表は、次の各号に掲げる給料表の区

分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 行政職給料表 行政職給料表等級別基準職務表（別表第１） 

(2) 医療職給料表 医療職給料表等級別基準職務表（別表第２） 

３ 等級別基準職務表に規定する職務に相当する職務で同表に規定のない職務の級は、規則で定

める。 

（初任給、昇格、昇給等の基準） 

第７条 職員の職務の級は、等級別基準職務表のほか、規則で定める基準に従い決定する。 

２ 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決

定する。 

３ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の

基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。 

４ 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前１年間における当該職員の勤務成績に応じて、行

うものとする。 

５ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規

定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を４号給（行政職給料表の適用

を受ける職員でその職務の級が７級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で

その職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、３号給）とすること

を標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。 

６ 55歳（医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳）を超える職員の第４項の規定に

よる昇給は、前項の規定にかかわらず、第４項に規定する期間における当該職員の勤務成績が

極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、

勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。 
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７ 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。 

８ 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。 

９ 第４項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

（育児短時間勤務職員等の給料月額） 

第７条の２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110号。以下「育児休業

法」という。）第 10条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受け

た職員（育児休業法第 17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育

児短時間勤務職員等」という。）の給料月額は、第５条から前条までの規定にかかわらず、これ

らの規定による当該育児短時間勤務職員等の給料月額に、勤務時間条例第２条第２項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額とする。 

（定年前再任用短時間勤務職員の給料月額） 

第７条の３ 法第 22条の４第１項又は第 22条の５第１項の規定により採用された職員（以下

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に

適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第７条第

１項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間

条例第２条第３項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条

第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

（任期付短時間勤務職員の給料月額） 

第７条の４ 育児休業法第 18条第１項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法

律（平成 14年法律第 48号）第５条の規定により採用された法第 22条の４第 1項に規定する短

時間勤務の職を占める職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）の給料月額については、

第５条から第７条までの規定にかかわらず、これらの規定による当該任期付短時間勤務職員の

給料月額に、勤務時間条例第２条第４項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

（給料の支給） 

第８条 給料は、月の１日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。 

第９条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異

動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即

日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。 

２ 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。 
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ては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。 

（給料） 

第５条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務条件

を考慮したものでなければならない。 

（給料表及び等級別基準職務表） 

第６条 この条例に定める給料表の種類は、茨城県職員の給与に関する条例（昭和 27年茨城県条

例第９号。以下「県給与条例」という。）第５条第１項に規定する給料表を準用し、各給料表の

適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。 

２ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類

するものとし、その分類の基準となるべき等級別基準職務表は、次の各号に掲げる給料表の区

分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 行政職給料表 行政職給料表等級別基準職務表（別表第１） 

(2) 医療職給料表 医療職給料表等級別基準職務表（別表第２） 

３ 等級別基準職務表に規定する職務に相当する職務で同表に規定のない職務の級は、規則で定

める。 

（初任給、昇格、昇給等の基準） 

第７条 職員の職務の級は、等級別基準職務表のほか、規則で定める基準に従い決定する。 

２ 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決

定する。 

３ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の

基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。 

４ 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前１年間における当該職員の勤務成績に応じて、行

うものとする。 

５ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規

定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を４号給（行政職給料表の適用

を受ける職員でその職務の級が７級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で

その職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、３号給）とすること

を標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。 

６ 55歳（医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳）を超える職員の第４項の規定に

よる昇給は、前項の規定にかかわらず、第４項に規定する期間における当該職員の勤務成績が

極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、

勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。 
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３ 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。 

４ 第１項又は第２項の規定により給料を支給する場合であって、その月の１日から支給する以

外のとき、又はその月の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その月の現日数から

勤務時間条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数

を基礎として日割りによって計算する。 

（給料の調整額） 

第 10条 広域連合長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務

の時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に

対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を規

則で定めることができる。 

２ 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の 100分の 25を超えてはな

らない。 

（管理職手当） 

第 11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについ

て、その職務の特殊性に基づいて、規則で定める基準に従い支給する。 

２ 前項の規定による管理職手当の月額は、同項に規定する職を占める職員（以下「管理職員」

という。）の属する職務の級における最高の号給の給料月額の 100分の 25を超えてはならな

い。 

（扶養手当） 

第 12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けて

いるものをいう。 

(1) 満 22歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある子 

(2) 満 22歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある孫 

(3) 満 60歳以上の父母及び祖父母 

(4) 満 22歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある弟妹 

(5) 重度心身障害者 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族（次項において「扶養親族たる子」とい

う。）については、１人につき 13,000円、前項第２号から第５号までのいずれかに該当する扶

養親族については１人につき 6,500円とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満 15歳に達する日後の最初の４月１日から満 22歳に達する日以後

の最初の３月 31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかか
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わらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定によ

る額に加算した額とする。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養親族の支

給に関し必要な事項は、規則で定める。 

（地域手当） 

第 13条 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、すべての職員に支給し、

県給与条例第 11条の２の規定を準用する。 

（住居手当） 

第 14条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。 

(1) 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を借り受け、月額 16,000円を

超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払っている職員（茨城県後期高齢者医療広域連

合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。） 

(2) 第 15条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者（届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。）が居住

するための住宅（茨城県後期高齢者医療広域連合が設置する公舎その他規則で定める住宅を

除く。）を借り受け、月額 16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの

権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額（当該各号

のいずれにも該当する職員については、当該各号に定める額の合計額）とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額（その

額に 100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）に相当する額 

ア 月額 27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から 16,000円を控除した額 

イ 月額 27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から 27,000円を控除した

額の２分の１（その控除した額の２分の１が 17,000円を超えるときは、17,000円）を

11,000円に加算した額 

(2) 前項第２号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の２分の１に相当する額（そ

の額に 100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

３ 前２項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

（通勤手当） 

第 15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

(1) 通勤（職員が勤務のため、その者の住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下この

条において同じ。）のため交通機関又は有料の道路（以下この条において「交通機関等」とい
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３ 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。 

４ 第１項又は第２項の規定により給料を支給する場合であって、その月の１日から支給する以

外のとき、又はその月の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その月の現日数から

勤務時間条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数

を基礎として日割りによって計算する。 

（給料の調整額） 

第 10条 広域連合長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務

の時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に

対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を規

則で定めることができる。 

２ 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の 100分の 25を超えてはな

らない。 

（管理職手当） 

第 11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについ

て、その職務の特殊性に基づいて、規則で定める基準に従い支給する。 

２ 前項の規定による管理職手当の月額は、同項に規定する職を占める職員（以下「管理職員」

という。）の属する職務の級における最高の号給の給料月額の 100分の 25を超えてはならな

い。 

（扶養手当） 

第 12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けて

いるものをいう。 

(1) 満 22歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある子 

(2) 満 22歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある孫 

(3) 満 60歳以上の父母及び祖父母 

(4) 満 22歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある弟妹 

(5) 重度心身障害者 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族（次項において「扶養親族たる子」とい

う。）については、１人につき 13,000円、前項第２号から第５号までのいずれかに該当する扶

養親族については１人につき 6,500円とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満 15歳に達する日後の最初の４月１日から満 22歳に達する日以後

の最初の３月 31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかか
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う。）を利用してその運賃又は料金（以下この項から第３項までにおいて「運賃等」とい

う。）を負担することを常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく

困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとし

た場合の通勤距離（職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経

路の長さによるものとする。以下この項において同じ。）が片道２キロメートル未満であるも

の及び第３号に掲げる職員を除く。） 

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの（以下この条において「自動車

等」という。）を使用することを常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤することが

著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するもの

とした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを

常例とする職員（交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著し

く困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しな

いで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるものを

除く。） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該

職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下この項及び次項において

「運賃等相当額」という。） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ

次に定める額（育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その

額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が片道５キロメートル

未満である職員 4,300円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上 10キロメートル未満である職員 7,800円 

ウ 使用距離が片道 10キロメートル以上 15キロメートル未満である職員 9,200円 

エ 使用距離が片道 15キロメートル以上 20キロメートル未満である職員 12,200円 

オ 使用距離が片道 20キロメートル以上 25キロメートル未満である職員 15,000円 

カ 使用距離が片道 25キロメートル以上 30キロメートル未満である職員 18,000円 

キ 使用距離が片道 30キロメートル以上 35キロメートル未満である職員 21,000円 

ク 使用距離が片道 35キロメートル以上 40キロメートル未満である職員 24,000円 
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ケ 使用距離が片道 40キロメートル以上 45キロメートル未満である職員 27,000円 

コ 使用距離が片道 45キロメートル以上 50キロメートル未満である職員 28,200円 

サ 使用距離が片道 50キロメートル以上 55キロメートル未満である職員 29,400円 

シ 使用距離が片道 55キロメートル以上 60キロメートル未満である職員 30,600円 

ス 使用距離が片道 60キロメートル以上である職員 31,800円 

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩に

より通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の

事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前２号に定める額、第１号に定める額又は前号に

定める額 

３ 新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（第１号、次項及び第５

項において「新幹線鉄道等」という。）を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離

等の実情を考慮する必要があると認められる職員で規則で定めるもののうち、第１項第１号又

は第３号に掲げる職員で、通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らし

て通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特

別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する

額を減じた額をいう。以下同じ。）を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定め

るところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する

額（次項において「特別料金等相当額」という。） 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

４ 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第１項第１号又は第３

号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に相当するものとして規則で定める住居

を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担するこ

とを常例とするもの（任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。）その他前項の規定に

よる通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職

員の通勤手当の額の算出について準用する。 

５ 運賃相当額をその支給単位期間の月で除して得た額（交通機関等が２以上ある場合において

は、その合計額）、第２項第２号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で

除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合においては、その合計額）の合計額が 15万円を

超える職員の通勤手当の額は、前３項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単

位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額
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う。）を利用してその運賃又は料金（以下この項から第３項までにおいて「運賃等」とい

う。）を負担することを常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく

困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとし

た場合の通勤距離（職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経

路の長さによるものとする。以下この項において同じ。）が片道２キロメートル未満であるも

の及び第３号に掲げる職員を除く。） 

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの（以下この条において「自動車

等」という。）を使用することを常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤することが

著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するもの

とした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを

常例とする職員（交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著し

く困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しな

いで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるものを

除く。） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該

職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下この項及び次項において

「運賃等相当額」という。） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ

次に定める額（育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その

額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が片道５キロメートル

未満である職員 4,300円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上 10キロメートル未満である職員 7,800円 

ウ 使用距離が片道 10キロメートル以上 15キロメートル未満である職員 9,200円 

エ 使用距離が片道 15キロメートル以上 20キロメートル未満である職員 12,200円 

オ 使用距離が片道 20キロメートル以上 25キロメートル未満である職員 15,000円 

カ 使用距離が片道 25キロメートル以上 30キロメートル未満である職員 18,000円 

キ 使用距離が片道 30キロメートル以上 35キロメートル未満である職員 21,000円 

ク 使用距離が片道 35キロメートル以上 40キロメートル未満である職員 24,000円 
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とする。 

６ 通勤手当は、支給単位期間（規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間）に係る

最初の月の規則で定める日に支給する。 

７ 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該

職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納

させるものとする。 

８ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として６箇月を超

えない範囲内で１箇月を単位として規則で定める期間（自動車等に係る通勤手当にあっては、

１箇月）をいう。 

９ 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給

及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。 

（単身赴任手当） 

第 15条の２ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病そ

の他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職

員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公

署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められ

るもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただ

し、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基

準に照らして困難であると認められない場合には、この限りでない。 

２ 単身赴任手当の月額は、30,000円（規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者

の住居との間の交通距離（以下単に「交通距離」という。）が規則で定める距離以上である職員

にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額

を加算した額）とする。 

３ 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規

則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当

該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮し

て規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常

況とする職員その他第１項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要がある

と認められるものとして規則で定める職員には、前２項の規定に準じて、単身赴任手当を支給

する。 

４ 前３項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当

の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 
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（特殊勤務手当） 

第 16条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考

慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事

する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。 

２ 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要

な事項は、別に条例で定める。 

（給与の減額） 

第 17条 職員が勤務しない場合には、勤務時間条例第８条第１項に規定する時間外勤務代休時

間、勤務時間条例第９条に規定する祝日法による休日（勤務時間条例第 10条第１項の規定によ

り代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当

該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。）又は勤務時間条例第９条に規定

する年末年始の休日（勤務時間条例第 10条第１項の規定により代休日を指定されて当該休日に

割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年

末年始の休日等」という。）である場合、休暇による場合及び茨城県後期高齢者医療広域連合職

員の職務に専念する義務の特例に関する条例（平成 19年条例第７号）の規定に基づき職務専念

義務を免除された場合（給与を減額する旨定められている場合を除く。）を除き、その勤務しな

い１時間につき、第 22条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。 

（時間外勤務手当） 

第 18条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した

全時間に対して、勤務１時間につき、第 22条に規定する勤務１時間当たりの給与額に正規の勤

務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ 100分の 125から 100分の 150までの

範囲内で規則で定める割合（その勤務が午後 10時から翌日の午前５時までの間である場合に

は、その割合に 100分の 25を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給す

る。 

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日（次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に

休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。）における勤務 

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 

２ 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の

勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間と

その勤務をした日における正規の勤務時間との合計が 7時間 45分に達するまでの間の勤務に対

する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に

応じてそれぞれ 100分の 125から 100分の 150までの範囲内で規則で定める割合」とあるの
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とする。 

６ 通勤手当は、支給単位期間（規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間）に係る

最初の月の規則で定める日に支給する。 

７ 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該

職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納

させるものとする。 

８ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として６箇月を超

えない範囲内で１箇月を単位として規則で定める期間（自動車等に係る通勤手当にあっては、

１箇月）をいう。 

９ 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給

及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。 

（単身赴任手当） 

第 15条の２ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病そ

の他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職

員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公

署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められ

るもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただ

し、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基

準に照らして困難であると認められない場合には、この限りでない。 

２ 単身赴任手当の月額は、30,000円（規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者

の住居との間の交通距離（以下単に「交通距離」という。）が規則で定める距離以上である職員

にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額

を加算した額）とする。 

３ 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規

則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当

該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮し

て規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常

況とする職員その他第１項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要がある

と認められるものとして規則で定める職員には、前２項の規定に準じて、単身赴任手当を支給

する。 

４ 前３項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当

の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 
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は、「100分の 100」とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、勤務時間条例第５条の規定により、あらかじめ同条例第３条第

２項又は第４条により割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下この条において「割振り変

更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前

の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間（規則で定める時間を除く。）に対して、勤務１時間

につき、第 22条に規定する勤務１時間当たりの給与額に 100分の 25から 100分の 50までの範

囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 

４ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務（勤務時間条例

第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるもの

を除く。）の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更

前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間（前項に規定する規則で定める時間を除く。）との

合計が１箇月について 60時間を超えた職員には、その 60時間を超えて勤務した全時間に対し

て、第１項及び前項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第 22条に規定する勤務１時間当

たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を

時間外勤務手当として支給する。 

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の 150（その時間が午後 10時から翌日の午前

５時までの間である場合には、100分の 175） 

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の 50 

５ 勤務時間条例第８条第１項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該

時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する 60時間を超えて勤務した

全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に

対しては、当該時間１時間につき、第 22条に規定する勤務１時間当たりの給与額に、次の各号

に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給する

ことを要しない。 

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の 150（その時間が午後 10時から翌日の午前

５時までの間である場合には、100分の 175）から第１項に規定する規則で定める割合（その

時間が午後 10時から翌日の午前５時までの間である場合には、その割合に 100分の 25を加

算した割合）を減じた割合 

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の割合 100分の 50から第３項に規定す

る規則で定める割合を減じた割合 

６ 第２項に規定する７時間 45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前２項の規定の

適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第１号中「第
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１項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の 100」とする。 

（休日勤務手当） 

第 19条 祝日法による休日等（勤務時間条例第３条第１項及び第４条の規定に基づき毎日曜日を

週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第９条に規定する祝日法に

よる休日が勤務時間条例第４条及び第５条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定め

る日）及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に

は、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第 22条に規定する勤務

１時間当たりの給与額に 100分の 125から 100分の 150の範囲内で規則で定める割合を乗じて

得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務

手当は、支給されない。 

（夜間勤務手当） 

第 20条 正規の勤務時間として午後 10時から翌日の午前５時までの間に勤務する職員には、そ

の間に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第 22条に規定する勤務１時間当たりの給

与額の 100分の 25を夜間勤務手当として支給する。 

（端数計算） 

第 21条 第 17条に規定する勤務１時間当たりの給与額及び第 18条から前条までの規定により勤

務１時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合

において、当該額に 50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上１円未満の端

数を生じたときはこれを１円に切り上げるものとする。 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第 22条 第 17条から第 20条までに規定する勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれ

に対する地域手当の月額の合計額に 12を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に 52を乗じ

たものから勤務時間条例第９条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を

減じたもので除して得た額とする。 

（宿日直手当） 

第 23条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務１回につき、次表に掲げる区分に応じた額

を支給する。ただし、勤務時間が５時間以上の宿直勤務については、次表に掲げる支給額のほ

か、その勤務 1回につき 1,400円を加給する。 

区分 支給額 

勤務時間が５時間未満の場合 2,950円 

勤務時間が５時間以上の場合 5,900円 

 休日（次項の場合を除く。）である場合 5,900円 
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は、「100分の 100」とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、勤務時間条例第５条の規定により、あらかじめ同条例第３条第

２項又は第４条により割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下この条において「割振り変

更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前

の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間（規則で定める時間を除く。）に対して、勤務１時間

につき、第 22条に規定する勤務１時間当たりの給与額に 100分の 25から 100分の 50までの範

囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 

４ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務（勤務時間条例

第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるもの

を除く。）の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更

前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間（前項に規定する規則で定める時間を除く。）との

合計が１箇月について 60時間を超えた職員には、その 60時間を超えて勤務した全時間に対し

て、第１項及び前項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第 22条に規定する勤務１時間当

たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を

時間外勤務手当として支給する。 

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の 150（その時間が午後 10時から翌日の午前

５時までの間である場合には、100分の 175） 

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の 50 

５ 勤務時間条例第８条第１項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該

時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する 60時間を超えて勤務した

全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に

対しては、当該時間１時間につき、第 22条に規定する勤務１時間当たりの給与額に、次の各号

に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給する

ことを要しない。 

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の 150（その時間が午後 10時から翌日の午前

５時までの間である場合には、100分の 175）から第１項に規定する規則で定める割合（その

時間が午後 10時から翌日の午前５時までの間である場合には、その割合に 100分の 25を加

算した割合）を減じた割合 

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の割合 100分の 50から第３項に規定す

る規則で定める割合を減じた割合 

６ 第２項に規定する７時間 45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前２項の規定の

適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第１号中「第
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１月１日から１月３日まで及び 12月 29日から 12月 31日までである場合 6,900円 

執務時間が午前８時 30分から午後０時 30分までと定められた日又はこれ

に相当する日の退庁時から引き続いて行われる場合 

8,850円 

２ 前項の規定にかかわらず、宿日直勤務のうち常直的な宿日直を命ぜられた職員には、その勤

務に対して、月の１日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の２分の１を超

える場合にあっては月額 21,000円を、勤務した日数がその期間の２分の１以下の場合にあって

は月額 10,500円を支給する。 

３ 前２項の勤務は、第 18条から第 20条までの勤務には含まれないものとする。 

（管理職員特別勤務手当） 

第 23条の２ 管理職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第

３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年

始の休日等（次項において「週休日等」という。）に勤務をした場合は、当該職員には、管理職

員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午

後 10時から翌日の午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を除く。）であって正規の勤務

時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

（前２項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては

その額に 100分の 150を乗じて得た額）とする。 

(1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、12,000円を超えない範囲内において規則

で定める額 

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務 1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で

定める額 

４ 前３項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定め

る。 

（特定の職員についての適用除外） 

第 24条 第 18条から第 20条までの規定は、管理職員には適用しない。 

２ 第７条第２項から第９項まで、第 12条及び第 15条の２の規定は、定年前再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。 

（期末手当） 

第 25条 期末手当は、６月１日及び 12月１日（以下この条から第 25条の３までにおいてこれら

の日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規
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則で定める日（次条及び第 25条の３第１項においてこれらの日を「支給日」という。）に支給

する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員（第 29条第７項の規定の適用

を受ける職員及び規則で定める職員を除く。）についても、同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に 100分の 125（行政職給料表の適用を受ける職員でその

職務の級が５級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複

雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの職員のうち、規則で定める職員を除

く。第 26条第２項において「特定幹部職員」という。）にあっては、100分の 105）を乗じて得

た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６箇月 100分の 100 

(2) ５箇月以上６箇月未満 100分の 80 

(3) ３箇月以上５箇月未満 100分の 60 

(4) ３箇月未満 100分の 30 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の 125」

とあるのは「100分の 70」と、「100分の 105」とあるのは「100分の 60」とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあって

は、退職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びに

これらに対する地域手当の月額の合計額とする。 

５ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上であるもの並びに同表以外の各

給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員

として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規

定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の職の職制上の

段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて 100分の 15を超えない範囲内で

規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第２項の期末手当基礎額とする。 

６ 第２項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。 

第 25条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかかわらず、当該各号

の基準日に係る期末手当（第４号に該当する者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手

当）は、支給しない。 

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第 29条第１項の規定による懲

戒免職の処分を受けた職員 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第 28条第４項の規定により失

職した職員 
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１月１日から１月３日まで及び 12月 29日から 12月 31日までである場合 6,900円 

執務時間が午前８時 30分から午後０時 30分までと定められた日又はこれ

に相当する日の退庁時から引き続いて行われる場合 

8,850円 

２ 前項の規定にかかわらず、宿日直勤務のうち常直的な宿日直を命ぜられた職員には、その勤

務に対して、月の１日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の２分の１を超

える場合にあっては月額 21,000円を、勤務した日数がその期間の２分の１以下の場合にあって

は月額 10,500円を支給する。 

３ 前２項の勤務は、第 18条から第 20条までの勤務には含まれないものとする。 

（管理職員特別勤務手当） 

第 23条の２ 管理職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第

３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年

始の休日等（次項において「週休日等」という。）に勤務をした場合は、当該職員には、管理職

員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午

後 10時から翌日の午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を除く。）であって正規の勤務

時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

（前２項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては

その額に 100分の 150を乗じて得た額）とする。 

(1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、12,000円を超えない範囲内において規則

で定める額 

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務 1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で

定める額 

４ 前３項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定め

る。 

（特定の職員についての適用除外） 

第 24条 第 18条から第 20条までの規定は、管理職員には適用しない。 

２ 第７条第２項から第９項まで、第 12条及び第 15条の２の規定は、定年前再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。 

（期末手当） 

第 25条 期末手当は、６月１日及び 12月１日（以下この条から第 25条の３までにおいてこれら

の日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規
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(3) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職し

た職員（前２号に該当する者を除く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に

拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者（当該処分を取

り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑

に処せられたもの 

第 25条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前

日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差

し止めることができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件

に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているも

のに限り、刑事訴訟法（昭和 23年法律第 131号）第６編に規定する略式手続によるものを除

く。第３項において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在所期間中の行為に係る刑事事件

に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明し

た事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手

当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円

滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 

２ 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下「一時差止処

分」という。）を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を

受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えるこ

とができる。この場合においては、その告示した日から起算して２週間を経過した日に、通知

が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。 

４ 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）第 18条第１項に規定

する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処

分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速

やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合におい

て、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕され

ているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき
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は、この限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘

禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件

につき公訴を提起しない処分があった場合 

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されるこ

となく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して 1年を経過した場合 

６ 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末

手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるも

のではない。 

７ 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一

時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 

８ 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。 

（勤勉手当） 

第 26条 勤勉手当は、６月１日及び 12月１日（以下この項から第３項までにおいてこれらの日

を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の

人事評価の結果及び基準日以前６箇月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ基準日

の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡し

た職員（規則で定めるものを除く。）についても、同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って任命権者が定める割合を乗

じて得た額とする。この場合において、職員に支給される勤勉手当の、次の各号に掲げる職員

の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する

地域手当の月額の合計額を加算した額に 100分の 105（特定幹部職員にあっては、100分の

125）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉

手当基礎額に 100分の 50（特定幹部職員にあっては、100分の 60）を乗じて得た額の総額 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及

びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 

４ 第 25条第５項の規定は、第２項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同
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(3) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職し

た職員（前２号に該当する者を除く。）で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に

拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者（当該処分を取

り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑

に処せられたもの 

第 25条の３ 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前

日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差

し止めることができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件

に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているも

のに限り、刑事訴訟法（昭和 23年法律第 131号）第６編に規定する略式手続によるものを除

く。第３項において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在所期間中の行為に係る刑事事件

に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明し

た事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手

当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円

滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 

２ 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下「一時差止処

分」という。）を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を

受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えるこ

とができる。この場合においては、その告示した日から起算して２週間を経過した日に、通知

が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。 

４ 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）第 18条第１項に規定

する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処

分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速

やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合におい

て、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕され

ているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき
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条第５項中「前項」とあるのは「第 26条第３項」と、「同項に規定する合計額」とあるのは

「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、「第２項」とあるのは「同条第２

項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。 

５ 前２条の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合におい

て、第 25条の２中「前条第１項」とあるのは「第 26条第１項」と、同条第１号中「基準日か

ら」とあるのは「基準日（第 26条第１項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条におい

て同じ。）から」と、「支給日」とあるのは「支給日（同項に規定する規則で定める日をいう。

以下この条及び次条において同じ。）」と読み替えるものとする。 

（管理職手当等の支給方法） 

第 27条 管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿

日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。 

（休職者の給与） 

第 28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補償法（昭和

42年法律第 121号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤をいう。以下同じ。）により負傷

し、若しくは疾病にかかり、法第 28条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされたとき

は、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。 

２ 職員が結核性疾患にかかり法第 28条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされたとき

は、その休職の期間が満２年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及

び期末手当のそれぞれ 100分の 80を支給することができる。 

３ 職員が前２項以外の心身の故障により法第 28条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職に

されたときは、その休職の期間が満１年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、

住居手当及び期末手当のそれぞれ 100分の 80を支給することができる。 

４ 職員が法第 28条第２項第２号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間

中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ 100分の 60以内を支給すること

ができる。 

５ 職員が法第 27条第２項の規定に基づく休職の事由に関する条例で定める場合の一に該当して

休職にされたときは、その休職の期間中、規則で定めるところに従い、これに給料、扶養手

当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ 100分の 100以内を支給することができる。 

６ 法第 27条第２項及び第 28条第２項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の

定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。 

７ 第２項、第３項又は第５項に規定する職員が、当該各項に規定する期間で第 25条第１項に規

定する基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第 25条第１項の規定により規則で
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定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定め

る職員については、この限りでない。 

８ 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第 25条の２及び第 25条の３

の規定を準用する。この場合において、第 25条の２中「前条第１項」とあるのは、「第 28条第

７項」と読み替えるものとする。 

（育児短時間勤務職員等についての特例） 

第 29条 育児短時間勤務職員等についての第 25条第４項から第６項まで及び第 26条第３項の適

用については、第 25条第４項中「給料」とあるのは「給料の月額を勤務時間条例第２条第２項

の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数

（以下「算出率」という。）で除して得た額」とし、同条第５項中「給料の月額」とあるのは

「給料の月額を算出率で除して得た額」とし、同条第６項中「規則」とあるのは「育児短時間

勤務職員等の勤務時間を考慮して規則」とし、第 26条の３第３項中「給料の月額」とあるのは

「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。 

（委任） 

第 30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から刑法等一部を改正する法律（令和４年法律第 67号）の施行の日の前

日までの間における第 25条の２第３号、同条第４号、第 25条の３第１項第１号及び同条第５

項第１号の規定の適用については、各条中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。 
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条第５項中「前項」とあるのは「第 26条第３項」と、「同項に規定する合計額」とあるのは

「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、「第２項」とあるのは「同条第２

項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。 

５ 前２条の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合におい

て、第 25条の２中「前条第１項」とあるのは「第 26条第１項」と、同条第１号中「基準日か

ら」とあるのは「基準日（第 26条第１項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条におい

て同じ。）から」と、「支給日」とあるのは「支給日（同項に規定する規則で定める日をいう。

以下この条及び次条において同じ。）」と読み替えるものとする。 

（管理職手当等の支給方法） 

第 27条 管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿

日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。 

（休職者の給与） 

第 28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補償法（昭和

42年法律第 121号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤をいう。以下同じ。）により負傷

し、若しくは疾病にかかり、法第 28条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされたとき

は、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。 

２ 職員が結核性疾患にかかり法第 28条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされたとき

は、その休職の期間が満２年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及

び期末手当のそれぞれ 100分の 80を支給することができる。 

３ 職員が前２項以外の心身の故障により法第 28条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職に

されたときは、その休職の期間が満１年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、

住居手当及び期末手当のそれぞれ 100分の 80を支給することができる。 

４ 職員が法第 28条第２項第２号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間

中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ 100分の 60以内を支給すること

ができる。 

５ 職員が法第 27条第２項の規定に基づく休職の事由に関する条例で定める場合の一に該当して

休職にされたときは、その休職の期間中、規則で定めるところに従い、これに給料、扶養手

当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ 100分の 100以内を支給することができる。 

６ 法第 27条第２項及び第 28条第２項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の

定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。 

７ 第２項、第３項又は第５項に規定する職員が、当該各項に規定する期間で第 25条第１項に規

定する基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第 25条第１項の規定により規則で
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別表１（第６条関連） 

行政職給料表等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 主事の職務 

２級 主任の職務 

３級 係長の職務 

４級 課長補佐の職務 

５級 課長の職務 

６級 事務局次長の職務 

７級 事務局長の職務 

 

別表２（第６条関連） 

医療職等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 准看護師又は看護助手の職務 

２級 １ 相当困難な業務を行う准看護師又は看護助手の職務 

２ 看護師の職務 

３ 保健師の職務 

３級 １ 困難な業務を行う准看護師の職務 

２ 困難な業務を行う看護師の職務 

３ 困難な業務を行う保健師の職務 

４級 １ 特に困難な業務を行う准看護師の職務 

２ 特に困難な業務を行う看護師の職務 

３ 特に困難な業務を行う保健師の職務 

５級 １ 極めて困難な業務を行う准看護師の職務 

２ 極めて困難な業務を行う看護師の職務 

３ 極めて困難な業務を行う保健師の職務 
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議案第３号 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員定数条例の一部を改正する条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員定数条例の一部を改正する条例 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員定数条例（平成19年条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第１項第１号中「32人」を「35人」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

今後の被保険者数の増加に対し、円滑な制度運営及び行政サービスの維持を図

るため、追加の職員が必要な場合に迅速に配置できるようこの条例案を提出する

ものである。 
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別表１（第６条関連） 

行政職給料表等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 主事の職務 

２級 主任の職務 

３級 係長の職務 

４級 課長補佐の職務 

５級 課長の職務 

６級 事務局次長の職務 

７級 事務局長の職務 

 

別表２（第６条関連） 

医療職等級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 准看護師又は看護助手の職務 

２級 １ 相当困難な業務を行う准看護師又は看護助手の職務 

２ 看護師の職務 

３ 保健師の職務 

３級 １ 困難な業務を行う准看護師の職務 

２ 困難な業務を行う看護師の職務 

３ 困難な業務を行う保健師の職務 

４級 １ 特に困難な業務を行う准看護師の職務 

２ 特に困難な業務を行う看護師の職務 

３ 特に困難な業務を行う保健師の職務 

５級 １ 極めて困難な業務を行う准看護師の職務 

２ 極めて困難な業務を行う看護師の職務 

３ 極めて困難な業務を行う保健師の職務 
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新
 
 
 
 
 
旧
 
 
 
 
 
対
 
 
 
 
 
照
 
 
 
 
 
表

 

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
定
数
条
例
（
平
成

1
9
年
条
例
第
５
号
）
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
条
 
（
略
）
 

第
１
条
 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

(
1
)
 
広
域
連
合
長
の
事
務
部
局
の
職
員
 
3
5
人
 

(
2
)
―
(5
)
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

(
1
)
 
広
域
連
合
長
の
事
務
部
局
の
職
員
 
3
2
人
 

(
2
)
―
(5
)
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

第
３
条
 
（
以
下
略
）
 

第
３
条
 
（
以
下
略
）
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議案第４号 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和７年２月 21 日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成19年

条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「地方公務員法（昭和25年法律第261号」の次に「。以下「法」とい

う。」を加える。 

第２条第２項中「以下「育児短時間勤務職員等」という。）の１週間当たりの勤

務時間は、」の次に「前項の規定にかかわらず、」を加え、同条第２項の次に次の

３項を加える。 

３ 法第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定により採用された職員（以

下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定に

かかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり15時

間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。 
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茨
城
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
条
 
（
略
）
 

第
１
条
 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

(
1
)
 
広
域
連
合
長
の
事
務
部
局
の
職
員
 
3
5
人
 

(
2
)
―
(5
)
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

(
1
)
 
広
域
連
合
長
の
事
務
部
局
の
職
員
 
3
2
人
 

(
2
)
―
(5
)
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

第
３
条
 
（
以
下
略
）
 

第
３
条
 
（
以
下
略
）
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４ 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第１項又は地方公共団体の一般

職の任期付職員の採用に関する法律（平成14年法律第48号）第５条の規定によ

り採用された職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、

第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１

週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

５ 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定す

る勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、広域

連合長の承認を得て、別に定めることができる。 

第３条第１項中「週休日を設けるものとする。」を「週休日を設けるものとし、

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土

曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けることができ

る。」に改め、同条第２項中「１日につき７時間45分を超えない範囲内で勤務時間

を割り振るものと」の次に「し、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤

務職員については、１週間ごとの期間について、１日につき７時間45分を超えない

範囲内で勤務時間を割り振るものと」を加える。 

第４条中「前条第１項」を「第３条第１項又は前条」に、「前条第２項」を「第

３条第２項又は前条」に改める。 

第６条第１項中「第２条から前条までに規定する勤務時間（以下「正規の勤務時

間」という。）」を「正規の勤務時間」に、「勤務をすること」を「前項に掲げる

勤務以外の勤務」に、「第２条から前条まで」を「同項」に改め、第２項を第３項

とし、第１項を第２項とし、第１項として次の１項を加える。 

第６条 任命権者は、広域連合長（労働基準法（昭和22年法律第49号）別表第１

第１号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働

基準監督署長）の許可を受けて、第２条から第５条までに規定する勤務時間

（以下「正規の勤務時間」という。）以外の時間において職員に設備等の保全、

外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な
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勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である

場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規

則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。 

第７条第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子」を「９歳に達する日以後

の最初の３月31日までの間にある子」に、「この条及び次条」を「第８条の３第１

項から第３項まで」に改め、同条第２項中「職員の配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、

配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間

にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以下「要介護者」という。）」を

「第15条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者」に、「小学校就学の

始期に達するまでの子」を「９歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある

子」に、「この条及び次条」を「第８条の３第１項から第３項まで」に、「「配偶

者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項にお

いて同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老

齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以下「要

介護者」という。）のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介

護」」を「「第15条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者（以下「要

介護者」という。）のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介

護」」に改める。 

第８条第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子」を「９歳に達する日以後

の最初の３月31日までの間にある子」に改め、「職員の配偶者」の次に「（届出を

しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）を加え、同条

第２項中「３歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの子」に、「第

６条」を「第７条第２項」に改め、同条第３項中「小学校就学の始期に達するまで

の子」を「９歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子」に、「１か月

において24時間」を「１月について24時間」に、「第６条」を「第７条第２項」に
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４ 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第１項又は地方公共団体の一般

職の任期付職員の採用に関する法律（平成14年法律第48号）第５条の規定によ

り採用された職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、

第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１

週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

５ 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定す

る勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、広域

連合長の承認を得て、別に定めることができる。 

第３条第１項中「週休日を設けるものとする。」を「週休日を設けるものとし、

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土

曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けることができ

る。」に改め、同条第２項中「１日につき７時間45分を超えない範囲内で勤務時間

を割り振るものと」の次に「し、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤

務職員については、１週間ごとの期間について、１日につき７時間45分を超えない

範囲内で勤務時間を割り振るものと」を加える。 

第４条中「前条第１項」を「第３条第１項又は前条」に、「前条第２項」を「第

３条第２項又は前条」に改める。 

第６条第１項中「第２条から前条までに規定する勤務時間（以下「正規の勤務時

間」という。）」を「正規の勤務時間」に、「勤務をすること」を「前項に掲げる

勤務以外の勤務」に、「第２条から前条まで」を「同項」に改め、第２項を第３項

とし、第１項を第２項とし、第１項として次の１項を加える。 

第６条 任命権者は、広域連合長（労働基準法（昭和22年法律第49号）別表第１

第１号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働

基準監督署長）の許可を受けて、第２条から第５条までに規定する勤務時間

（以下「正規の勤務時間」という。）以外の時間において職員に設備等の保全、

外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な
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改め、同条第４項中「要介護者」を「第15条第１項に規定する日常生活を営むのに

支障がある者」に、「小学校就学の始期に達するまでの子」を「９歳に達する日以

後の最初の３月31日までの間にある子」に改め、「職員の配偶者」の次に「（届出

をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）を、「規則

で定めるところにより、当該子を養育」とあり、」の次に「並びに」を加え、「３

歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの子」に、「「配偶者（届出

をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同

じ。）、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢によ

り規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以下「要介護者」

という。）のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」」を

「「第15条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護者」

という。）のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」」に

改める。 

第10条第１項中「第３条第２項又は第４条」を「第３条第２項、第４条又は第５

条」に改め、「当該休日後の勤務日等（」の次に「第８条第１項の規定により時間

外勤務代休時間が指定された勤務日等及び」を加える。 

第11条中「職員」を「地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用

する同法第252条の17の規定に基づき、地方公共団体から派遣された職員（以下

「派遣職員」という。）」に改め、「休暇の種類、期間、承認手続等については」

の次に「、第２条から前条までの規定にかかわらず」を加える。 

第12条中「地方公務員法」を「法」に、「前条」を「第17条」に改める。 

第13条を第19条とし、第19条の次に次の２条を加える。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第19条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に

至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資す

る制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」とい
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う。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又

は申出（次条において「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認する

ための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度（４

月１日から翌年の３月３１日までをいう。）において、前項に規定する事項を

知らせなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第19条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるように

するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

第12条を第18条とし、第11条を第17条とし、第10条の次に次の７条を加える。 

（休暇の種類） 

第11条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間

とする。 

（年次休暇） 

第12条 年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度に

おいて、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 

(1) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 20日（育児短時間勤務職員等、

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者

の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数） 

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職

員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で

定める日数 

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和
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改め、同条第４項中「要介護者」を「第15条第１項に規定する日常生活を営むのに

支障がある者」に、「小学校就学の始期に達するまでの子」を「９歳に達する日以

後の最初の３月31日までの間にある子」に改め、「職員の配偶者」の次に「（届出

をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）を、「規則

で定めるところにより、当該子を養育」とあり、」の次に「並びに」を加え、「３

歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの子」に、「「配偶者（届出

をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同

じ。）、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢によ

り規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以下「要介護者」

という。）のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」」を

「「第15条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護者」

という。）のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」」に

改める。 

第10条第１項中「第３条第２項又は第４条」を「第３条第２項、第４条又は第５

条」に改め、「当該休日後の勤務日等（」の次に「第８条第１項の規定により時間

外勤務代休時間が指定された勤務日等及び」を加える。 

第11条中「職員」を「地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用

する同法第252条の17の規定に基づき、地方公共団体から派遣された職員（以下

「派遣職員」という。）」に改め、「休暇の種類、期間、承認手続等については」

の次に「、第２条から前条までの規定にかかわらず」を加える。 

第12条中「地方公務員法」を「法」に、「前条」を「第17条」に改める。 

第13条を第19条とし、第19条の次に次の２条を加える。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第19条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に

至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資す

る制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」とい
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27年法律第289号）の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、茨城

県後期高齢者医療広域連合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方

住宅供給公社法（昭和40年法律第124号）に規定する地方住宅供給公社、地

方道路公社法（昭和45年法律第82号）に規定する地方道路公社、公有地の拡

大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）に規定する土地開発公社、沖

縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しく

は事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者

（以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。）

であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則

で定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及び

その在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で

定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数 

２ 年次休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、規則で定め

る日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。 

３ 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただ

し、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合

においては、他の時季にこれを与えることができる。 

（療養休暇） 

第13条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務

しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。 

２ 療養休暇の期間は、規則で定める。 

（特別休暇） 

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別

の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合

における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、

規則でその期間を定める。 
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（介護休暇） 

第15条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者、父母、子、配偶者の父母その他

規則で定める者（第19条の２第１項において「配偶者等」という。）で負傷、

疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある

ものをいう。以下同じ。）の介護をするため、任命権者が、規則の定めるとこ

ろにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の

継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で

指定する期間（以下「指定期間」という。）内において勤務しないことが相当

であると認められる場合における休暇とする。 

２ 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。 

３ 介護休暇については、茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条

例第17条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、同条例第22条に

規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。 

（介護時間） 

第15条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が

当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要

介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において1日の勤務時間の

一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を超え

ない範囲内で必要と認められる時間とする。 

３ 介護時間については、茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条

例第17条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、同条例第22条に

規定する勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

（療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認） 

第16条 療養休暇、特別休暇（規則で定めるものを除く。）、介護休暇及び介護

時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければ
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27年法律第289号）の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、茨城

県後期高齢者医療広域連合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方

住宅供給公社法（昭和40年法律第124号）に規定する地方住宅供給公社、地

方道路公社法（昭和45年法律第82号）に規定する地方道路公社、公有地の拡

大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）に規定する土地開発公社、沖

縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しく

は事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者

（以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。）

であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則

で定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及び

その在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で

定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数 

２ 年次休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、規則で定め

る日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。 

３ 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただ

し、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合

においては、他の時季にこれを与えることができる。 

（療養休暇） 

第13条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務

しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。 

２ 療養休暇の期間は、規則で定める。 

（特別休暇） 

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別

の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合

における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、

規則でその期間を定める。 
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ならない。 

第７条を第８条の２とし、第８条を第８条の３とし、第６条の次に次の１条を加

える。 

（時間外勤務代休時間） 

第８条 任命権者は、茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

（令和７年条例第●号）第18条第４項の規定により時間外勤務手当を支給すべ

き職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支

給に代わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務代休時間」という。）

として、規則で定める期間内にある勤務日等（第10条第１項に規定する勤務日

等といい、同項に規定する休日及び代休日を除く。）に割り振られた勤務時間

の全部又は一部を指定することができる。 

２ 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務

代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間に

おいても勤務することを要しない。 

第４条から第６条までを１条ずつ繰り下げ、第３条の次に次の１条を加える。 

第４条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必

要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割

振りを別に定めることができる。 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合に

は、規則の定めるところにより、４週間ごとの期間につき８日の週休日（育児

短時間勤務職員等にあっては８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った

週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては８

日以上の週休日）を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公

署の特殊の必要（育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の

内容）により、４週間ごとの期間につき８日（育児短時間勤務職員等、定年前

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、８日以上）の週
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休日を設けることが困難である職員について、広域連合長と協議して、規則の

定めるところにより、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割

合で週休日（育児短時間勤務職員等にあっては、４週間を超えない期間につき

１週間当たり１日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日）

を設ける場合には、この限りでない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日

から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を時間外勤務制限開

始日とする改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第８条の３第２項の規

定による請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行

うものに限る。）を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めると

ころにより、当該請求を行うことができる。 

（提案理由） 

根拠法令等の改正及び一般職の任期付職員の採用に対し、所要の改正を行うた

め、この条例案を提出するものである。 
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ならない。 

第７条を第８条の２とし、第８条を第８条の３とし、第６条の次に次の１条を加

える。 

（時間外勤務代休時間） 

第８条 任命権者は、茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

（令和７年条例第●号）第18条第４項の規定により時間外勤務手当を支給すべ

き職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支

給に代わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務代休時間」という。）

として、規則で定める期間内にある勤務日等（第10条第１項に規定する勤務日

等といい、同項に規定する休日及び代休日を除く。）に割り振られた勤務時間

の全部又は一部を指定することができる。 

２ 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務

代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間に

おいても勤務することを要しない。 

第４条から第６条までを１条ずつ繰り下げ、第３条の次に次の１条を加える。 

第４条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必

要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割

振りを別に定めることができる。 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合に

は、規則の定めるところにより、４週間ごとの期間につき８日の週休日（育児

短時間勤務職員等にあっては８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った

週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては８

日以上の週休日）を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公

署の特殊の必要（育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の

内容）により、４週間ごとの期間につき８日（育児短時間勤務職員等、定年前

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、８日以上）の週
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
4
年
法
律
第

4
8
号
）
第

５
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い

う
。
）
の
勤
務
時
間
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
４

週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
１
週
間
当
た
り

3
1
時
間
ま
で
の
範
囲
内
で
、
任
命
権

者
が
定
め
る
。
 

５
 
任
命
権
者
は
、
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
に
よ
り
前
各
項
に

規
定
す
る
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に

つ
い
て
、
広
域
連
合
長
の
承
認
を
得
て
、
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

     （
新
設
）
 

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）
 

第
３
条
 
日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等

に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
い
こ
れ
ら
の

日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
５
日
間
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け
る
も
の

と
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て

は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
５
日
間
に
お
い
て

週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
任
命
権
者
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
５
日
間
に
お
い
て
、
１
日
に
つ
き
７

時
間

45
分
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
に
つ
い
て
は
、
１
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の

内
容
に
従
い
１
日
に
つ
き
７
時
間

45
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
も
の
と
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に

つ
い
て
は
、
１
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
１
日
に
つ
き
７
時
間

45
分
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
 

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）
 

第
３
条
 
日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等

に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
い
こ
れ
ら
の

日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
５
日
間
に
お
い
て
週
休
日
を
設
け
る
も
の

と
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
 
任
命
権
者
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
５
日
間
に
お
い
て
、
１
日
に
つ
き
７

時
間

45
分
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
に
つ
い
て
は
、
１
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の

内
容
に
従
い
１
日
に
つ
き
７
時
間

45
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
も
の
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
る
。
 

第
４
条
 
任
命
権
者
は
、
公
務
の
運
営
上
の
事
情
に
よ
り
特
別
の
形
態
に
よ
っ
て
勤
務

す
る
必
要
の
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
週
休
日
及
び

（
新
設
）
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1
 

 

新
 
 
 
 
 
旧
 
 
 
 
 
対
 
 
 
 
 
照
 
 
 
 
 
表

 

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

19
年
条
例
第
８
号
）
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

25
年
法
律
第

26
1
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第

24
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休

暇
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

25
年
法
律
第

26
1
号
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
）
第

24
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休

暇
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１
週
間
の
勤
務
時
間
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
 
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第

1
1
0
号
）
第

10

条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
「
育

児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
職
員
（
同
法
第

1
7
条
の
規
定
に
よ

る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
」
と
い
う
。
）
の
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
承
認
を
受
け
た
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
（
同
法
第

17
条
の
規
定
に
よ
る

短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
す
る

こ
と
と
な
っ
た
短
時
間
勤
務
の
内
容
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
」
と
い

う
。
）
に
従
い
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。
 

３
 
法
第

22
条
の
４
第
１
項
又
は
第

2
2
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
は
、

第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
４
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に

つ
き
１
週
間
当
た
り

15
時
間

3
0
分
か
ら

3
1
時
間
ま
で
の
範
囲
内
で
、
任
命
権
者
が

定
め
る
。
 

４
 
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第

1
8
条
第
１
項
又
は
地
方
公
共
団
体

（
１
週
間
の
勤
務
時
間
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
 
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第

1
1
0
号
）
第

10

条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
「
育

児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
職
員
（
同
法
第

1
7
条
の
規
定
に
よ

る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
」
と
い
う
。
）
の
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
当
該
承
認
を
受
け
た
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
（
同
法
第

17
条
の
規
定
に
よ
る

短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
す
る

こ
と
と
な
っ
た
短
時
間
勤
務
の
内
容
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
」
と
い

う
。
）
に
従
い
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。
 

（
新
設
）
 

    （
新
設
）
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3
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

勤
務
時
間
の
割
振
り
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る

場
合
に
は
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
４
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
８
日
の

週
休
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
８
日
以
上
で
当
該
育
児
短
時
間
勤

務
等
の
内
容
に
従
っ
た
週
休
日
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短

時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
８
日
以
上
の
週
休
日
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
）
に
よ
り
、
４
週
間
ご
と
の
期

間
に
つ
き
８
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及

び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
８
日
以
上
）
の
週
休
日
を
設
け
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て
、
広
域
連
合
長
と
協
議
し
て
、
規
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
４
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
１
週
間
当
た
り
１
日
以
上
の
割
合
で

週
休
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
、
４
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ

き
１
週
間
当
た
り
１
日
以
上
の
割
合
で
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
っ
た

週
休
日
）
を
設
け
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
週
休
日
の
振
替
等
）
 

第
５
条
 
任
命
権
者
は
、
職
員
に
第
３
条
第
１
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と

さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
３
条
第
２
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が

割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務
日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
規
則

で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら

れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又

は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
４
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り

振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
４
時
間
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必

要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
週
休
日
の
振
替
等
）
 

第
４
条
 
任
命
権
者
は
、
職
員
に
前
条
第
１
項
 
 
 
 
 
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と

さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
２
項
 
 
 
 
 
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が

割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務
日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
規
則

で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら

れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又

は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
４
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り

振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
４
時
間
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必

要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

第
６
条
 
（
略
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
）
 

第
７
条
 
任
命
権
者
は
、
広
域
連
合
長
（
労
働
基
準
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

4
9
号
）

別
表
第
１
第
１
号
か
ら
第

10
号
ま
で
及
び
第

13
号
か
ら
第

1
5
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

業
に
あ
っ
て
は
労
働
基
準
監
督
署
長
）
の
許
可
を
受
け
て
、
第
２
条
か
ら
第
５
条
ま

で
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
以
外
の
時
間

に
お
い
て
職
員
に
設
備
等
の
保
全
、
外
部
と
の
連
絡
及
び
文
書
の
収
受
を
目
的
と
す

る
勤
務
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
断
続
的
な
勤
務
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
務
の
運

営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
に
限

り
、
当
該
断
続
的
な
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
任
命
権
者
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
正
規
の

勤
務
時
間
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以
外
の
時
間
に
お
い
て
職
員
に
前
項
に
掲
げ
る
勤
務
以
外
の
勤
務
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
規
則
で
定

め
る
場
合
に
限
り
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
同
項
 
 
 
 
 
 
 

 
に
掲
げ
る
勤
務
以
外
の
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
（
略
）
 

（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
）
 

第
６
条
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

任
命

権
者

は
、

公
務

の
た

め
臨

時
又

は
緊

急
の

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、

第
２

条

か
ら

前
条

ま
で

に
規

定
す

る
勤

務
時

間
（

以
下

「
正

規
の

勤
務

時
間

」
と

い
う

。
）

以
外

の
時

間
に

お
い

て
職

員
に

勤
務

を
す

る
こ

と
 

 
 

 
 

 
を

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

当
該

職
員

が
育

児
短

時
間

勤
務

職
員

等
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

公
務

の
運

営
に

著
し

い
支

障
が

生
ず

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
と

し
て

規
則

で
定

め
る

場
合

に
限

り
、

正
規

の
勤

務
時

間
以

外
の

時
間

に
お

い
て

第
２

条
か

ら
前

条
ま

で
に
掲
げ
る
勤
務
以
外
の
勤
務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
（
略
）
 

（
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
）
 

第
８
条
 
任
命
権
者
は
、
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
（
令
和
７
年
条
例
第
●
号
）
第

1
8
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
手
当

を
支
給
す
べ
き
職
員
に
対
し
て
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
時
間
外
勤

務
手
当
の
一
部
の
支
給
に
代
わ
る
措
置
の
対
象
と
な
る
べ
き
時
間
（
以
下
「
時
間
外

勤
務
代
休
時
間
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
等

（
新
設
）
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

勤
務
時
間
の
割
振
り
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る

場
合
に
は
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
４
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
８
日
の

週
休
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
８
日
以
上
で
当
該
育
児
短
時
間
勤

務
等
の
内
容
に
従
っ
た
週
休
日
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短

時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
８
日
以
上
の
週
休
日
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
）
に
よ
り
、
４
週
間
ご
と
の
期

間
に
つ
き
８
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及

び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
８
日
以
上
）
の
週
休
日
を
設
け
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て
、
広
域
連
合
長
と
協
議
し
て
、
規
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
４
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
１
週
間
当
た
り
１
日
以
上
の
割
合
で

週
休
日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
、
４
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ

き
１
週
間
当
た
り
１
日
以
上
の
割
合
で
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
っ
た

週
休
日
）
を
設
け
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
週
休
日
の
振
替
等
）
 

第
５
条
 
任
命
権
者
は
、
職
員
に
第
３
条
第
１
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と

さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
３
条
第
２
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が

割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務
日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
規
則

で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら

れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又

は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
４
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り

振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
４
時
間
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必

要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
週
休
日
の
振
替
等
）
 

第
４
条
 
任
命
権
者
は
、
職
員
に
前
条
第
１
項
 
 
 
 
 
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と

さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
２
項
 
 
 
 
 
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が

割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務
日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
規
則

で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら

れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又

は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
４
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り

振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
４
時
間
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必

要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

（
第

10
条
第
１
項
に
規
定
す
る
勤
務
日
等
と
い
い
、
同
項
に
規
定
す
る
休
日
及
び
代

休
日
を
除
く
。
）
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
さ
れ
た
職
員
は
、
当
該
時
間

外
勤
務
代
休
時
間
に
は
、
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
正
規

の
勤
務
時
間
に
お
い
て
も
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）
 

第
８
条
の
２
 
任
命
権
者
は
、
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

3
1
日
ま
で
の
間

に
あ
る
子
（
民
法
（
明
治

29
年
法
律
第

89
号
）
第

8
1
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立

に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判

所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も

の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

16
4
号
）
第

2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定

に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託

さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。

以
下
第
８
条
の
３
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員
が
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に

は
、
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
（
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
、

職
員
が
育
児
又
は
介
護
を
行
う
た
め
の
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
特
定

の
時
刻
と
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
勤
務
を
い
う
。
第
３
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
第

15
条
第
１
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ

る
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）
 

第
７
条
 
 
 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（
民
法
（
明
治

29
年
法
律
第

89
号
）
第

8
1
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立

に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判

所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も

の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

16
4
号
）
第

2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定

に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託

さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員
が
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に

は
、
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
（
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
、

職
員
が
育
児
又
は
介
護
を
行
う
た
め
の
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
特
定

の
時
刻
と
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
勤
務
を
い
う
。
第
３
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶

者
の
父
母
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
規
則
で
定
め
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項

中
「
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
民
法
（
明

治
2
9
年
法
律
第

8
9
号
）
第

8
1
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員

と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所

に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場

合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭

和
2
2
年
法
律
第

1
6
4
号
）
第

2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
６
条
の

４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。
以
下
第
８
条
の
３
第
１

項
か
ら
第
３
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
第

1
5
条
第
１
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活

を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
あ
る
職
員
が
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
要
介
護
者
」

と
い
う
。
）
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項

中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
民
法
（
明

治
2
9
年
法
律
第

8
9
号
）
第

8
1
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員

と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所

に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場

合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭

和
2
2
年
法
律
第

1
6
4
号
）
第

2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
６
条
の

４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
 

 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、
「
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上

婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に

よ
り
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
以

下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
（
略
）
 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
）
 

第
８
条
の
３
 
任
命
権
者
は
、
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

3
1
日
ま
で
の
間

に
あ
る
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、

深
夜
（
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

て
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
、
規
則

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
）
 

第
８
条
 
 
 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、

深
夜
（
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

て
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
、
規
則
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

（
第

10
条
第
１
項
に
規
定
す
る
勤
務
日
等
と
い
い
、
同
項
に
規
定
す
る
休
日
及
び
代

休
日
を
除
く
。
）
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
さ
れ
た
職
員
は
、
当
該
時
間

外
勤
務
代
休
時
間
に
は
、
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
正
規

の
勤
務
時
間
に
お
い
て
も
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）
 

第
８
条
の
２
 
任
命
権
者
は
、
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

3
1
日
ま
で
の
間

に
あ
る
子
（
民
法
（
明
治

29
年
法
律
第

89
号
）
第

8
1
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立

に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判

所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も

の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

16
4
号
）
第

2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定

に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託

さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。

以
下
第
８
条
の
３
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員
が
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に

は
、
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
（
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
、

職
員
が
育
児
又
は
介
護
を
行
う
た
め
の
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
特
定

の
時
刻
と
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
勤
務
を
い
う
。
第
３
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
第

15
条
第
１
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ

る
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）
 

第
７
条
 
 
 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（
民
法
（
明
治

29
年
法
律
第

89
号
）
第

8
1
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立

に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判

所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も

の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

16
4
号
）
第

2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定

に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託

さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員
が
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に

は
、
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
（
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
、

職
員
が
育
児
又
は
介
護
を
行
う
た
め
の
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
特
定

の
時
刻
と
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
勤
務
を
い
う
。
第
３
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶

者
の
父
母
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
規
則
で
定
め

―106― - 107 -



7
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公

務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
深
夜
に
お
け
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
。
 

２
 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当

該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困

難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
任
命
権
者
は
、
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請

求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
１
月
に
つ
い
て

2
4
時
間
 
、
１
年

に
つ
い
て

15
0
時
間
を
超
え
て
、
第
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
。
 

４
 
前
３
項
の
規
定
は
、
第

1
5
条
第
１
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が

あ
る
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中

「
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
の
あ
る
職
員

（
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後

10
時
か
ら

翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て

常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
に

該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
２
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す

る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公

務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
深
夜
に
お
け
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
。
 

２
 
任
命
権
者
は
、
３
歳
に
満
た
な
い
子
 
 
 
 
 
 
 
 
の
あ
る
職
員
が
、
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当

該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
に
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困

難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
６
条
 
 
 
に
規
定
す
る
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請

求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
１
か
月
に
お
い
て

24
時
間
、
１
年

に
つ
い
て

15
0
時
間
を
超
え
て
、
第
６
条
 
 
 
に
規
定
す
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
。
 

４
 
前
３
項
の
規
定
は
、
要
介
護
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中

「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
あ
る
職
員

（
職
員
の
配
偶
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後

10
時
か
ら

翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て

常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
に

該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
 
 
 
第
２
項
中
「
３
歳
に
満
た
な
い
子
 
 
 
 

 
 
 
 
 
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
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8
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

と
あ
り
、
及
び
前
項
中
「
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に

あ
る
子
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ

る
の
は
、
「
第

15
条
第
１
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者

（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
、
第

１
項
中
「
深
夜
に
お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
（
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前
５

時
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
」
と
、
第
２
項
中
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の

業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の

は
「
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

５
 
（
略
）
 

と
あ
り
、
及
び
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ

る
の
は
、
「
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の

他
規
則
で
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た

り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の

あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
第

１
項
中
「
深
夜
に
お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
（
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前
５

時
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
」
と
、
第
２
項
中
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の

業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の

は
「
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

５
 
（
略
）
 

第
９
条
 
（
略
）
 

第
９
条
 
（
略
）
 

（
休
日
の
代
休
日
）
 

第
１
０
条
 
任
命
権
者
は
、
職
員
に
祝
日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休
日
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
休
日
」
と
総
称
す
る
。
）
で
あ
る
第
３
条
第
２
項
、
第
４
条

又
は
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
勤
務
日
等
」
と
い
う
。
）
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
（
次
項
に
お
い

て
「
休
日
の
全
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
じ
た

場
合
に
は
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
休
日
前
に
、
当
該
休
日
に
代
わ

る
日
（
次
項
に
お
い
て
「
代
休
日
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
当
該
休
日
後
の
勤
務
日

等
（
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
勤
務
日

等
及
び
休
日
を
除
く
。
）
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
（
略
）
 

（
休
日
の
代
休
日
）
 

第
１
０
条
 
任
命
権
者
は
、
職
員
に
祝
日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休
日
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
休
日
」
と
総
称
す
る
。
）
で
あ
る
第
３
条
第
２
項
又
は
第
４

条
 
 
 
 
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
勤
務
日
等
」
と
い
う
。
）
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
（
次
項
に
お
い

て
「
休
日
の
全
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
じ
た

場
合
に
は
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
休
日
前
に
、
当
該
休
日
に
代
わ

る
日
（
次
項
に
お
い
て
「
代
休
日
」
と
い
う
。
）
と
し
て
、
当
該
休
日
後
の
勤
務
日

等
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
休
日
を
除
く
。
）
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
（
略
）
 

（
休
暇
の
種
類
）
 

（
新
設
）
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7
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公

務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
深
夜
に
お
け
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
。
 

２
 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当

該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困

難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
任
命
権
者
は
、
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請

求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
１
月
に
つ
い
て

2
4
時
間
 
、
１
年

に
つ
い
て

15
0
時
間
を
超
え
て
、
第
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
。
 

４
 
前
３
項
の
規
定
は
、
第

1
5
条
第
１
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が

あ
る
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中

「
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
の
あ
る
職
員

（
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後

10
時
か
ら

翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て

常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
に

該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
２
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す

る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公

務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
深
夜
に
お
け
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら

な
い
。
 

２
 
任
命
権
者
は
、
３
歳
に
満
た
な
い
子
 
 
 
 
 
 
 
 
の
あ
る
職
員
が
、
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当

該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
に
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困

難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
６
条
 
 
 
に
規
定
す
る
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請

求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
１
か
月
に
お
い
て

24
時
間
、
１
年

に
つ
い
て

15
0
時
間
を
超
え
て
、
第
６
条
 
 
 
に
規
定
す
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
。
 

４
 
前
３
項
の
規
定
は
、
要
介
護
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中

「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
あ
る
職
員

（
職
員
の
配
偶
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後

10
時
か
ら

翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て

常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
に

該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
 
 
 
第
２
項
中
「
３
歳
に
満
た
な
い
子
 
 
 
 

 
 
 
 
 
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」

―108― - 109 -



9
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
１
条
 
職
員
の
休
暇
は
、
年
次
休
暇
、
療
養
休
暇
、
特
別
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び

介
護
時
間
と
す
る
。
 

 

（
年
次
休
暇
）
 

第
１
２
条
 
年
次
休
暇
は
、
一
の
年
度
ご
と
に
お
け
る
休
暇
と
し
、
そ
の
日
数
は
、
一

の
年
度
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
日
数
と
す
る
。
 

(
1
)
 
次
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
 
20

日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し

2
0
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定

め
る
日
数
）
 

(
2
)
 
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
年
度
の
中
途
に
お
い
て
新

た
に
職
員
と
な
る
も
の
 
そ
の
年
度
の
在
職
期
間
を
考
慮
し

2
0
日
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
規
則
で
定
め
る
日
数
 

(
3
)
 
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律

（
昭
和

2
7
年
法
律
第

2
8
9
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
、
特
別
職
に
属
す
る
地
方

公
務
員
、
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
以
外
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
、

国
家
公
務
員
又
は
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
（
昭
和

40
年
法
律
第

12
4
号
）
に
規
定

す
る
地
方
住
宅
供
給
公
社
、
地
方
道
路
公
社
法
（
昭
和

45
年
法
律
第

82
号
）
に

規
定
す
る
地
方
道
路
公
社
、
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
7
年

法
律
第

6
6
号
）
に
規
定
す
る
土
地
開
発
公
社
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他

そ
の
業
務
が
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
事
務
若
し
く
は
事
業
と
密
接
な
関
連

を
有
す
る
法
人
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
に
使
用
さ
れ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
地
方
公
営
企
業
等
労
働
関
係
法
適
用
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た

者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
当
該
年
度
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
そ
の
他
規
則
で

定
め
る
職
員
 
地
方
公
営
企
業
等
労
働
関
係
法
適
用
職
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間

（
新
設
）
 

―110―- 110 -



1
0
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

及
び
そ
の
在
職
期
間
中
に
お
け
る
年
次
休
暇
の
残
日
数
等
を
考
慮
し
、
2
0
日
に
次

項
の
規
則
で
定
め
る
日
数
を
加
え
た
日
数
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る

日
数
 

２
 
年
次
休
暇
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
は
、
規
則

で
定
め
る
日
数
を
限
度
と
し
て
、
当
該
年
度
の
翌
年
度
に
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き

る
。
 

３
 
任
命
権
者
は
、
年
次
休
暇
を
職
員
の
請
求
す
る
時
季
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
請
求
さ
れ
た
時
季
に
年
次
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
公
務
の
正
常
な
運

営
を
妨
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
時
季
に
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
療
養
休
暇
）
 

第
１
３
条
 
療
養
休
暇
は
、
職
員
が
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す

る
。
 

２
 
療
養
休
暇
の
期
間
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

（
新
設
）
 

（
特
別
休
暇
）
 

第
１
４
条
 
特
別
休
暇
は
、
選
挙
権
の
行
使
、
結
婚
、
出
産
、
交
通
機
関
の
事
故
そ
の

他
の
特
別
の
事
由
に
よ
り
職
員
が
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
と
し
て
規

則
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
規
則
で
定
め
る

特
別
休
暇
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
そ
の
期
間
を
定
め
る
。
 

（
新
設
）
 

（
介
護
休
暇
）
 

第
１
５
条
 
介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者
（
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父

母
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
（
第

19
条
の
２
第
１
項
に
お
い
て
「
配
偶
者
等
」
と
い

う
。
）
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活

を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
た
め
、
任

命
権
者
が
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
要
介
護
者

（
新
設
）
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9
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
１
条
 
職
員
の
休
暇
は
、
年
次
休
暇
、
療
養
休
暇
、
特
別
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び

介
護
時
間
と
す
る
。
 

 

（
年
次
休
暇
）
 

第
１
２
条
 
年
次
休
暇
は
、
一
の
年
度
ご
と
に
お
け
る
休
暇
と
し
、
そ
の
日
数
は
、
一

の
年
度
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
日
数
と
す
る
。
 

(
1
)
 
次
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
 
20

日
（
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し

2
0
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定

め
る
日
数
）
 

(
2
)
 
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
年
度
の
中
途
に
お
い
て
新

た
に
職
員
と
な
る
も
の
 
そ
の
年
度
の
在
職
期
間
を
考
慮
し

2
0
日
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
規
則
で
定
め
る
日
数
 

(
3
)
 
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律

（
昭
和

2
7
年
法
律
第

2
8
9
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
、
特
別
職
に
属
す
る
地
方

公
務
員
、
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
以
外
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
、

国
家
公
務
員
又
は
地
方
住
宅
供
給
公
社
法
（
昭
和

40
年
法
律
第

12
4
号
）
に
規
定

す
る
地
方
住
宅
供
給
公
社
、
地
方
道
路
公
社
法
（
昭
和

45
年
法
律
第

82
号
）
に

規
定
す
る
地
方
道
路
公
社
、
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
7
年

法
律
第

6
6
号
）
に
規
定
す
る
土
地
開
発
公
社
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他

そ
の
業
務
が
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
事
務
若
し
く
は
事
業
と
密
接
な
関
連

を
有
す
る
法
人
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
に
使
用
さ
れ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
地
方
公
営
企
業
等
労
働
関
係
法
適
用
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た

者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
当
該
年
度
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
そ
の
他
規
則
で

定
め
る
職
員
 
地
方
公
営
企
業
等
労
働
関
係
法
適
用
職
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間

（
新
設
）
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1
1
 

改
 

正
 

後
 

改
 

正
 

前
 

の
各
々
が
当
該

介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
３
回
を
超
え

ず
、
か
つ
、
通

算
し
て
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
（
以
下
「
指
定

期
間
」
と
い
う

。
）
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
お
け
る

休
暇
と
す
る
。
 

２
 
介
護
休
暇
の
期
間
は
、
指
定
期
間
内
に
お
い

て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
す

る
。
 

３
 
介
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
茨
城
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
第

1
7
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
勤
務
し
な
い
１
時
間
に
つ
き
、
同

条
例
第

2
2
条

に
規

定
す

る
勤
務

時
間

1
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
す
る
。
 

（
介
護
時

間
）
 

第
１
５
条
の
２
 
介
護
時
間
は
、
職
員
が
要
介
護

者
の
介
護
を
す
る
た
め
、
要
介
護
者

の
各
々
が
当
該

介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
連
続
す
る
３
年

の
期
間
（
当
該

要
介
護
者
に
係
る
指
定
期
間
と
重
複
す
る
期
間
を
除
く
。
）
内
に
お

い
て

1
日
の
勤

務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お

け
る
休
暇
と
す
る
。
 

２
 
介
護
時
間
の
時
間
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期

間
内
に
お
い
て
１
日
に
つ
き
２
時
間

を
超
え
な
い
範

囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
と
す
る
。
 

３
 
介
護
時
間
に
つ
い
て
は
、
茨
城
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
第

1
7
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
勤
務
し
な
い
１
時
間
に
つ
き
、
同

条
例
第

2
2
条

に
規
定
す
る
勤
務
１
時
間
当
た

り
の
給
与
額
を
減
額
す
る
。
 

（
新
設
）
 

（
療
養
休
暇
、

特
別
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び
介

護
時
間
の
承
認
）
 

第
１
６
条
 
療
養
休
暇
、
特
別
休
暇
（
規
則
で
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）
、
介
護
休
暇

及
び
介
護
時
間

に
つ
い
て
は
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
任
命
権
者
の
承
認

を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
派
遣
職
員
の

休
暇
）
 

（
休
暇
 

）
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1
2
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
７
条
 
地
方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
9
2
条
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第

25
2
条
の

17
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
派
遣
さ
れ
た
職
員

（
以
下
「
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
の
休
暇
の
種
類
、
期
間
、
承
認
手
続
等
に
つ
い

て
は
、
第
２
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
を
派
遣
し
た
地

方
公
共
団
体
の
職
員
の
休
暇
の
種
類
、
期
間
、
承
認
手
続
等
の
例
に
よ
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
夏
季
休
暇
（
職
員
が
夏
季
に
お
け
る
盆
等
の
諸
行
事
、
心
身
の
健
康

の
維
持
及
び
増
進
又
は
家
庭
生
活
の
充
実
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
 

第
１
１
条
 
職
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
休
暇
の
種
類
、
期
間
、
承
認
手
続
等
に
つ
い

て
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
当
該
職
員
を
派
遣
し
た
地

方
公
共
団
体
の
職
員
の
休
暇
の
種
類
、
期
間
、
承
認
手
続
等
の
例
に
よ
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
夏
季
休
暇
（
職
員
が
夏
季
に
お
け
る
盆
等
の
諸
行
事
、
心
身
の
健
康

の
維
持
及
び
増
進
又
は
家
庭
生
活
の
充
実
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
）
 

第
１
８
条
 
法
 
 
 
 
 
第

2
2
条
の
２
第

1
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の

勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
つ
い
て
は
、
第
２
条
か
ら
第

1
7
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
職
務
の
性
質
等
を
考
慮
し
て
、
規
則
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
任
命
権
者

が
定
め
る
。
 

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
）
 

第
１
２
条
 
地
方
公
務
員
法
第

2
2
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の

勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
つ
い
て
は
、
第
２
条
か
ら
前
条
 
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
職
務
の
性
質
等
を
考
慮
し
て
、
規
則
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
任
命
権
者

が
定
め
る
。
 

（
委
任
）
 

第
１
９
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

（
委
任
）
 

第
１
３
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
）
 

第
１

９
条

の
２

 
任

命
権

者
は

、
職

員
が

配
偶

者
等

が
当

該
職

員
の

介
護

を
必

要
と

す

る
状

況
に

至
っ

た
こ

と
を

申
し

出
た

と
き

は
、

当
該

職
員

に
対

し
て

、
仕

事
と

介
護

と
の

両
立

に
資

す
る

制
度

又
は

措
置

（
以

下
こ

の
条

及
び

次
条

に
お

い
て

「
介

護
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
と

と
も

に
、

介
護

両
立

支
援

制
度

等
の

申
告

、
請

求
又

は
申

出
（

次
条

に
お

い
て

「
請

求
等

」
と

い
う

。
）

に
係

る
当

該
職

員
の

意
向

を
確

認
す

る
た

め
の

面
談

そ
の

他
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

任
命

権
者

は
、

職
員

に
対

し
て

、
当

該
職

員
が

４
０

歳
に

達
し

た
日

の
属

す
る

年

（
新
設
）
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1
1
 

改
 

正
 

後
 

改
 

正
 

前
 

の
各
々
が
当
該

介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
３
回
を
超
え

ず
、
か
つ
、
通

算
し
て
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
（
以
下
「
指
定

期
間
」
と
い
う

。
）
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
お
け
る

休
暇
と
す
る
。
 

２
 
介
護
休
暇
の
期
間
は
、
指
定
期
間
内
に
お
い

て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
す

る
。
 

３
 
介
護
休
暇
に
つ
い
て
は
、
茨
城
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
第

1
7
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
勤
務
し
な
い
１
時
間
に
つ
き
、
同

条
例
第

2
2
条

に
規

定
す

る
勤
務

時
間

1
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
す
る
。
 

（
介
護
時

間
）
 

第
１
５
条
の
２
 
介
護
時
間
は
、
職
員
が
要
介
護

者
の
介
護
を
す
る
た
め
、
要
介
護
者

の
各
々
が
当
該

介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
連
続
す
る
３
年

の
期
間
（
当
該

要
介
護
者
に
係
る
指
定
期
間
と
重
複
す
る
期
間
を
除
く
。
）
内
に
お

い
て

1
日
の
勤

務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お

け
る
休
暇
と
す
る
。
 

２
 
介
護
時
間
の
時
間
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期

間
内
に
お
い
て
１
日
に
つ
き
２
時
間

を
超
え
な
い
範

囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
と
す
る
。
 

３
 
介
護
時
間
に
つ
い
て
は
、
茨
城
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
第

1
7
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
勤
務
し
な
い
１
時
間
に
つ
き
、
同

条
例
第

2
2
条

に
規
定
す
る
勤
務
１
時
間
当
た

り
の
給
与
額
を
減
額
す
る
。
 

（
新
設
）
 

（
療
養
休
暇
、
特
別
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間
の
承
認
）
 

第
１
６
条
 
療
養
休
暇
、
特
別
休
暇
（
規
則
で
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）
、
介
護
休
暇

及
び
介
護
時
間

に
つ
い
て
は
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
任
命
権
者
の
承
認

を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

（
派
遣
職
員
の
休
暇
）
 

（
休
暇
 

）
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1
3
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

度
（

４
月

１
日

か
ら

翌
年

の
３

月
３

１
日

ま
で

を
い

う
。

）
に

お
い

て
、

前
項

に
規

定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）
 

第
１

９
条

の
３

 
任

命
権

者
は

、
介

護
両

立
支

援
制

度
等

の
請

求
等

が
円

滑
に

行
わ

れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施
 

(
2
)
 
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備
 

(
3
)
 
そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
 

（
新
設
）
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議案第５号 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和７年２月 21 日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例（平成19年条例第

８号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第５条第２項」の次に「（同法第12条において準用する場合を含

む。）」を加え、「第10条第１項及び第２項」の次に「（同法第11条第２項におい

て準用する場合を含む。）」を加え、「及び第15条（これらの規定を同法第17条に

おいて準用する場合を含む。）」を「（同法第17条において準用する場合を含

む。）」に改める。 

第２条第１号中「育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された

職員」の前に「地方公務員法（昭和25年法律第261号）第26条の６第７項又は」を

加え、同条第２号を削り、第１号の次に次の４号を加える。 

(2) 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例（令和５年条例
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1
3
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

度
（

４
月

１
日

か
ら

翌
年

の
３

月
３

１
日

ま
で

を
い

う
。

）
に

お
い

て
、

前
項

に
規

定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）
 

第
１

９
条

の
３

 
任

命
権

者
は

、
介

護
両

立
支

援
制

度
等

の
請

求
等

が
円

滑
に

行
わ

れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施
 

(
2
)
 
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備
 

(
3
)
 
そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
 

（
新
設
）
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第３号）第４条第１項又は第２項の規定により引き続いて勤務している職員 

(3) 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例第９条の規定に

より異動期間（同条の規定により延長された期間を含む。）を延長された管

理監督職を占める職員 

(4) 茨城県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例

に関する条例（令和７年条例第●号）第４条第１項の規定により任期を定め

て採用された短時間勤務職員 

(5) 会計年度任用職員（地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度任

用職員をいう。以下同じ。）であって、次のいずれかに該当するもの以外の

会計年度任用職員 

ア 次のいずれにも該当する会計年度任用職員 

(ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以

下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到達日」とい

う。）（当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休

業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から６月を経過する

日、第２条の４の規定に該当する場合にあっては当該子が２歳に達す

る日）までに、その任期（任期が更新される場合にあっては、更新後

のもの）が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでな

い会計年度任用職員 

(ｲ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める会計年度任用職員 

イ 次のいずれかに該当する会計年度任用職員 

(ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）

（当該子について当該会計年度任用職員が第２条の３第２号に掲げる

場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳

到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この(ｱ)に

おいて同じ。）において育児休業をしている会計年度任用職員であっ
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て、同条第３号に掲げる場合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を

育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

(ｲ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続き

会計年度任用職員に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子に

ついて、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業

の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

第２条の３及び第２条の４中「非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改める。 

第３条第１項中「育児休業法第２条第１項」を「育児休業法第２条第１項ただし

書」に改め、同条第１項第５号中「再度の」を削り、同条第１項第７号中「引き続

いて特定職」を「引き続き会計年度任用職員」に改める。 

第６条中「任命権者は」を「任命権者は、」に改める。 

第７条第１項中「期末手当及び勤勉手当（以下「期末手当等」という。）の基準

日に育児休業をしている」を削り、「地方公共団体から派遣された職員」の次に

「（以下「派遣職員」という。）」を加え、同条第２項中「地方公務員法（昭和25

年法律第261号）第22条の２第１項に規定する」を削り、同条第２項を第４項とし、

第１項を第３項とし、次の２項を加える。 

第７条 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例（令和７年条例

第●号。以下「給与条例」という。）第25条第１項に規定するそれぞれの基準

日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前６箇月以内の期間において勤

務した期間（規則で定めるこれに相当する期間を含む。）がある職員には、当

該基準日に係る期末手当を支給する。 

２ 給与条例第26条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職

員のうち、基準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、

当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

第８条中「地方公務員法第22条の２第１項に規定する」を削り、「当該職員」を
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第３号）第４条第１項又は第２項の規定により引き続いて勤務している職員 

(3) 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例第９条の規定に

より異動期間（同条の規定により延長された期間を含む。）を延長された管

理監督職を占める職員 

(4) 茨城県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例

に関する条例（令和７年条例第●号）第４条第１項の規定により任期を定め

て採用された短時間勤務職員 

(5) 会計年度任用職員（地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度任

用職員をいう。以下同じ。）であって、次のいずれかに該当するもの以外の

会計年度任用職員 

ア 次のいずれにも該当する会計年度任用職員 

(ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以

下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到達日」とい

う。）（当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休

業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から６月を経過する

日、第２条の４の規定に該当する場合にあっては当該子が２歳に達す

る日）までに、その任期（任期が更新される場合にあっては、更新後

のもの）が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでな

い会計年度任用職員 

(ｲ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める会計年度任用職員 

イ 次のいずれかに該当する会計年度任用職員 

(ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）

（当該子について当該会計年度任用職員が第２条の３第２号に掲げる

場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳

到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この(ｱ)に

おいて同じ。）において育児休業をしている会計年度任用職員であっ
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「広域連合内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業

の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したもの

とみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う

日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号

給を調整することができる。ただし、派遣職員」に改める。 

第10条中「育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された」を

「次に掲げる」に改め、次の各号を加える。 

(1) 地方公務員法第26条の６第７項又は育児休業法第６条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員 

(2) 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例第４条第１項又

は第２項の規定により引き続いて勤務している職員 

(3) 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例第９条の規定に

より異動期間（同条の規定により延長された期間を含む。）を延長された管

理監督職を占める職員 

第12条中「茨城県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成19年条例第８号。以下「勤務時間条例」という。）第４条」を「茨城県後期

高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成19年条例第８号。

以下「勤務時間条例」という。）第５条」に改める。 

第19条第２号を次のように改める。 

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める会計年度任

用職員以外の会計年度任用職員 

第20条第１項中「勤務時間条例第６条」を「勤務時間条例第２条第１項」に、

「非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。）」を

「会計年度任用職員」に、「非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改め、同条第

２項中「育児時間（以下「育児時間」という。）」の次に「又は勤務時間条例第15

条の２第１項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員（会計年度任用
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職員を除く。）」を加え、「当該育児時間」の次に「又は当該介護時間の承認を受

けて勤務しない時間」を加え、同条第３項中「非常勤職員」を「会計年度任用職員」

に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第76号）第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項」を

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成

３年法律第76号）第61条の２第20項」に改める。 

第21条を次のように改める。 

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第21条 職員（会計年度任用職員を除く。）が部分休業の承認を受けて勤務しな

い場合には、給与条例第17条の規定に基づき、その勤務しない１時間につき、

給与条例第22条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、派遣職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場

合の給与等の取扱いについては、当該職員を派遣した地方公共団体の育児休業

等について定めた条例等の規定による。 

３ 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、茨城県後

期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令

和２年条例第２号）第16条の規定に基づき、その勤務しない１時間につき、同

条例第15条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 

４ 前項の規定は、地方公務員法第22条の２第１項第１号に掲げる職員（月額又

は日額により報酬を定められている者に限る。）について準用する。この場合

において、前項中「第16条」とあるのは「第26条」と、「第15条」とあるのは

「第25条」と、「給与額」とあるのは「報酬額」と読み替えるものとする。 

第22条中「第14条の規定」を「第13条の規定」に改める。 

第９条を削り、第10条を第９条とし、第11条から第16条までを１条ずつ繰り上げ

る。 

第17条を削り、第18条を第16条とし、第19条から第25条までを２条ずつ繰り上げ
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「広域連合内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業

の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したもの

とみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う

日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号

給を調整することができる。ただし、派遣職員」に改める。 

第10条中「育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された」を

「次に掲げる」に改め、次の各号を加える。 

(1) 地方公務員法第26条の６第７項又は育児休業法第６条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員 

(2) 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例第４条第１項又

は第２項の規定により引き続いて勤務している職員 

(3) 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例第９条の規定に

より異動期間（同条の規定により延長された期間を含む。）を延長された管

理監督職を占める職員 

第12条中「茨城県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成19年条例第８号。以下「勤務時間条例」という。）第４条」を「茨城県後期

高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成19年条例第８号。

以下「勤務時間条例」という。）第５条」に改める。 

第19条第２号を次のように改める。 

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める会計年度任

用職員以外の会計年度任用職員 

第20条第１項中「勤務時間条例第６条」を「勤務時間条例第２条第１項」に、

「非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。）」を

「会計年度任用職員」に、「非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改め、同条第

２項中「育児時間（以下「育児時間」という。）」の次に「又は勤務時間条例第15

条の２第１項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員（会計年度任用
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る。 

附 則 

（施行期日） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

根拠法令等の改正に伴い所要の改正を行うため、この条例案を提出するもので

ある。 
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1
 

 

新
 
 
 
 
 
旧
 
 
 
 
 
対
 
 
 
 
 
照
 
 
 
 
 
表

 

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
２
年
条
例
第
５
号
）
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法

律
第

11
0
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
１
項
、
第
３
条
第
２

項
、
第
５
条
第
２
項
（
同
法
第

1
2
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
７

条
、
第
８
条
、
第

1
0
条
第
１
項
及
び
第
２
項
（
同
法
第

11
条
第
２
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

1
4
条
（
同
法
第

1
7
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
 
 
 
 
 
 
 
 
、
第

1
7
条
、
第

1
8
条
第
３
項
並
び
に
第

19
条
第
１

項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法

律
第

11
0
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
１
項
、
第
３
条
第
２

項
、
第
５
条
第
２
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
第
７

条
、
第
８
条
、
第

1
0
条
第
１
項
及
び
第
２
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
、
第

14
条
及
び
第

15
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第

17
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

1
7
条
、
第

1
8
条
第
３
項
並
び
に
第

19
条
第
１

項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）
 

第
２
条
 
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員

と
す
る
。
 

(
1
)
 
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

2
61

号
）
第

26
条
の
６
第
７
項
又
は
育

児
休
業
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
 

（
削
る
）
 

      

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）
 

第
２
条
 
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員

と
す
る
。
 

(
1
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
育

児
休
業
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
 

(
2
)
 
非

常
勤

職
員

で
あ

っ
て

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

以
外

の
非

常
勤

職

員
 

ア
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
 

(
ｱ
)
 
そ
の
養
育
す
る
子
（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
子
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
１
歳
６
か
月
に
達
す
る
日
（
以
下
「
１
歳
６
か
月
到

達
日
」
と
い
う
。
）
（
当
該
子
の
出
生
の
日
か
ら
第
３
条
の
２
に
規
定
す
る

期
間
内
に
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
期
間
の
末
日

―121―

 

る。 

附 則 

（施行期日） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

根拠法令等の改正に伴い所要の改正を行うため、この条例案を提出するもので

ある。 

―120― - 121 -



2
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

                    (
2
)
 
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
５

年
条
例
第
３
号
）
第
４
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務

し
て
い
る
職
員
 

(
3
)
 
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
９
条
の

規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を

か
ら
６
月
を
経
過
す
る
日
、
第
２
条
の
４
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
当
該
子
が
２
歳
に
達
す
る
日
）
ま
で
に
、
そ
の
任
期
（
任
期
が
更
新
さ

れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後
の
も
の
）
が
満
了
す
る
こ
と
及
び
引
き
続

い
て
任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
（
以
下
「
特
定
職
」
と
い
う
。
）
に
採
用

さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
非
常
勤
職
員

 
(
ｲ
)
 
勤
務
日
の
日
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
 

イ
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
 

(
ｱ
)
 
そ
の
養
育
す
る
子
が
１
歳
に
達
す
る
日
（
以
下
「
１
歳
到
達
日
」
と
い

う
。
）
（
当
該
子
に
つ
い
て
当
該
非
常
勤
職
員
が
第
２
条
の
３
第
２
号
に
掲

げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該

子
の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
。

以
下
 
 
(
ｱ)
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤

職
員
あ
っ
て
、
同
条
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
当
該
子
の
１
歳
到

達
日
の
翌
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す

る
も
の
 

(
ｲ
)
 
そ

の
任

期
の

末
日

を
育

児
休

業
の

期
間

の
末

日
と

す
る

育
児

休
業

を
し

て

い
る

場
合

で
あ

っ
て

、
当

該
任

期
を

更
新

さ
れ

、
又

は
当

該
任

期
の

満
了

後

引
き

続
い

て
特

定
職

採
用

さ
れ

る
こ

と
に

伴
い

、
当

該
育

児
休

業
に

係
る

子

に
つ

い
て

、
当

該
更

新
前

の
任

期
の

末
日

の
翌

日
又

は
当

該
採

用
の

日
を

育

児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
 

（
新
設
）
 

  （
新
設
）
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3
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
 

(
4
)
 
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与

の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
令
和
７
年
条
例
第
●
号
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
職
員
 

(
5
)
 
会
計
年
度
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第

2
2
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
会
計

年
度
任
用
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
以
外
の
会
計
年
度
任
用
職
員
 

ア
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
 

(
ｱ
)
 
そ

の
養

育
す

る
子

（
育

児
休

業
法

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
子

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
１

歳
６

か
月

に
達

す
る

日
（

以
下

「
１

歳
６

か
月

到

達
日

」
と

い
う

。
）

（
当

該
子

の
出

生
の

日
か

ら
第

３
条

の
２

に
規

定
す

る

期
間

内
に

育
児

休
業

を
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当
該

期
間

の
末

日

か
ら

６
月

を
経

過
す

る
日

、
第

２
条

の
４

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

に
あ

っ

て
は

当
該

子
が

２
歳

に
達

す
る

日
）

ま
で

に
、

そ
の

任
期

（
任

期
が

更
新

さ

れ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

更
新

後
の

も
の

）
が

満
了

す
る

こ
と

及
び

引
き

続

き
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
 

(
ｲ
)
 
勤
務
日
の
日
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
 

イ
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
 

(
ｱ
)
 
そ
の
養
育
す
る
子
が
１
歳
に
達
す
る
日
（
以
下
「
１
歳
到
達
日
」
と
い

う
。
）
（
当
該
子
に
つ
い
て
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
第
２
条
の
３
第
２

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日

が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ

た
日
。
以
下
こ
の
(
ｱ
)に

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る

会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
っ
て
、
同
条
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て

当
該
子
の
１
歳
到
達
日
の
翌
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休

 （
新
設
）
 

  （
新
設
）
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2
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

                    (
2
)
 
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
５

年
条
例
第
３
号
）
第
４
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務

し
て
い
る
職
員
 

(
3
)
 
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
９
条
の

規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を

か
ら
６
月
を
経
過
す
る
日
、
第
２
条
の
４
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
当
該
子
が
２
歳
に
達
す
る
日
）
ま
で
に
、
そ
の
任
期
（
任
期
が
更
新
さ

れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後
の
も
の
）
が
満
了
す
る
こ
と
及
び
引
き
続

い
て
任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
（
以
下
「
特
定
職
」
と
い
う
。
）
に
採
用

さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
非
常
勤
職
員

 
(
ｲ
)
 
勤
務
日
の
日
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
 

イ
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
 

(
ｱ
)
 
そ
の
養
育
す
る
子
が
１
歳
に
達
す
る
日
（
以
下
「
１
歳
到
達
日
」
と
い

う
。
）
（
当
該
子
に
つ
い
て
当
該
非
常
勤
職
員
が
第
２
条
の
３
第
２
号
に
掲

げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該

子
の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
。

以
下
 
 
(
ｱ)
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤

職
員
あ
っ
て
、
同
条
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
当
該
子
の
１
歳
到

達
日
の
翌
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す

る
も
の
 

(
ｲ
)
 
そ

の
任

期
の

末
日

を
育

児
休

業
の

期
間

の
末

日
と

す
る

育
児

休
業

を
し

て

い
る

場
合

で
あ

っ
て

、
当

該
任

期
を

更
新

さ
れ

、
又

は
当

該
任

期
の

満
了

後

引
き

続
い

て
特

定
職

採
用

さ
れ

る
こ

と
に

伴
い

、
当

該
育

児
休

業
に

係
る

子

に
つ

い
て

、
当

該
更

新
前

の
任

期
の

末
日

の
翌

日
又

は
当

該
採

用
の

日
を

育

児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
 

（
新
設
）
 

  （
新
設
）
 

 

―122― - 123 -



4
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

業
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
 

(
ｲ
)
 
そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て

い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
を
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後

引
き
続
き
会
計
年
度
任
用
職
員
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
育
児
休

業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
更
新
前
の
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
採

用
の
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
も

の
 

第
２
条
の
２
 
（
略
）
 

第
２
条
の
２
 
（
略
）
 

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
日
）
 

第
２
条
の
３
 
（
略
）
 

(
1
)
 
次
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
養
育

す
る
子
の
１
歳
到
達
日
 

(
2
)
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
養
育

す
る
子
の
１
歳
到
達
日
以
前
の
い
ず
れ
か
の
日
に
お
い
て
当
該
子
を
養
育
す
る
た

め
に
育
児
休
業
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
（
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
地
方
等
育
児
休
業
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て

当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
当
該
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
当
該
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
の
翌
日

後
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
前
で
あ
る
場
合
を
除

く
。
）
 
当
該
子
が
１
歳
２
か
月
に
達
す
る
日
（
当
該
日
が
当
該
育
児
休
業
の
期

間
の
初
日
と
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
育
児
休
業
等
可
能
日
数
（
当
該
子
の
出
生

の
日
か
ら
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
ま
で
の
日
数
を
い
う
。
）
か
ら
育
児
休
業
等
取

得
日
数
（
当
該
子
の
出
生
の
日
以
後
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
労
働
基
準
法

（
昭
和

2
2
年
法
律
第

4
9
号
）
第

65
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
日
）
 

第
２
条
の
３
 
（
略
）
 

(
1
)
 
次
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
 
非
常
勤
職
員
 
 
 
の
養
育

す
る
子
の
１
歳
到
達
日
 

(
2
)
 
非
常
勤
職
員
 
 
 
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
の
養
育

す
る
子
の
１
歳
到
達
日
以
前
の
い
ず
れ
か
の
日
に
お
い
て
当
該
子
を
養
育
す
る
た

め
に
育
児
休
業
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
（
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
地
方
等
育
児
休
業
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て

当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
当
該
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
当
該
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
の
翌
日

後
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
前
で
あ
る
場
合
を
除

く
。
）
 
当
該
子
が

1
歳
２
か
月
に
達
す
る
日
（
当
該
日
が
当
該
育
児
休
業
の
期

間
の
初
日
と
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
育
児
休
業
等
可
能
日
数
（
当
該
子
の
出
生

の
日
か
ら
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
ま
で
の
日
数
を
い
う
。
）
か
ら
育
児
休
業
等
取

得
日
数
（
当
該
子
の
出
生
の
日
以
後
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
労
働
基
準
法

（
昭
和

2
2
年
法
律
第

4
9
号
）
第

65
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
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5
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

し
な
か
っ
た
日
数
と
当
該
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
た
日
数
を
合
算
し
た
日
数

を
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
日
数
を
経
過
す
る
日
よ
り
後
の
日
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
経
過
す
る
日
）
 

(
3
)
 
１
歳
か
ら
１
歳
６
か
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員

が
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
（
当
該
子
に
つ
い
て
こ
の

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
第
３
条
第

７
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
す
る
と
き
は
イ
及
び
ウ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

場
合
、
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
ウ
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す
る
場
合
）
 
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日
 

ア
 
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
（
当
該
会
計
年
度
任
用

職
員
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
又
は
当
該
会
計
年
度

任
用
職
員
の
配
偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合

に
該
当
し
て
す
る
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の

１
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
（
当
該
育

児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
と
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日

と
さ
れ
た
日
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
）
）
の
翌
日
（
当
該
配

偶
者
が
こ
の
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
地
方

等
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末

日
と
さ
れ
た
日
の
翌
日
以
前
の
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児

休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

イ
 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日

（
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休

業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
又

は
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
配
偶
者
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
（
当
該
配
偶

し
な
か
っ
た
日
数
と
当
該
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
た
日
数
を
合
算
し
た
日
数

を
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
日
数
を
経
過
す
る
日
よ
り
後
の
日
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
経
過
す
る
日
）
 

(
3
)
 
１
歳
か
ら
１
歳
６
か
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員
 
 
 

が
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
（
当
該
子
に
つ
い
て
こ
の

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
第
３
条
第

７
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
す
る
と
き
は
イ
及
び
ウ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

場
合
、
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
ウ
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す
る
場
合
）
 
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日
 

ア
 
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
（
当
該
非
常
勤
職
員
 
 

 
 
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
又
は
当
該
非
常
勤
職

員
 
 
 
の
配
偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合

に
該
当
し
て
す
る
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の

１
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
（
当
該
育

児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
と
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日

と
さ
れ
た
日
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
）
）
の
翌
日
（
当
該
配

偶
者
が
こ
の
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
地
方

等
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末

日
と
さ
れ
た
日
の
翌
日
以
前
の
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児

休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

イ
 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日

（
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休

業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
又

は
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
の
配
偶
者
が
当
該
子
の

1
歳
到
達
日
（
当
該
配
偶

―125―
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

業
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
 

(
ｲ
)
 
そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て

い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
を
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後

引
き
続
き
会
計
年
度
任
用
職
員
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
育
児
休

業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
更
新
前
の
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
採

用
の
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
も

の
 

第
２
条
の
２
 
（
略
）
 

第
２
条
の
２
 
（
略
）
 

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
日
）
 

第
２
条
の
３
 
（
略
）
 

(
1
)
 
次
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
養
育

す
る
子
の
１
歳
到
達
日
 

(
2
)
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
養
育

す
る
子
の
１
歳
到
達
日
以
前
の
い
ず
れ
か
の
日
に
お
い
て
当
該
子
を
養
育
す
る
た

め
に
育
児
休
業
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
（
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
地
方
等
育
児
休
業
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て

当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
当
該
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
当
該
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
の
翌
日

後
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
前
で
あ
る
場
合
を
除

く
。
）
 
当
該
子
が
１
歳
２
か
月
に
達
す
る
日
（
当
該
日
が
当
該
育
児
休
業
の
期

間
の
初
日
と
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
育
児
休
業
等
可
能
日
数
（
当
該
子
の
出
生

の
日
か
ら
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
ま
で
の
日
数
を
い
う
。
）
か
ら
育
児
休
業
等
取

得
日
数
（
当
該
子
の
出
生
の
日
以
後
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
労
働
基
準
法

（
昭
和

2
2
年
法
律
第

4
9
号
）
第

65
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
日
）
 

第
２
条
の
３
 
（
略
）
 

(
1
)
 
次
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
 
非
常
勤
職
員
 
 
 
の
養
育

す
る
子
の
１
歳
到
達
日
 

(
2
)
 
非
常
勤
職
員
 
 
 
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
の
養
育

す
る
子
の
１
歳
到
達
日
以
前
の
い
ず
れ
か
の
日
に
お
い
て
当
該
子
を
養
育
す
る
た

め
に
育
児
休
業
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
（
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
地
方
等
育
児
休
業
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て

当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
当
該
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
当
該
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
の
翌
日

後
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
前
で
あ
る
場
合
を
除

く
。
）
 
当
該
子
が

1
歳
２
か
月
に
達
す
る
日
（
当
該
日
が
当
該
育
児
休
業
の
期

間
の
初
日
と
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
育
児
休
業
等
可
能
日
数
（
当
該
子
の
出
生

の
日
か
ら
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
ま
で
の
日
数
を
い
う
。
）
か
ら
育
児
休
業
等
取

得
日
数
（
当
該
子
の
出
生
の
日
以
後
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
労
働
基
準
法

（
昭
和

2
2
年
法
律
第

4
9
号
）
第

65
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
地
方

等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
地
方
等
育
児
休
業
を

し
て
い
る
場
合
 

ウ
 
（
略
）
 

エ
 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日

（
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休

業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
号
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が
な
い
場
合
 

者
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
地
方

等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
地
方
等
育
児
休
業
を

し
て
い
る
場
合
 

ウ
 
（
略
）
 

エ
 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日

（
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休

業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
号
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し

 た
こ
と
が
な
い
場
合
 

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
）
 

第
２
条
の
４
 
育
児
休
業
法
第

2
条
第

1
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
１
歳
６
か
月

か
ら
２
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
（
当
該
子
に
つ
い
て
こ
の
条
の
規
定
に

該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
次
条
第
７
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該

当
す
る
と
き
は
第
２
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
、
規
則
で
定

め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場

合
）
と
す
る
。
 

(
1
)
 
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日
の
翌
日
（
当
該
会

計
年
度
任
用
職
員
の
配
偶
者
が
こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
、
又
は
こ
れ
に
相
当
す

る
場
合
に
該
当
し
て
地
方
等
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
等

育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
の
翌
日
以
前
の
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間

の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

(
2
)
 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達

日
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
配
偶

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
）
 

第
２
条
の
４
 
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
１
歳
６
か
月

か
ら
２
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
（
当
該
子
に
つ
い
て
こ
の
条
の
規
定
に

該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
次
条
第
７
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該

当
す
る
と
き
は
第
２
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
、
規
則
で
定

め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場

合
）
と
す
る
。

 
(
1
)
 
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日
の
翌
日
（
当
該
非

常
勤
職
員
 
 
 
の
配
偶
者
が
こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
、
又
は
こ
れ
に
相
当
す

る
場
合
に
該
当
し
て
地
方
等
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
等

育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
の
翌
日
以
前
の
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間

の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

(
2
)
 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達

日
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
の
配
偶

―126―- 126 -



7
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

者
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日
に
お
い
て
地
方
等
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場

合
 

(
3
)
 
（
略
）
 

(
4
)
 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達

日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が
な

い
場
合
 

者
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日
に
お
い
て
地
方
等
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場

合
 

(
3
)
 
（
略
）
 

(
4
)
 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達

日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が
な

い
場
合
 

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
）
 

第
３
条
 
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、

次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。
 

(
1
)
―
(4
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 
配
偶
者
が
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し
た
こ

と
、
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第

3
9
条
第
１
項
に
規
定
す
る
保

育
所
，
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
，
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成

18
年
法
律
第

77
号
）
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
認
定
こ

ど
も
園
又
は
児
童
福
祉
法
第

2
4
条
第
２
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
以

下
「
保
育
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行

っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
そ
の
他
の
育
児
休
業
の
終
了

時
に
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
休

業
に
係
る
子
に
つ
い
て
 
 
 
育
児
休
業
を
し
な
け
れ
ば
そ
の
養
育
に
著
し
い
支

障
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。
 

(
6
)
 
（
略
）
 

(
7
)
 
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業

の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
も
の
が
、
当
該
任
期
を
更
新
さ

れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
引
き
続
き
会
計
年
度
任
用
職
員
に
採
用
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
更
新
前
の
任
期
の
末
日

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
）
 

第
３
条
 
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
 
 
 
 
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、

次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。
 

(
1
)
―
(4
)
 
（
略
）
 

(
5
)
 
配
偶
者
が
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し
た
こ

と
、
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第

3
9
条
第
１
項
に
規
定
す
る
保

育
所
，
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
，
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成

18
年
法
律
第

77
号
）
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
認
定
こ

ど
も
園
又
は
児
童
福
祉
法
第

2
4
条
第
２
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
以

下
「
保
育
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行

っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
そ
の
他
の
育
児
休
業
の
終
了

時
に
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
休

業
に
係
る
子
に
つ
い
て
再
度
の
育
児
休
業
を
し
な
け
れ
ば
そ
の
養
育
に
著
し
い
支

障
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。
 

(
6
)
 
（
略
）
 

(
7
)
 
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業

の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
も
の
が
、
当
該
任
期
を
更
新
さ

れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
引
き
続
い
て
特
定
職
 
 
 
 
に
採
用
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
更
新
前
の
任
期
の
末
日

―127―

6
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
地
方

等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
地
方
等
育
児
休
業
を

し
て
い
る
場
合
 

ウ
 
（
略
）
 

エ
 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日

（
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休

業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
号
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が
な
い
場
合
 

者
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
地
方

等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
地
方
等
育
児
休
業
を

し
て
い
る
場
合
 

ウ
 
（
略
）
 

エ
 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日

（
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休

業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
１
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
号
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し

 た
こ
と
が
な
い
場
合
 

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
）
 

第
２
条
の
４
 
育
児
休
業
法
第

2
条
第

1
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
１
歳
６
か
月

か
ら
２
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
（
当
該
子
に
つ
い
て
こ
の
条
の
規
定
に

該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
次
条
第
７
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該

当
す
る
と
き
は
第
２
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
、
規
則
で
定

め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場

合
）
と
す
る
。
 

(
1
)
 
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日
の
翌
日
（
当
該
会

計
年
度
任
用
職
員
の
配
偶
者
が
こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
、
又
は
こ
れ
に
相
当
す

る
場
合
に
該
当
し
て
地
方
等
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
等

育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
の
翌
日
以
前
の
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間

の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

(
2
)
 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達

日
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
配
偶

（
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
）
 

第
２
条
の
４
 
育
児
休
業
法
第
２
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
１
歳
６
か
月

か
ら
２
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
（
当
該
子
に
つ
い
て
こ
の
条
の
規
定
に

該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
次
条
第
７
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該

当
す
る
と
き
は
第
２
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
、
規
則
で
定

め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場

合
）
と
す
る
。

 
(
1
)
 
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達
日
の
翌
日
（
当
該
非

常
勤
職
員
 
 
 
の
配
偶
者
が
こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
、
又
は
こ
れ
に
相
当
す

る
場
合
に
該
当
し
て
地
方
等
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
等

育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
の
翌
日
以
前
の
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間

の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

(
2
)
 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
当
該
子
の
１
歳
６
か
月
到
達

日
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
の
配
偶
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

の
翌
日
又
は
当
該
採
用
の
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し

よ
う
と
す
る
こ
と
。
 

の
翌
日
又
は
当
該
採
用
の
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し

よ
う
と
す
る
こ
と
。

 
第
３
条
の
２
―
第
５
条
 
（
略
）
 

第
３
条
の
２
―
第
５
条
 
（
略
）
 

（
育
児
休
業
に
伴
う
任
期
付
採
用
に
係
る
任
期
の
更
新
）
 

第
６
条
 
任
命
権
者
は
、
育
児
休
業
法
第
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す

る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
育
児
休
業
に
伴
う
任
期
付
採
用
に
係
る
任
期
の
更
新
）
 

第
６
条
 
任
命
権
者
は
 
育
児
休
業
法
第
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す

る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
）
 

第
７
条
 
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
令
和
７

年
条
例
第
●
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第

25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
そ

れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
６
箇
月
以

内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
（
規
則
で
定
め
る
こ
れ
に
相
当
す
る
期
間
を
含

む
。
）
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
 

２
 
給
与
条
例
第

2
6
条
第
１
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て

い
る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
６
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が

あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。
 

３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

67
号
）
第

2
92

条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第

25
2
条
の

1
7
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
派
遣
さ

れ
た
職
員
（
以
下
「
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
の
期
末
手
当
等
の
支
給
に
つ
い
て

は
、
当
該
職
員
を
派
遣
し
た
地
方
公
共
団
体
の
育
児
休
業
等
に
つ
い
て
定
め
た
条
例

等
の
規
定
に
よ
る
。
 

４
 
期
末
手
当
等
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
基

準
日
以
前
６
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基

準
日
に
係
る
期
末
手
当
等
を
支
給
す
る
。
 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
）
 

第
７
条
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
（
以
下
「
期
末
手
当
等
」
と
い
う
。
）
の
基
準
日
に
育

児
休
業
を
し
て
い
る
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

67
号
）
第

2
92

条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第

25
2
条
の

1
7
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
派
遣
さ

れ
た
職
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
期
末
手
当
等
の
支
給
に
つ
い
て

は
、
当
該
職
員
を
派
遣
し
た
地
方
公
共
団
体
の
育
児
休
業
等
に
つ
い
て
定
め
た
条
例

等
の
規
定
に
よ
る
。
 

２
 
期
末
手
当
等
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

25
年
法

律
第

26
1
号
）
第

2
2
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
基

準
日
以
前
６
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基

準
日
に
係
る
期
末
手
当
等
を
支
給
す
る
。
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
）
 

第
８
条
 
育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、
広
域
連
合

内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
育
児
休
業

の
期
間
を

10
0
分
の

10
0
以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き
続
き

勤
務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
及
び
そ
の
日
後
に
お
け
る

最
初
の
職
員
の
昇
給
を
行
う
日
と
し
て
規
則
で
定
め
る
日
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日

に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
派
遣
職
員
の
給
料
号
給
の
調
整
は
、
当
該
職
員
を
派
遣
し
た
地
方
公
共
団
体
の

育
児
休
業
等
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
等
の
規
定
に
よ
る
。
 

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
）
 

第
８
条
 
育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第

22
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る

会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
の
給
料
号
給
の
調
整
は
、
当
該
職
員
を
派
遣
し
た
地
方
公
共
団
体
の

育
児
休
業
等
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
等
の
規
定
に
よ
る
。
 

（
削
る
）
 

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
退
職
手
当
の
取
扱
い
）
 

第
９
条
 
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
退
職
手
当
の
取
扱
い
は
、
当
該
職
員
を
派
遣
し
た

地
方
公
共
団
体
の
育
児
休
業
等
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
等
の
規
定
に
よ
る
。
 

（
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）
 

第
９
 
条
 
育
児
休
業
法
第

1
0
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
職
員
と
す
る
。
 

(
1
)
 
地
方
公
務
員
法
第

2
6
条
の
６
第
７
項
又
は
育
児
休
業
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
 

(
2
)
 
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
４
条
第

１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務
し
て
い
る
職
員
 

(
3
)
 
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
９
条
の

規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延

長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
 

（
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）
 

第
１
０
条
 
育
児
休
業
法
第

1
0
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
育
児
休
業
法
第

６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
１
０
条
 
（
略
）
 

第
１
１
条
 
（
略
）
 

（
育
児
休
業
法
第

1
0
条
第
１
項
第
５
号
の
条
例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
）
 

（
育
児
休
業
法
第

1
0
条
第
１
項
第
５
号
の
条
例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
）
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

の
翌
日
又
は
当
該
採
用
の
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し

よ
う
と
す
る
こ
と
。
 

の
翌
日
又
は
当
該
採
用
の
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し

よ
う
と
す
る
こ
と
。

 
第
３
条
の
２
―
第
５
条
 
（
略
）
 

第
３
条
の
２
―
第
５
条
 
（
略
）
 

（
育
児
休
業
に
伴
う
任
期
付
採
用
に
係
る
任
期
の
更
新
）
 

第
６
条
 
任
命
権
者
は
、
育
児
休
業
法
第
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す

る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
育
児
休
業
に
伴
う
任
期
付
採
用
に
係
る
任
期
の
更
新
）
 

第
６
条
 
任
命
権
者
は
 
育
児
休
業
法
第
６
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す

る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
）
 

第
７
条
 
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
令
和
７

年
条
例
第
●
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第

25
条
第
１
項
に
規
定
す
る
そ

れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
６
箇
月
以

内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
（
規
則
で
定
め
る
こ
れ
に
相
当
す
る
期
間
を
含

む
。
）
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。
 

２
 
給
与
条
例
第

2
6
条
第
１
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て

い
る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
６
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が

あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。
 

３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

67
号
）
第

2
92

条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第

25
2
条
の

1
7
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
派
遣
さ

れ
た
職
員
（
以
下
「
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
の
期
末
手
当
等
の
支
給
に
つ
い
て

は
、
当
該
職
員
を
派
遣
し
た
地
方
公
共
団
体
の
育
児
休
業
等
に
つ
い
て
定
め
た
条
例

等
の
規
定
に
よ
る
。
 

４
 
期
末
手
当
等
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
基

準
日
以
前
６
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基

準
日
に
係
る
期
末
手
当
等
を
支
給
す
る
。
 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
）
 

第
７
条
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
（
以
下
「
期
末
手
当
等
」
と
い
う
。
）
の
基
準
日
に
育

児
休
業
を
し
て
い
る
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

67
号
）
第

2
92

条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第

25
2
条
の

1
7
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
派
遣
さ

れ
た
職
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
期
末
手
当
等
の
支
給
に
つ
い
て

は
、
当
該
職
員
を
派
遣
し
た
地
方
公
共
団
体
の
育
児
休
業
等
に
つ
い
て
定
め
た
条
例

等
の
規
定
に
よ
る
。
 

２
 
期
末
手
当
等
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

25
年
法

律
第

26
1
号
）
第

2
2
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
基

準
日
以
前
６
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基

準
日
に
係
る
期
末
手
当
等
を
支
給
す
る
。
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1
0
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
１
条
 
育
児
休
業
法
第

1
0
条
第
１
項
第
５
号
の
条
例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成

1
9
年
条
例
第
８
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
５
条
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
（
育
児
休
業
法
第

1
0
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
以
外
の
形
態
で
あ
っ

て
、
勤
務
日
が
引
き
続
き
規
則
で
定
め
る
日
数
を
超
え
ず
、
か
つ
、
１
回
の
勤
務
が

規
則
で
定
め
る
時
間
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
 

(
1
)
・
(2
)
 
（
略
）
 

第
１
２
条
 
育
児
休
業
法
第

1
0
条
第
１
項
第
５
号
の
条
例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成

1
9
年
条
例
第
８
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
４
条
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
（
育
児
休
業
法
第

1
0
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
以
外
の
形
態
で
あ
っ

て
、
勤
務
日
が
引
き
続
き
規
則
で
定
め
る
日
数
を
超
え
ず
、
か
つ
、
１
回
の
勤
務
が

規
則
で
定
め
る
時
間
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
 

(
1
)
・
(2
)
 
（
略
）
 

第
１
２
条
―
第
１
５
条
 
（
略
）
 

第
１
３
条
―
第
１
６
条
 
（
略
）
 

（
削
る
）
 

（
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
職
員
の
退
職
手
当
の
取
扱
い
）
 

第
１
７
条
 
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
職
員
の
退
職
手
当
の
取
扱
い
は
、
当
該
職
員

を
派
遣
し
た
地
方
公
共
団
体
の
育
児
休
業
等
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
等
の
規
定
に

よ
る
。
 

第
１
６
条
 
（
略
）
 

第
１
８
条
 
（
略
）
 

（
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）
 

第
１
７
条
 
（
略
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
2
)
 
勤
務

日
の
日

数
及
び

勤
務

日
ご

と
の

勤
務
時

間
を
考
慮

し
て

規
則

で
定
め

る
会

計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
会
計
年
度
任
用
職
員
 

（
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）
 

第
１
９
条
 
（
略
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
2
)
 
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
非

常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

2
61

号
）

第
2
8
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
 

（
部
分
休
業
の
承
認
）
 

第
１
８
条
 
部
分
休
業
（
育
児
休
業
法
第

1
9
条
第
１
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
承
認
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
正
規

の
勤
務
時
間
（
会
計
年
度
任
用
職
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
部
分
休
業
の
承
認
）
 

第
２
０
条
 
部
分
休
業
（
育
児
休
業
法
第

1
9
条
第
１
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
承
認
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
６
条
 
 
 
に
規
定
す
る
正
規

の
勤
務
時
間
（
非
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

―130―- 130 -



1
1
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

 
 
 
 
 
 
 
 
に
あ
っ
て
は
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ

た
勤
務
時
間
）
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
30

分
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。
 

２
 
労
働
基
準
法
第

67
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
（
以
下
「
育
児
時
間
」
と
い

う
。
）
又
は
勤
務
時
間
条
例
第

1
5
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
時
間
の
承
認

を
受
け
て
勤
務
し
な
い
職
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
に
対
す
る
部
分
休

業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
1
日
に
つ
き
２
時
間
か
ら
当
該
育
児
時
間
又
は
当
該
介
護

時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行

う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
１
日
に
つ
き
、

当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
１
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
５
時

間
4
5
分
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
（
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
育
児

時
間
又
は
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に

関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第

76
号
）
第

6
1
条
の
２
第

2
0
項
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
に
よ
る
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
（
以
下
「
介
護
を

す
る
た
め
の
時
間
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
２
時
間
か
ら
当
該
育
児
時
間
又
は

当
該
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
）
行
う
も
の
と
す
る
。
 

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
に
つ
い
て
定
め
ら
れ

た
勤
務
時
間
）
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
30

分
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。
 

２
 
労
働
基
準
法
第

67
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
（
以
下
「
育
児
時
間
」
と
い

う
。
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
対
す
る
部
分
休

業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
１
日
に
つ
き
２
時
間
か
ら
当
該
育
児
時
間
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行

う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
非
常
勤
職
員
 
 
 
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
１
日
に
つ
き
、

当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
に
つ
い
て
１
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
５
時

間
4
5
分
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
（
当
該
非
常
勤
職
員
 
 
 
が
育
児

時
間
又
は
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に

関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第

76
号
）
第

6
1
条
第

32
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
条
第

2
9
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
（
以
下
「
介
護
を

す
る
た
め
の
時
間
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
２
時
間
か
ら
当
該
育
児
時
間
又
は

当
該
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
）
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
給
与
の
取
扱
い
）
 

第
１
９
条
 
職
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
が
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て

勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
給
与
条
例
第

17
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
勤
務
し
な
い

１
時
間
に
つ
き
、
給
与
条
例
第

2
2
条
に
規
定
す
る
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を

減
額
し
て
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
派
遣
職
員
が
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し

（
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
給
与
の
取
扱
い
）
 

第
２

１
条

 
職

員
が

部
分

休
業

の
承

認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

場
合

の
給

与
等

の
取

扱

い
に

つ
い

て
は

、
当

該
職

員
を

派
遣

し
た

地
方

公
共

団
体

の
育

児
休

業
等

に
つ

い
て

定
め
た
条
例
等
の
規
定
に
よ
る
。
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1
0
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
１
条
 
育
児
休
業
法
第

1
0
条
第
１
項
第
５
号
の
条
例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成

1
9
年
条
例
第
８
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
５
条
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
（
育
児
休
業
法
第

1
0
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
以
外
の
形
態
で
あ
っ

て
、
勤
務
日
が
引
き
続
き
規
則
で
定
め
る
日
数
を
超
え
ず
、
か
つ
、
１
回
の
勤
務
が

規
則
で
定
め
る
時
間
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
 

(
1
)
・
(2
)
 
（
略
）
 

第
１
２
条
 
育
児
休
業
法
第

1
0
条
第
１
項
第
５
号
の
条
例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成

1
9
年
条
例
第
８
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
４
条
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
（
育
児
休
業
法
第

1
0
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
以
外
の
形
態
で
あ
っ

て
、
勤
務
日
が
引
き
続
き
規
則
で
定
め
る
日
数
を
超
え
ず
、
か
つ
、
１
回
の
勤
務
が

規
則
で
定
め
る
時
間
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
 

(
1
)
・
(2
)
 
（
略
）
 

第
１
２
条
―
第
１
５
条
 
（
略
）
 

第
１
３
条
―
第
１
６
条
 
（
略
）
 

（
削
る
）
 

（
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
職
員
の
退
職
手
当
の
取
扱
い
）
 

第
１
７
条
 
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
職
員
の
退
職
手
当
の
取
扱
い
は
、
当
該
職
員

を
派
遣
し
た
地
方
公
共
団
体
の
育
児
休
業
等
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
等
の
規
定
に

よ
る
。
 

第
１
６
条
 
（
略
）
 

第
１
８
条
 
（
略
）
 

（
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）
 

第
１
７
条
 
（
略
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
2
)
 
勤
務

日
の
日

数
及
び

勤
務

日
ご

と
の

勤
務
時

間
を
考
慮

し
て

規
則

で
定
め

る
会

計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
会
計
年
度
任
用
職
員
 

（
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）
 

第
１
９
条
 
（
略
）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

(
2
)
 
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
非

常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

2
61

号
）

第
2
8
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
 

（
部
分
休
業
の
承
認
）
 

第
１
８
条
 
部
分
休
業
（
育
児
休
業
法
第

1
9
条
第
１
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
承
認
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
正
規

の
勤
務
時
間
（
会
計
年
度
任
用
職
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
部
分
休
業
の
承
認
）
 

第
２
０
条
 
部
分
休
業
（
育
児
休
業
法
第

1
9
条
第
１
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
承
認
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
６
条
 
 
 
に
規
定
す
る
正
規

の
勤
務
時
間
（
非
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
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1
2
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

な
い
場
合
の
給
与
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
を
派
遣
し
た
地
方
公
共
団

体
の
育
児
休
業
等
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
等
の
規
定
に
よ
る
。
 

３
 
会
計
年
度
任
用
職
員
が
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
茨

城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
（
令
和
２
年
条
例
第
２
号
）
第

1
6
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
勤
務
し
な

い
１
時
間
に
つ
き
、
同
条
例
第

1
5
条
に
規
定
す
る
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を

減
額
し
て
支
給
す
る
。
 

４
 
前
項
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
法
第

2
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員

（
月
額
又
は
日
額
に
よ
り
報
酬
を
定
め
ら
れ
て
い
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
第

16
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

2
6
条
」

と
、
「
第

15
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

2
5
条
」
と
、
「
給
与
額
」
と
あ
る
の
は
「
報

酬
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
）
 

第
２
０
条
 
第

13
条
の
規
定
は
、
部
分
休
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

（
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
）
 

第
２
２
条
 
第

14
条
の
規
定
は
、
部
分
休
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

第
２
１
条
―
第
２
３
条
 
（
略
）
 

第
２
３
条
―
第
２
５
条
 
（
略
）
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議案第６号 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する

条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する

条例 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例（平成19年条例第10号）

の一部を次のように改正する。 

目次を次のように加える。 

目次 

第１章 総則（第１条―第13条） 

第２章 内国旅行の旅費（第14条―第24条） 

第３章 外国旅行の旅費（第25条） 

第４章 雑則（第26条―第31条） 

附則 

第２条第１項第１号中「職員について」を「場合又は広域連合長若しくはその委

任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）が認めた場合に」に改め、「その
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1
2
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

な
い
場
合
の
給
与
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
を
派
遣
し
た
地
方
公
共
団

体
の
育
児
休
業
等
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
等
の
規
定
に
よ
る
。
 

３
 
会
計
年
度
任
用
職
員
が
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
茨

城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
（
令
和
２
年
条
例
第
２
号
）
第

1
6
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
勤
務
し
な

い
１
時
間
に
つ
き
、
同
条
例
第

1
5
条
に
規
定
す
る
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を

減
額
し
て
支
給
す
る
。
 

４
 
前
項
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
法
第

2
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員

（
月
額
又
は
日
額
に
よ
り
報
酬
を
定
め
ら
れ
て
い
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
第

16
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

2
6
条
」

と
、
「
第

15
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

2
5
条
」
と
、
「
給
与
額
」
と
あ
る
の
は
「
報

酬
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
）
 

第
２
０
条
 
第

13
条
の
規
定
は
、
部
分
休
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

（
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
）
 

第
２
２
条
 
第

14
条
の
規
定
は
、
部
分
休
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

第
２
１
条
―
第
２
３
条
 
（
略
）
 

第
２
３
条
―
第
２
５
条
 
（
略
）
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住所又は居所」を「その住所、居所又はその他旅行命令者が認める場所」に改め、

同条第１項第３号中「帰任」を「帰住」に改め、「職員が」の次に「退職し、又は」

を加え、「遺族」を「職員又は遺族」に、「根拠地」を「根拠」に改め、同条第１

項第４号を次のように改め、同条第１項第５号の次に次の１号を加える。 

(4) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄

弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶

者及び子で職員と生計を一にするものをいう。 

(6) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和27年法律第239号）第６条の

４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める者（以下この

号において「旅行業者等」という。）であって、広域連合と旅行役務提供契

約（旅行業者等が広域連合に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるも

のを旅行者に提供することを約し、かつ、広域連合が当該旅行業者等に対し

て当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次

条第８項において同じ。）を締結したものをいう。 

第３条第３項中「車賃」を「その他交通費」に改め、同条第６項中「（その者の

扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族

を含む。以下本条において同じ。）」を削り、「その出発前に」を「次条第３項の

規定により」に、「を変更され、若しくは取り消され」を「等の変更（取消しを含

む。同項及び同条第４項並びに第５条において同じ。）を受け」に、「において」

を「その他規則で定める場合には」に、「があるときは、当該金額のうち」を「の

うち、」に、「となった」を「となる金額又は支出を要する」に改め、同条第７項

中「交通機関の事故又は」を削り、同項の次に次の１項を加える。 

８ 第１項、第２項及び第４項から第６項までに規定する場合において、広域連

合が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、

これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に
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対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 

第４条見出し中「旅行命令」を「旅行命令等」に改め、同条第１項中「任命権者

又はその委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）」を「旅行命令権者」

に改め、「旅行命令」の次に「又は旅行依頼（以下「旅行命令等」）」を加え、同

条第３項中「を変更する」を「等の変更をする」に、「認める場合で」を「認める

場合には」に、「これを変更」を「その変更を」に改め、同条第４項中「旅行命令」

を「旅行命令等」に、「これを変更し、若しくは取り消す」を「その変更をする」

に、「旅行命令に、当該旅行に関する」を「旅行命令票又は旅行依頼票（以下「旅

行命令票等」という。）に、規則で定める」に、「を記載し、これ」を「の記載又

は記録をし、当該事項」に、「提示して行わ」を「通知し」に、「これを提示する

いとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更し、若しくは

取り消すことができる。この場合において旅行命令権者は、できるだけ速やかに当

該旅行命令票を当該旅行者に提示しなければならない」を「旅行命令票等に当該事

項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りではない」に改め、同条

第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ 前項ただし書の規定により旅行命令票等に記載又は記録をしなかった場合に

は、できるだけ速やかに旅行命令票等に同項に定める事項の記載又は記録をし

なければならない。 

第５条第１項中「旅行命令」を「旅行命令等」に、「変更された」を「変更を受

けた」に、「本条」を「この条」に改め、同条第２項及び第３項中「旅行命令」を

「旅行命令等」に改める。 

第６条第１項中「車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料」

を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族

移転費及び渡航雑費」に改め、同条第２項中「鉄道」の次に「（鉄道事業法（昭和

61年法律第92号）第２条第１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法

（大正10年法律第76号）第１条１項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当す
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住所又は居所」を「その住所、居所又はその他旅行命令者が認める場所」に改め、

同条第１項第３号中「帰任」を「帰住」に改め、「職員が」の次に「退職し、又は」

を加え、「遺族」を「職員又は遺族」に、「根拠地」を「根拠」に改め、同条第１

項第４号を次のように改め、同条第１項第５号の次に次の１号を加える。 

(4) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄

弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶

者及び子で職員と生計を一にするものをいう。 

(6) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和27年法律第239号）第６条の

４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める者（以下この

号において「旅行業者等」という。）であって、広域連合と旅行役務提供契

約（旅行業者等が広域連合に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるも

のを旅行者に提供することを約し、かつ、広域連合が当該旅行業者等に対し

て当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次

条第８項において同じ。）を締結したものをいう。 

第３条第３項中「車賃」を「その他交通費」に改め、同条第６項中「（その者の

扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族

を含む。以下本条において同じ。）」を削り、「その出発前に」を「次条第３項の

規定により」に、「を変更され、若しくは取り消され」を「等の変更（取消しを含

む。同項及び同条第４項並びに第５条において同じ。）を受け」に、「において」

を「その他規則で定める場合には」に、「があるときは、当該金額のうち」を「の

うち、」に、「となった」を「となる金額又は支出を要する」に改め、同条第７項

中「交通機関の事故又は」を削り、同項の次に次の１項を加える。 

８ 第１項、第２項及び第４項から第６項までに規定する場合において、広域連

合が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、

これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に
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るものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。）」を加え、同条第５項中「車

賃」を「その他交通費」に、「陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行」を「鉄道、

船舶（海上運送法（昭和24年法律第187号）第２条第２項に規定する船舶運航事業

の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをい

う。以下同じ。）及び航空機以外を利用する移動に要する費用」に、「路程に応じ

１キロメートル当たりの定額又は実費額」を「実費額又は路程に応じ１キロメート

ル当たりの定額」に改め、同条第６項から第11項までを次のとおり改め、第11項の

次に次の１項を加える。 

６ 宿泊費は、第18条の額を上限とした実費額により支給する。ただし、宿泊に

係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、同条の額を超えて当該

宿泊に要する費用の額を支給する。 

７ 包括宿泊費は、第19条に規定する合計額により支給する。 

８ 宿泊手当は、宿泊した夜数に応じて１夜当たりの定額により支給する。 

９ 転居費は、赴任に伴う転居について、実費額により支給する。 

10 着後滞在費は、第21条に規定する額を支給する。 

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について支給する。 

12 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費について、実費額により支給する。 

第７条中「旅費は」の次に「、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第

14条から第19条まで、第20条から第22条まで及び第25条に規定する種目及び内容に

基づき」を加える。 

第13条第１項中「その精算をしようとするもの」の次に「並びに旅費に相当する

金額の支払を受けようとする旅行役務提供者」を、「所定の請求書」の次に「（当

該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。第５項において同じ。）を含む。

以下この条において同じ。）」を加え、「これを当該旅費」を「、これを当該旅費」
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に、「旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにさ

れなかった部分の金額の支給」を、「旅費又は旅費に相当する金額のうち、その書

類を提出しなかったためその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされな

かった部分の支給又は支払」に改め、同条第４項中「当該支出命令者等がその後に

おいてその者に対し支出し、又は」の次に「支払う給与又は」を加え、同条第５項

中「記載事項」の次に「又は記録事項及び様式、第２項及び第３項に規定する期間

並びに第４項に規定する給与の種類その他の必要な事項」を加え、同項を第７項と

し、第４項の次に次の２項を加える。 

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法

（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あって規則で定めるものをいう。次項において同じ。）をもって提出すること

ができる。 

６ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、

支出官等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時

に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。 

第14条から第17条までを次のように改める。 

（鉄道賃） 

第14条 鉄道賃は、鉄道を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げ

る費用（第２号から第６号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて

別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合

計額とする。 

(1) 運賃 

(2) 急行料金 

(3) 寝台料金 

(4) 座席指定料金 

(5) 特別車両料金 

―137―

 

るものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。）」を加え、同条第５項中「車

賃」を「その他交通費」に、「陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行」を「鉄道、

船舶（海上運送法（昭和24年法律第187号）第２条第２項に規定する船舶運航事業

の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをい

う。以下同じ。）及び航空機以外を利用する移動に要する費用」に、「路程に応じ

１キロメートル当たりの定額又は実費額」を「実費額又は路程に応じ１キロメート

ル当たりの定額」に改め、同条第６項から第11項までを次のとおり改め、第11項の

次に次の１項を加える。 

６ 宿泊費は、第18条の額を上限とした実費額により支給する。ただし、宿泊に

係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、同条の額を超えて当該

宿泊に要する費用の額を支給する。 

７ 包括宿泊費は、第19条に規定する合計額により支給する。 

８ 宿泊手当は、宿泊した夜数に応じて１夜当たりの定額により支給する。 

９ 転居費は、赴任に伴う転居について、実費額により支給する。 

10 着後滞在費は、第21条に規定する額を支給する。 

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について支給する。 

12 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費について、実費額により支給する。 

第７条中「旅費は」の次に「、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第

14条から第19条まで、第20条から第22条まで及び第25条に規定する種目及び内容に

基づき」を加える。 

第13条第１項中「その精算をしようとするもの」の次に「並びに旅費に相当する

金額の支払を受けようとする旅行役務提供者」を、「所定の請求書」の次に「（当

該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。第５項において同じ。）を含む。

以下この条において同じ。）」を加え、「これを当該旅費」を「、これを当該旅費」
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(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により

移動する場合には、最下級（広域連合長及び副広域連合長が移動する場合には、

最上級）の運賃の額とする。 

（船賃） 

第15条 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる

費用（第２号から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別

に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計

額とする。 

(1) 運賃 

(2) 寝台料金 

(3) 座席指定料金 

(4) 特別船室料金 

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用（船賃） 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により

移動する場合には、最下級（広域連合長及び副広域連合長が移動する場合には、

最上級）の運賃の額とする。 

（航空賃） 

第16条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び座席指定料金並びにこ

れらの費用に付随する費用による。 

(1) 搭乗に要する運賃 

(2) 座席指定料金を徴する場合には、前号に掲げる運賃のほか、座席指定料金 

(3) 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機によ

り移動する場合には、最下級（広域連合長及び副広域連合長が移動する場合に

は、最上級）の運賃の額とする。 
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（その他の交通費） 

第17条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する

費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第７号までに掲げる費用は、

公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

(1) 道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第１号イに掲げる一般乗合旅

客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運

送を行うものに限る。）の用に供する自動車（外国におけるこれに相当する

ものを含む。以下同じ。）を利用する移動に要する運賃 

(2) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供

する自動車（外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。）その他

の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）を利用する移

動に要する運賃 

(3) 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第１項の許可

を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車（外国におけるこれに相当す

るものを含む。以下同じ。）の賃料その他の移動に直接要する費用 

(4) 前３号に掲げる費用に付随する費用 

(5) 自家用の自動車（以下「自家用車」という。）を使用して移動をした場合

の交通費の額は、１キロメートルにつき37円とする。 

(6) 前号の交通費は、全路程を通算する。 

(7) 前号の規定により通算した路程に１キロメートル未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てる。 

第19条から第22条までを次のように改める。 

（宿泊費） 

第19条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び

旅行者の職務を勘案して別表第１に定める額（次条において「宿泊費基準額」

という。）とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則
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(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により

移動する場合には、最下級（広域連合長及び副広域連合長が移動する場合には、

最上級）の運賃の額とする。 

（船賃） 

第15条 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる

費用（第２号から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別

に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計

額とする。 

(1) 運賃 

(2) 寝台料金 

(3) 座席指定料金 

(4) 特別船室料金 

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用（船賃） 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により

移動する場合には、最下級（広域連合長及び副広域連合長が移動する場合には、

最上級）の運賃の額とする。 

（航空賃） 

第16条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び座席指定料金並びにこ

れらの費用に付随する費用による。 

(1) 搭乗に要する運賃 

(2) 座席指定料金を徴する場合には、前号に掲げる運賃のほか、座席指定料金 

(3) 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機によ

り移動する場合には、最下級（広域連合長及び副広域連合長が移動する場合に

は、最上級）の運賃の額とする。 
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で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

（転居費） 

第20条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第22条第１項第１号又は第２

号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その額は、転居

の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。 

（着後滞在費） 

第21条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、

５夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に

相当する額とする。 

（家族移転費） 

第22条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次

に掲げる額とする。 

(1) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この

号及び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、家族一

人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した第14条から第17条まで

の費用、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する

額 

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から１

年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任が

あった場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に移転する場合には、

同号の規定に準じて算定した額 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合

には、前項第２号に規定する期間を延長することができる。 

第27条第３項中「車賃」を「その他交通費」に改める。 

第28条中「第６条第12項に規定する支度料を除く。」を削る。 

第29条第１項中「公共の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した」を「広域連
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合以外の者から旅費の支給を受ける」に改め、「当該」を削る。 

第８条から第12条までを削る。 

第18条を削り、第19条を第18条とし、第18条の次に次の２条を加える。 

（包括宿泊費） 

第19条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用

とし、その額は、当該移動に係る第14条から第17条までの規定による費用及び

宿泊費基準額の合計額とする。 

（宿泊手当） 

第19条の２ 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用と

し、その額は、通常要する費用の額を勘案して別表第１に定める１夜当たりの

定額とする。 

第23条から第25条までを削り、第26条を第23条とし、第27条を第24条とし、第28

条を第25条とし、第25条の次に次の１条を加える。 

（旅費の支給額の上限） 

第26条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうちこれらに

相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第14条第１項各号、第15条第

１項各号、第16条第１項各号及び第17条各号に掲げる各費用について、当該各

条及び第７条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用

ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を除

く。）、家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）及び渡航雑費に係る

旅費の支給額は、当該各種目について第18条、第19条、第20条、第21条、第22

条第１項及び第25条並びに第７条の規定により計算した額と現に支払った額を

比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

第29条を第27条とし、第30条を第28条とし、第28条の次に次の２条を加える。 

（旅費の返納） 
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で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

（転居費） 

第20条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第22条第１項第１号又は第２

号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その額は、転居

の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。 

（着後滞在費） 

第21条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、

５夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に

相当する額とする。 

（家族移転費） 

第22条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次

に掲げる額とする。 

(1) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この

号及び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、家族一

人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した第14条から第17条まで

の費用、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する

額 

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から１

年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任が

あった場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に移転する場合には、

同号の規定に準じて算定した額 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合

には、前項第２号に規定する期間を延長することができる。 

第27条第３項中「車賃」を「その他交通費」に改める。 

第28条中「第６条第12項に規定する支度料を除く。」を削る。 

第29条第１項中「公共の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した」を「広域連
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第29条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づ

く規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場

合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を

受けた場合には、支出命令者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命

令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額か

ら、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。 

（監督） 

第30条 総務課長は、この条例の適正な執行を確保するため、各課長に対して、

この条例の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又は

この条例の執行について必要な措置を求めることができる。 

別表第１見出し中「第19条、第21条、第24条」を「第19条の２」に改め、表題を

「日当及び宿泊料」を「宿泊手当及び宿泊費基準額」に改め、表中「日当（１日に

つき）」を「宿泊手当（１泊につき）」に、「宿泊料」を「宿泊費基準額」に改め、

「宿泊費基準額（１泊につき）」の欄中「県外」の「10,900円」を「12,000円」に

改め、「県内」の「9,800円」を「10,000円」に改める。 

別表第２を削る。 

附 則 

（施行期日） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

根拠法令等の改正に伴い所要の改正を行うため、この条例案を提出するもので

ある。 
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上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟

姉
妹
で
主
と
し
て
職
員
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
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第29条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づ

く規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場

合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を

受けた場合には、支出命令者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命

令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額か

ら、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。 

（監督） 

第30条 総務課長は、この条例の適正な執行を確保するため、各課長に対して、

この条例の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又は

この条例の執行について必要な措置を求めることができる。 

別表第１見出し中「第19条、第21条、第24条」を「第19条の２」に改め、表題を

「日当及び宿泊料」を「宿泊手当及び宿泊費基準額」に改め、表中「日当（１日に

つき）」を「宿泊手当（１泊につき）」に、「宿泊料」を「宿泊費基準額」に改め、

「宿泊費基準額（１泊につき）」の欄中「県外」の「10,900円」を「12,000円」に

改め、「県内」の「9,800円」を「10,000円」に改める。 

別表第２を削る。 

附 則 

（施行期日） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

根拠法令等の改正に伴い所要の改正を行うため、この条例案を提出するもので

ある。 
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2
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

(
5
)
 
（
略
）
 

(
6
)
 
旅
行
役
務
提
供
者
 
旅
行
業
者
（
旅
行
業
法
（
昭
和

2
7
年
法
律
第

2
39
号
）
第

６
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
旅
行
業
者
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る

者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旅
行
業
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
広
域
連

合
と
旅
行
役
務
提
供
契
約
（
旅
行
業
者
等
が
広
域
連
合
に
対
し
て
旅
行
に
係
る
役

務
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
も
の
を
旅
行
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
約
し
、
か
つ
、

広
域
連
合
が
当
該
旅
行
業
者
等
に
対
し
て
当
該
旅
行
に
係
る
旅
費
に
相
当
す
る
金

額
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
い
う
。
次
条
第
８
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

締
結
し
た
も
の
を
い
う
。
 

２
 
（
略
）
 

(
5
)
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

       ２
 
（
略
）
 

（
旅
費
の
支
給
）
 

第
３
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
用
車
を
利
用
し
た
場
合
に
は
、
第

1
4
条
、
第

1
5
条
及
び
第

17
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
鉄
道
賃
、
船
賃
及
び
そ
の
他
交
通
費
は

支
給
し
な
い
。
 

４
・
５
 
（
略
）
 

６
 
第
１
項
、
第
２
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
、
次
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
 
 
 
 
 
 
旅
行
命
令
等
の
変
更
（
取
消
し
を
含
む
。
同
項

及
び
同
条
第
４
項
並
び
に
第
５
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
、
又
は
死
亡
し
た
場

合
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
、
当
該
旅
行
の
た
め
既
に
支
出
し
た
金
額
の
う

ち
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
者
の
損
失
と
な
る
金
額
又
は
支
出
を
要
す
る
金
額

で
、
規
則
で
定
め
る
も
の
を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
旅
費
の
支
給
）
 

第
３
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
用
車
を
利
用
し
た
場
合
に
は
、
第

1
4
条
、
第

1
5
条
及
び
第

17
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
鉄
道
賃
、
船
賃
及
び
車
賃
 
 
 
 
は

支
給
し
な
い
。
 

４
・
５
 
（
略
）
 

６
 
第
１
項
、
第
２
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
者
（
そ
の
者
の
扶
養
親
族
の
旅
行
に
つ
い
て
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
に
は
、
当
該
扶
養
親
族
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
そ
の

出
発
前
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
旅
行
命
令
を
変
更
さ
れ
、
若
し
く
は
取
り
消

さ
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
又
は
死
亡
し
た
場

合
に
お
い
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
当
該
旅
行
の
た
め
既
に
支
出
し
た
金
額
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
金
額
の
う
ち
そ
の
者
の
損
失
と
な
っ
た
 
 
 
 
 
 
 
 
金
額

で
、
規
則
で
定
め
る
も
の
を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

―144―- 144 -



3
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

７
 
第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
者
が
、
旅
行
中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
天
災
そ
の
他
広
域
連
合
長
が
定
め
る
事

情
に
よ
り
、
概
算
払
を
受
け
た
旅
費
額
（
概
算
払
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
概

算
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
旅
費
額
に
相
当
す
る
金
額
）
の
全
部
又
は
一
部
を
喪

失
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
喪
失
し
た
旅
費
額
の
範
囲
内
で
、
規
則
で
定
め
る
金
額
を

旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

８
 
第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
４
項
か
ら
第
６
項
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、

広
域
連
合
が
旅
行
役
務
提
供
契
約
に
基
づ
き
旅
行
役
務
提
供
者
に
支
払
う
べ
き
金
額

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
旅
費
の
支
給
に
代
え
て
、

当
該
旅
行
役
務
提
供
者
に
対
し
、
当
該
金
額
を
旅
費
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
支
払

う
こ
と
が
で
き
る
。
 

７
 
第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
者
が
、
旅
行
中
交
通
機
関
の
事
故
又
は
天
災
そ
の
他
広
域
連
合
長
が
定
め
る
事

情
に
よ
り
、
概
算
払
を
受
け
た
旅
費
額
（
概
算
払
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
概

算
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
旅
費
額
に
相
当
す
る
金
額
）
の
全
部
又
は
一
部
を
喪

失
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
喪
失
し
た
旅
費
額
の
範
囲
内
で
、
規
則
で
定
め
る
金
額
を

旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
新
設
）
 

（
旅
行
命
令
等
）
 

第
４
条
 
旅
行
は
、
旅
行
命
令
権
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
発
す
る
旅
行
命
令
又
は
旅
行
依
頼
（
以
下
「
旅
行
命
令
等
」
）
に

よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
（
略
）
 

３
 
旅
行
命
令
権
者
は
、
既
に
発
し
た
旅
行
命
令
等
の
変
更
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
自
ら
又
は
次
条
第
１
項
若

し
く
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
そ
の
変
更
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

４
 
旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
そ
の
変
更
を
す
る
 
 
 
 
 
 

 
 

 
に
は
、
旅
行
命
令
票
又
は
旅
行
依
頼
票
（
以
下
「
旅
行
命
令
票
等
」
と
い

う
。
）
に
、
規
則
で
定
め
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
、
当
該
事
項
を
当
該
旅
行

者
に
通
知
し

 
 

 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
旅
行
命
令
票
等
に
当
該
事
項

の
記
載
又
は
記
録
を
す
る
い
と
ま
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
 
 
 
 
 

（
旅
行
命
令
 
）
 

第
４
条
 
旅
行
は
、
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
旅
行
命
令
権

者
」
と
い
う
。
）
の
発
す
る
旅
行
命
令
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
（
略
）
 

３
 
旅
行
命
令
権
者
は
、
既
に
発
し
た
旅
行
命
令
を
変
更
す
る
 
 
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
場
合
で
 
、
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
自
ら
又
は
次
条
第
１
項
若

し
く
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

４
 
旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
 
を
発
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取

り
消
す
に
は
、
旅
行
命
令
に
、
当
該
旅
行
に
関
す
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
 
 
 
 
 
 
 
を
当
該
旅
行

者
に
提
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
提
示
す
る
い
と
ま
が

な
い
場
合
に
は
、
口
頭
に
よ
り
旅
行
命
令
を
発
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
、
若
し
く
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2
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

(
5
)
 
（
略
）
 

(
6
)
 
旅
行
役
務
提
供
者
 
旅
行
業
者
（
旅
行
業
法
（
昭
和

2
7
年
法
律
第

2
39
号
）
第

６
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
旅
行
業
者
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る

者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旅
行
業
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
広
域
連

合
と
旅
行
役
務
提
供
契
約
（
旅
行
業
者
等
が
広
域
連
合
に
対
し
て
旅
行
に
係
る
役

務
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
も
の
を
旅
行
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
約
し
、
か
つ
、

広
域
連
合
が
当
該
旅
行
業
者
等
に
対
し
て
当
該
旅
行
に
係
る
旅
費
に
相
当
す
る
金

額
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
い
う
。
次
条
第
８
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

締
結
し
た
も
の
を
い
う
。
 

２
 
（
略
）
 

(
5
)
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

       ２
 
（
略
）
 

（
旅
費
の
支
給
）
 

第
３
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
用
車
を
利
用
し
た
場
合
に
は
、
第

1
4
条
、
第

1
5
条
及
び
第

17
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
鉄
道
賃
、
船
賃
及
び
そ
の
他
交
通
費
は

支
給
し
な
い
。
 

４
・
５
 
（
略
）
 

６
 
第
１
項
、
第
２
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
、
次
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
 
 
 
 
 
 
旅
行
命
令
等
の
変
更
（
取
消
し
を
含
む
。
同
項

及
び
同
条
第
４
項
並
び
に
第
５
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
、
又
は
死
亡
し
た
場

合
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
、
当
該
旅
行
の
た
め
既
に
支
出
し
た
金
額
の
う

ち
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
者
の
損
失
と
な
る
金
額
又
は
支
出
を
要
す
る
金
額

で
、
規
則
で
定
め
る
も
の
を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
旅
費
の
支
給
）
 

第
３
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
用
車
を
利
用
し
た
場
合
に
は
、
第

1
4
条
、
第

1
5
条
及
び
第

17
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
鉄
道
賃
、
船
賃
及
び
車
賃
 
 
 
 
は

支
給
し
な
い
。
 

４
・
５
 
（
略
）
 

６
 
第
１
項
、
第
２
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
者
（
そ
の
者
の
扶
養
親
族
の
旅
行
に
つ
い
て
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
に
は
、
当
該
扶
養
親
族
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
そ
の

出
発
前
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
旅
行
命
令
を
変
更
さ
れ
、
若
し
く
は
取
り
消

さ
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
又
は
死
亡
し
た
場

合
に
お
い
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
当
該
旅
行
の
た
め
既
に
支
出
し
た
金
額
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
金
額
の
う
ち
そ
の
者
の
損
失
と
な
っ
た
 
 
 
 
 
 
 
 
金
額

で
、
規
則
で
定
め
る
も
の
を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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4
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。
 

５
 
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
旅
行
命
令
票
等
に
記
載
又
は
記
録
を
し
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
旅
行
命
令
票
等
に
同
項
に
定
め
る
事
項
の
記
載

又
は
記
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 
旅
行
命
令
票
等
の
記
載
事
項
及
び
様
式
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
旅
行
命
令
権
者
は
、
で
き
る
だ

け
速
や
か
に
当
該
旅
行
命
令
票
を
当
該
旅
行
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

  ５
 
旅
行
命
令
票
 
の
記
載
事
項
及
び
様
式
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

（
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
旅
行
）
 

第
５
条
 
旅
行
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り

旅
行
命
令
等
（
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
を
受
け
た
旅
行
命
令
等
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
っ
て
旅
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
あ
ら
か
じ
め
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

２
 
旅
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
す
る
い
と
ま
が

な
い
場
合
に
は
、
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
で
旅
行
し
た
後
、
で
き
る
だ
け
速
や
か

に
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
旅
行
者
が
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
せ
ず
、
又
は

申
請
を
し
た
が
そ
の
変
更
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
旅
行
命
令
等
に

従
わ
な
い
で
旅
行
し
た
と
き
は
、
当
該
旅
行
者
は
、
旅
行
命
令
等
に
従
っ
た
限
度
の

旅
行
に
対
す
る
旅
費
の
み
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
旅
行
）
 

第
５
条
 
旅
行
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り

旅
行
命
令
 
（
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
  
旅
行
命
令
 
を
含
む
。

以
下
本
条
 
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
っ
て
旅
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
あ
ら
か
じ
め
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
 
の
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

２
 
旅
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
 
の
変
更
の
申
請
を
す
る
い
と
ま
が

な
い
場
合
に
は
、
旅
行
命
令
 
に
従
わ
な
い
で
旅
行
し
た
後
、
で
き
る
だ
け
速
や
か

に
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
 
の
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
旅
行
者
が
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
 
の
変
更
の
申
請
を
せ
ず
、
又
は

申
請
を
し
た
が
そ
の
変
更
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
旅
行
命
令
 
に

従
わ
な
い
で
旅
行
し
た
と
き
は
、
当
該
旅
行
者
は
、
旅
行
命
令
 
に
従
っ
た
限
度
の

旅
行
に
対
す
る
旅
費
の
み
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
旅
費
の
種
類
）
 

第
６
条

 
旅
費
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊

費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
、
家
族
移
転
費
及
び
渡
航

雑
費
と
す
る
。
 

２
 
鉄
道
賃
は
、
鉄
道
（
鉄
道
事
業
法
（
昭
和

6
1
年
法
律
第

92
号
）
第
２
条
第
１
項

に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
及
び
軌
道
法
（
大
正

10
年
法
律
第

7
6

（
旅
費
の
種
類
）
 

第
６
条
 
旅
費
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
日
当
、
宿
泊
料
、
移

転
料
、
着
後
手
当
及
び
扶
養
親
族
移
転
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
と
す
る
。
 

２
 
鉄
道
賃
は
、
鉄
道
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

号
）
第
１
条
１
項
に
規
定
す
る
軌
道
、
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
そ

の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
旅
行
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ

旅
客
運
賃
等
に
よ
り
支
給
す
る
。
 

３
・
４
 
（
略
）
 

５
 
そ
の
他
交
通
費
は
、
鉄
道
、
船
舶
（
海
上
運
送
法
（
昭
和

24
年
法
律
第

1
87
号
）

第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
、
外
国
に
お
け
る

こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び

航
空
機
以
外
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
実
費
額
又
は
路
程
に
応

じ
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給
す
る
。
 

６
 
宿
泊
費
は
、
第

18
条
の
額
を
上
限
と
し
た
実
費
額
に
よ
り
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

宿
泊
に
係
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
の
額

を
超
え
て
当
該
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
額
を
支
給
す
る
。
 

７
 
包
括
宿
泊
費
は
、
第

19
条
に
規
定
す
る
合
計
額
に
よ
り
支
給
す
る
。
 

８
 
宿
泊
手
当
は
、
宿
泊
し
た
夜
数
に
応
じ
て
１
夜
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給
す

る
。
 

９
 
転
居
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
つ
い
て
、
実
費
額
に
よ
り
支
給
す
る
。
 

１
０
 
着
後
滞
在
費
は
、
第

2
1
条
に
規
定
す
る
額
を
支
給
す
る
。
 

１
１
 
家
族
移
転
費
は
、
赴
任
に
伴
う
家
族
の
移
転
に
つ
い
て
支
給
す
る
。
 

 １
２

 
渡
航
雑
費
は
、
外
国
旅
行
に
要
す
る
雑
費
に
つ
い
て
、
実
費
額
に
よ
り
支
給
す

る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
旅
行
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ

旅
客
運
賃
等
に
よ
り
支
給
す
る
。
 

３
・
４
 
（
略
）
 

５
 
車
賃
 
 
 
 
は
、
陸
路
（
鉄
道
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
旅
行
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
１
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
定
額
又
は
実
費
額
に
よ
り
支
給
す
る
。
 

６
 
日
当
は
、
旅
行
中
の
日
数
に
応
じ
１
日
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給
す
る
。
 

７
 
宿
泊
料
は
、
旅
行
中
の
夜
数
に
応
じ
１
夜
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給
す
る
。
 

８
 
移
転
料
は
、
赴
任
に
伴
う
住
所
又
は
居
所
の
移
転
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
一
定

距
離
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給
す
る
。
 

９
 
 
着
後
手
当
は
、
赴
任
に
伴
う
住
所
又
は
居
所
の
移
転
に
つ
い
て
、
当
該
移
転
の

た
め
に
当
該
移
転
先
以
外
の
場
所
で
宿
泊
を
要
し
た
場
合
に
、
定
額
に
よ
り
支
給
す

る
。
 

１
０
 
扶
養
親
族
移
転
料
は
、
赴
任
に
伴
う
扶
養
親
族
の
移
転
に
つ
い
て
支
給
す
る
。
 

１
１
 
第

23
条
第
１
項
に
規
定
す
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
第
１
項
に
掲
げ
る
旅
費
に
代

え
、
日
額
旅
費
を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
。
 

（
新
設
）
 

（
旅
費
の
計
算
）
 

第
７
条
 
旅
費
は
、
旅
行
に
要
す
る
実
費
を
弁
償
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
第

14
条
か

ら
第

19
条
ま
で
、
第

2
0
条
か
ら
第

2
2
条
ま
で
及
び
第

25
条
に
規
定
す
る
種
目
及

び
内
容
に
基
づ
き
、
経
済
的
か
つ
合
理
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
旅
行
し

（
旅
費
の
計
算
）
 

第
７
条
 
旅
費
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
、
経
済
的
か
つ
合
理
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
旅
行
し
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。
 

５
 
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
旅
行
命
令
票
等
に
記
載
又
は
記
録
を
し
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
旅
行
命
令
票
等
に
同
項
に
定
め
る
事
項
の
記
載

又
は
記
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 
旅
行
命
令
票
等
の
記
載
事
項
及
び
様
式
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
旅
行
命
令
権
者
は
、
で
き
る
だ

け
速
や
か
に
当
該
旅
行
命
令
票
を
当
該
旅
行
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

  ５
 
旅
行
命
令
票
 
の
記
載
事
項
及
び
様
式
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

（
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
旅
行
）
 

第
５
条
 
旅
行
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り

旅
行
命
令
等
（
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
を
受
け
た
旅
行
命
令
等
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
っ
て
旅
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
あ
ら
か
じ
め
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

２
 
旅
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
す
る
い
と
ま
が

な
い
場
合
に
は
、
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
で
旅
行
し
た
後
、
で
き
る
だ
け
速
や
か

に
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
旅
行
者
が
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
せ
ず
、
又
は

申
請
を
し
た
が
そ
の
変
更
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
旅
行
命
令
等
に

従
わ
な
い
で
旅
行
し
た
と
き
は
、
当
該
旅
行
者
は
、
旅
行
命
令
等
に
従
っ
た
限
度
の

旅
行
に
対
す
る
旅
費
の
み
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
旅
行
）
 

第
５
条
 
旅
行
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り

旅
行
命
令
 
（
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
  
旅
行
命
令
 
を
含
む
。

以
下
本
条
 
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
っ
て
旅
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
あ
ら
か
じ
め
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
 
の
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

２
 
旅
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
 
の
変
更
の
申
請
を
す
る
い
と
ま
が

な
い
場
合
に
は
、
旅
行
命
令
 
に
従
わ
な
い
で
旅
行
し
た
後
、
で
き
る
だ
け
速
や
か

に
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
 
の
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
旅
行
者
が
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
 
の
変
更
の
申
請
を
せ
ず
、
又
は

申
請
を
し
た
が
そ
の
変
更
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
旅
行
命
令
 
に

従
わ
な
い
で
旅
行
し
た
と
き
は
、
当
該
旅
行
者
は
、
旅
行
命
令
 
に
従
っ
た
限
度
の

旅
行
に
対
す
る
旅
費
の
み
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
旅
費
の
種
類
）
 

第
６
条

 
旅
費
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊

費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
、
家
族
移
転
費
及
び
渡
航

雑
費
と
す
る
。
 

２
 
鉄
道
賃
は
、
鉄
道
（
鉄
道
事
業
法
（
昭
和

6
1
年
法
律
第

92
号
）
第
２
条
第
１
項

に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
及
び
軌
道
法
（
大
正

10
年
法
律
第

7
6

（
旅
費
の
種
類
）
 

第
６
条
 
旅
費
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
日
当
、
宿
泊
料
、
移

転
料
、
着
後
手
当
及
び
扶
養
親
族
移
転
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
と
す
る
。
 

２
 
鉄
道
賃
は
、
鉄
道
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

た
場
合
の
旅
費
に
よ
り
計
算
す
る
。
た
だ
し
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
経
済
的
か
つ
合
理
的
な
通
常
の
経
路
又
は
方
法
に
よ
っ

て
旅
行
し
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
現
に
よ
っ
た
経
路
及
び
方
法
に
よ
っ
て
計
算
す

る
。
 

た
場
合
の
旅
費
に
よ
り
計
算
す
る
。
た
だ
し
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
経
済
的
か
つ
合
理
的
な
通
常
の
経
路
又
は
方
法
に
よ
っ

て
旅
行
し
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
現
に
よ
っ
た
経
路
及
び
方
法
に
よ
っ
て
計
算
す

る
。
 

第
８
条
 
削
除
 

第
８
条
 
旅
費
計
算
上
の
旅
行
日
数
は
、
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ

か
、
旅
行
の
た
め
に
現
に
要
し
た
日
数
に
よ
る
。
た
だ
し
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天

災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
要
し
た
日
数
を
除
く
ほ
か
、
鉄
道
旅
行
に

あ
っ
て
は

40
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
水
路
旅
行
に
あ
っ
て
は

2
0
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
陸

路
旅
行
に
あ
っ
て
は

50
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
い
て
１
日
の
割
合
を
も
っ
て
通
算
し
た

日
数
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

２
 
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
通
算
し
た
日
数
に
１
日
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
１
日
と
す
る
。
 

３
 
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旅
費
計
算
上
の
旅
行
日
数
は
、

第
１
項
た
だ
し
書
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
日
数
に
よ
る
。
 

第
９
条
 
削
除
 

第
９
条
 
旅
行
者
が
同
一
地
域
（
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
地
域
区
分
に
よ
る
地
域

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
滞
在
す
る
場
合
に
お
け
る
日
当
及
び
宿
泊
料
は
、
そ
の

地
域
に
到
着
し
た
日
の
翌
日
か
ら
当
該
地
域
を
出
発
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
起
算
し

て
滞
在
日
数
が

30
日
を
超
え
る
場
合
に
は
そ
の
超
え
る
日
数
に
つ
い
て
定
額
の
１
割

に
相
当
す
る
額
、
滞
在
日
数
が

6
0
日
を
超
え
る
場
合
に
は
そ
の
超
え
る
日
数
に
つ
い

て
定
額
の
２
割
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
定
額
か
ら
減
じ
た
額
に
よ
る
。
 

２
 
同
一
地
域
に
滞
在
中
一
時
他
の
地
に
出
張
し
た
日
数
は
、
前
項
の
滞
在
日
数
か
ら

除
算
す
る
。
 

第
１
０
条
 
削
除
 

第
１
０
条
 
私
事
の
た
め
に
在
勤
地
又
は
出
張
地
以
外
の
地
に
居
住
又
は
滞
在
す
る
者

が
、
そ
の
居
住
地
又
は
滞
在
地
か
ら
直
ち
に
旅
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
居
住
地
又

は
滞
在
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
旅
費
額
が
在
勤
地
又
は
出
張
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

旅
費
額
よ
り
多
い
と
き
は
、
当
該
旅
行
に
つ
い
て
は
、
在
勤
地
又
は
出
張
地
か
ら
目

的
地
に
至
る
旅
費
を
支
給
す
る
。
 

第
１
１
条
 
削
除
 

第
１
１
条
 
１
日
の
旅
行
に
お
い
て
、
日
当
又
は
宿
泊
料
（
扶
養
親
族
移
転
料
の
う
ち

こ
れ
ら
の
旅
費
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

て
定
額
を
異
に
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
額
の
多
い
方
の
定
額
に
よ
る
日
当

又
は
宿
泊
料
の
額
に
よ
る
。
 

第
１
２
条
 
削
除
 

第
１
２
条
 
鉄
道
旅
行
、
水
路
旅
行
、
航
空
旅
行
又
は
陸
路
旅
行
中
に
お
け
る
年
度
の

経
過
、
職
務
の
級
の
変
更
等
の
た
め
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
又
は
車
賃
（
扶
養
親

族
移
転
料
の
う
ち
こ
れ
ら
の
旅
費
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
。
）
を
区
分
し
て
計
算

す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
が
生
じ
た
最
初
の
目
的
地
に
到
着
す
る
ま

で
の
分
及
び
そ
れ
以
後
の
分
に
区
分
し
て
計
算
す
る
。
 

（
旅
費
の
請
求
手
続
）
 

第
１
３
条

 
旅
費
（
概
算
払
に
係
る
旅
費
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
旅

行
者
及
び
概
算
払
に
係
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
旅
行
者
で
そ
の
精
算
を
し
よ
う
と

す
る
も
の
並
び
に
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
旅
行
役
務
提

供
者
は
、
所
定
の
請
求
書
（
当
該
請
求
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的

記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の

用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
５
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
当
該
旅
費
の
支
出
又
は
支

払
を
す
る
者
（
以
下
「
支
出
命
令
者
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
添
付
書
類
の
全
部
又
は
一
部
を
提
出
し
な
か
っ

た
者
は
、
そ
の
請
求
に
係
る
旅
費
又
は
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
、
そ
の
書
類

を
提
出
し
な
か
っ
た
た
め
そ
の
旅
費
又
は
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
必
要
が
明
ら
か

に
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
の
支
給
又
は
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

（
旅
費
の
請
求
手
続
）
 

第
１
３
条
 
旅
費
（
概
算
払
に
係
る
旅
費
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
旅

行
者
及
び
概
算
払
に
係
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
旅
行
者
で
そ
の
精
算
を
し
よ
う
と

す
る
も
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
は
、
所
定
の
請
求
書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
 
こ
れ
を
当
該
旅
費
の
支
出
又
は
支

払
を
す
る
者
（
以
下
「
支
出
命
令
者
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
添
付
書
類
の
全
部
又
は
一
部
を
提
出
し
な
か
っ

た
者
は
、
そ
の
請
求
に
係
る
旅
費
額
の
う
ち
、
そ
の
書
類
を
提
出
し
な
か
っ
た
た
め

そ
の
旅
費
の
必
要
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
の
金
額
の
支
給
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

た
場
合
の
旅
費
に
よ
り
計
算
す
る
。
た
だ
し
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
経
済
的
か
つ
合
理
的
な
通
常
の
経
路
又
は
方
法
に
よ
っ

て
旅
行
し
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
現
に
よ
っ
た
経
路
及
び
方
法
に
よ
っ
て
計
算
す

る
。
 

た
場
合
の
旅
費
に
よ
り
計
算
す
る
。
た
だ
し
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
経
済
的
か
つ
合
理
的
な
通
常
の
経
路
又
は
方
法
に
よ
っ

て
旅
行
し
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
現
に
よ
っ
た
経
路
及
び
方
法
に
よ
っ
て
計
算
す

る
。
 

第
８
条
 
削
除
 

第
８
条
 
旅
費
計
算
上
の
旅
行
日
数
は
、
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ

か
、
旅
行
の
た
め
に
現
に
要
し
た
日
数
に
よ
る
。
た
だ
し
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天

災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
要
し
た
日
数
を
除
く
ほ
か
、
鉄
道
旅
行
に

あ
っ
て
は

40
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
水
路
旅
行
に
あ
っ
て
は

2
0
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
陸

路
旅
行
に
あ
っ
て
は

50
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
い
て
１
日
の
割
合
を
も
っ
て
通
算
し
た

日
数
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

２
 
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
通
算
し
た
日
数
に
１
日
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
１
日
と
す
る
。
 

３
 
第
３
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旅
費
計
算
上
の
旅
行
日
数
は
、

第
１
項
た
だ
し
書
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
日
数
に
よ
る
。
 

第
９
条
 
削
除
 

第
９
条
 
旅
行
者
が
同
一
地
域
（
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
地
域
区
分
に
よ
る
地
域

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
滞
在
す
る
場
合
に
お
け
る
日
当
及
び
宿
泊
料
は
、
そ
の

地
域
に
到
着
し
た
日
の
翌
日
か
ら
当
該
地
域
を
出
発
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
起
算
し

て
滞
在
日
数
が

30
日
を
超
え
る
場
合
に
は
そ
の
超
え
る
日
数
に
つ
い
て
定
額
の
１
割

に
相
当
す
る
額
、
滞
在
日
数
が

6
0
日
を
超
え
る
場
合
に
は
そ
の
超
え
る
日
数
に
つ
い

て
定
額
の
２
割
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
定
額
か
ら
減
じ
た
額
に
よ
る
。
 

２
 
同
一
地
域
に
滞
在
中
一
時
他
の
地
に
出
張
し
た
日
数
は
、
前
項
の
滞
在
日
数
か
ら

除
算
す
る
。
 

第
１
０
条
 
削
除
 

第
１
０
条
 
私
事
の
た
め
に
在
勤
地
又
は
出
張
地
以
外
の
地
に
居
住
又
は
滞
在
す
る
者

が
、
そ
の
居
住
地
又
は
滞
在
地
か
ら
直
ち
に
旅
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
居
住
地
又

は
滞
在
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
旅
費
額
が
在
勤
地
又
は
出
張
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

２
―
３
 
（
略
）
 

４
 
支
出
命
令
者
等
は
、
そ
の
支
出
し
、
又
は
支
払
っ
た
概
算
払
に
係
る
旅
費
の
支
給

を
受
け
た
旅
行
者
が
、
第
２
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
旅
費
の
精
算
を
し
な
か
っ
た

場
合
又
は
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
過
払
金
を
返
納
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当

該
支
出
命
令
者
等
が
そ
の
後
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し
支
出
し
、
又
は
支
払
う
給
与

又
は
旅
費
の
額
か
ら
当
該
概
算
払
に
係
る
旅
費
額
又
は
当
該
過
払
金
に
相
当
す
る
金

額
を
差
し
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
第
１
項
の
請
求
書
又
は
資
料
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
電
磁

的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

も
っ
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

６
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
又
は
資
料
の
提
出
が
電
磁
的
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た

と
き
は
、
支
出
官
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記

録
が
な
さ
れ
た
時
に
当
該
請
求
書
又
は
資
料
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

７
 
第
１
項
に
規
定
す
る
必
要
な
添
付
書
類
の
種
類
、
様
式
及
び
記
載
事
項
又
は
記
録

事
項
及
び
様
式
、
第
２
項
及
び
第
３
項
に
規
定
す
る
期
間
並
び
に
第
４
項
に
規
定
す

る
給
与
の
種
類
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

２
―
３
 
（
略
）
 

４
 
支
出
命
令
者
等
は
、
そ
の
支
出
し
、
又
は
支
払
っ
た
概
算
払
に
係
る
旅
費
の
支
給

を
受
け
た
旅
行
者
が
、
第
２
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
旅
費
の
精
算
を
し
な
か
っ
た

場
合
又
は
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
過
払
金
を
返
納
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当

該
支
出
命
令
者
等
が
そ
の
後
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し
支
出
し
、
又
は
 
 
 
 
 
 
 

 
 
旅
費
の
額
か
ら
当
該
概
算
払
に
係
る
旅
費
額
又
は
当
該
過
払
金
に
相
当
す
る
金

額
を
差
し
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

   （
新
設
）
 

  ５
 
第
１
項
に
規
定
す
る
必
要
な
添
付
書
類
の
種
類
、
様
式
及
び
記
載
事
項
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

第
２
章
 
内
国
旅
行
の
旅
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
鉄
道
賃
）
 

第
１
４
条
 
鉄
道
賃
は
、
鉄
道
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、

次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
２
号
か
ら
第
６
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
、
第
１
号
に
掲
げ

る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
っ
て
、
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
運
賃
 

(
2
)
 
急
行
料
金
 

（
鉄
道
賃
）
 

第
１
４
条
 
鉄
道
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
運
賃
」
と
い
う
。
）
、
急
行
料
金
、
特
別
車
両
料
金
及
び
座
席
指
定
料
金
に

よ
る
。
 

(
1
)
 
そ
の
乗
車
に
要
す
る
運
賃
 

(
2
)
 
急
行
料
金
を
徴
す
る
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
前
号

に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
、
急
行
料
金
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

(
3
)
 
寝
台
料
金
 

(
4
)
 
座
席
指
定
料
金
 

(
5
)
 
特
別
車
両
料
金
 

(
6
)
 
前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用
 

２
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
鉄
道

に
よ
り
移
動
す
る
場
合
に
は
、
最
下
級
（
広
域
連
合
長
及
び
副
広
域
連
合
長
が
移
動

す
る
場
合
に
は
、
最
上
級
）
の
運
賃
の
額
と
す
る
。
 

(
3
)
 
特
別
車
両
料
金
を
徴
す
る
客
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、

第
１
号
に
規
定
す
る
運
賃
及
び
前
号
に
規
定
す
る
急
行
料
金
の
ほ
か
、
特
別
車
両

料
金
 

(
4
)
 
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
客
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、

第
１
号
に
規
定
す
る
運
賃
、
第
２
号
に
規
定
す
る
急
行
料
金
及
び
前
号
に
規
定
す

る
特
別
車
両
料
金
の
ほ
か
、
座
席
指
定
料
金
 

 

２
 
前
項
第
２
号
に
規
定
す
る
急
行
料
金
及
び
同
項
第
３
号
に
規
定
す
る
特
別
車
両
料

金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
支
給
す
る
。
 

(
1
)
 
特
別
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道

1
0
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の
 

(
2
)
 
普
通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道

5
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
 

３
 
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
座
席
指
定
料
金
は
、
特
別
急
行
列
車
又
は
普
通
急
行

列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道

10
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
該

当
す
る
場
合
に
限
り
、
支
給
す
る
。
 

 

（
船
賃
）
 

第
１
５
条

 
船
賃
は
、
船
舶
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次

に
掲
げ
る
費
用
（
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
、
第
１
号
に
掲
げ
る

運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
っ
て
、
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
運
賃
 

(
2
)
 
寝
台
料
金
 

(
3
)
 
座
席
指
定
料
金
 

（
船
賃
）
 

第
１
５
条
 
船
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
（
は
し
け
賃
及
び
桟
橋

賃
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
賃
」
と
い
う
。
）
、
寝
台
料
金
、
特
別
船

室
料
金
及
び
座
席
指
定
料
金
に
よ
る
。
 

(
1
)
 
運
賃
の
等
級
を
３
階
級
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
中
級
の

運
賃
 

(
2
)
 
運
賃
の
等
級
を
２
階
級
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
上
級
の

運
賃
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8
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

２
―
３
 
（
略
）
 

４
 
支
出
命
令
者
等
は
、
そ
の
支
出
し
、
又
は
支
払
っ
た
概
算
払
に
係
る
旅
費
の
支
給

を
受
け
た
旅
行
者
が
、
第
２
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
旅
費
の
精
算
を
し
な
か
っ
た

場
合
又
は
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
過
払
金
を
返
納
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当

該
支
出
命
令
者
等
が
そ
の
後
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し
支
出
し
、
又
は
支
払
う
給
与

又
は
旅
費
の
額
か
ら
当
該
概
算
払
に
係
る
旅
費
額
又
は
当
該
過
払
金
に
相
当
す
る
金

額
を
差
し
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
第
１
項
の
請
求
書
又
は
資
料
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
電
磁

的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

も
っ
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

６
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
書
又
は
資
料
の
提
出
が
電
磁
的
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た

と
き
は
、
支
出
官
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記

録
が
な
さ
れ
た
時
に
当
該
請
求
書
又
は
資
料
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

７
 
第
１
項
に
規
定
す
る
必
要
な
添
付
書
類
の
種
類
、
様
式
及
び
記
載
事
項
又
は
記
録

事
項
及
び
様
式
、
第
２
項
及
び
第
３
項
に
規
定
す
る
期
間
並
び
に
第
４
項
に
規
定
す

る
給
与
の
種
類
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

２
―
３
 
（
略
）
 

４
 
支
出
命
令
者
等
は
、
そ
の
支
出
し
、
又
は
支
払
っ
た
概
算
払
に
係
る
旅
費
の
支
給

を
受
け
た
旅
行
者
が
、
第
２
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
旅
費
の
精
算
を
し
な
か
っ
た

場
合
又
は
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
過
払
金
を
返
納
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当

該
支
出
命
令
者
等
が
そ
の
後
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し
支
出
し
、
又
は
 
 
 
 
 
 
 

 
 
旅
費
の
額
か
ら
当
該
概
算
払
に
係
る
旅
費
額
又
は
当
該
過
払
金
に
相
当
す
る
金

額
を
差
し
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

   （
新
設
）
 

  ５
 
第
１
項
に
規
定
す
る
必
要
な
添
付
書
類
の
種
類
、
様
式
及
び
記
載
事
項
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

第
２
章
 
内
国
旅
行
の
旅
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
鉄
道
賃
）
 

第
１
４
条
 
鉄
道
賃
は
、
鉄
道
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、

次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
２
号
か
ら
第
６
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
、
第
１
号
に
掲
げ

る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
っ
て
、
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
運
賃
 

(
2
)
 
急
行
料
金
 

（
鉄
道
賃
）
 

第
１
４
条
 
鉄
道
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
運
賃
」
と
い
う
。
）
、
急
行
料
金
、
特
別
車
両
料
金
及
び
座
席
指
定
料
金
に

よ
る
。
 

(
1
)
 
そ
の
乗
車
に
要
す
る
運
賃
 

(
2
)
 
急
行
料
金
を
徴
す
る
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
前
号

に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
、
急
行
料
金
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1
0
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

(
4
)
 
特
別
船
室
料
金
 

(
5
)
 
前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用
（
船
賃
）
 

２
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
船
舶

に
よ
り
移
動
す
る
場
合
に
は
、
最
下
級
（
広
域
連
合
長
及
び
副
広
域
連
合
長
が
移
動

す
る
場
合
に
は
、
最
上
級
）
の
運
賃
の
額
と
す
る
。
 

(
3
)
 
運
賃
の
等
級
を
設
け
な
い
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
そ
の
乗
船
に
要
す

る
運
賃
 

(
4
)
 
公
務
上
の
必
要
に
よ
り
別
に
寝
台
料
金
を
必
要
と
し
た
場
合
に
は
、
前
３
号
に

規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
、
現
に
支
払
っ
た
寝
台
料
金
 

(
5
)
 
第
３
号
の
規
定
に
該
当
す
る
船
舶
で
特
別
船
室
料
金
を
徴
す
る
も
の
を
運
行
す

る
航
路
に
よ
る
旅
行
を
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
運
賃
及
び
前
号
に
規

定
す
る
寝
台
料
金
の
ほ
か
、
特
別
船
室
料
金
 

(
6
)
 
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
船
舶
を
運
行
す
る
航
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、

前
各
号
に
規
定
す
る
運
賃
及
び
料
金
の
ほ
か
、
座
席
指
定
料
金
 

２
 
前
項
第
１
号
又
は
第
２
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
一
階
級
の
運

賃
を
更
に
２
以
上
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
当
該
各
号
の
運
賃

は
、
同
一
階
級
の
最
上
級
の
運
賃
に
よ
る
。
 

（
航
空
賃
）
 

第
１
６
条
 
航
空
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
及
び
座
席
指
定
料
金

並
び
に
こ
れ
ら
の
費
用
に
付
随
す
る
費
用
に
よ
る
。
 

(
1
)
 
搭
乗
に
要
す
る
運
賃
 

(
2
)
 
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
場
合
に
は
、
前
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
ほ
か
、
座
席
指

定
料
金
 

(
3
)
 
前
２
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用
 

２
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
航
空

機
に
よ
り
移
動
す
る
場
合
に
は
、
最
下
級
（
広
域
連
合
長
及
び
副
広
域
連
合
長
が
移

動
す
る
場
合
に
は
、
最
上
級
）
の
運
賃
の
額
と
す
る
。
 

（
航
空
賃
）
 

第
１
６
条
 
航
空
賃
の
額
は
、
現
に
支
払
っ
た
旅
客
運
賃
に
よ
る
。
 

 

（
そ
の
他
の
交
通
費
）
 

第
１
７
条
 
そ
の
他
の
交
通
費
は
、
鉄
道
、
船
舶
及
び
航
空
機
以
外
を
利
用
す
る
移
動

に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
２
号
か
ら
第
７
号
ま
で

（
車
賃
）
 

第
１
７
条
 
車
賃
の
額
は
、
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

37
円
（
職
員
が
任
命
権
者
の
承

認
を
受
け
て
自
家
用
車
に
よ
り
旅
行
す
る
場
合
に
は
、
任
命
権
者
の
定
め
る
額
）
と
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1
1
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

に
掲
げ
る
費
用
は
、
公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計

額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
道
路
運
送
法
（
昭
和

26
年
法
律
第

18
3
号
）
第
３
条
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
一
般

乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
路
線
を
定
め
て
定
期
に
運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り

乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
外
国
に
お

け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す

る
運
賃
 

(
2
)
 
道
路
運
送
法
第
３
条
第
１
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の

用
に
供
す
る
自
動
車
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
そ
の
他
の
旅
客
を
運
送
す
る
交
通
手
段
（
前
号
に
規
定
す
る
自
動
車
を
除

く
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃
 

(
3
)
 
前
２
号
に
掲
げ
る
運
賃
以
外
の
費
用
で
あ
っ
て
、
道
路
運
送
法
第

8
0
条
第
１
項

の
許
可
を
受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自
動
車
（
外
国
に
お
け
る

こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
賃
料
そ
の
他
の
移
動
に
直
接

要
す
る
費
用
 

(
4
)
 
前
３
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用
 

(
5
)
 
自
家
用
の
自
動
車
（
以
下
「
自
家
用
車
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
移
動
を
し

た
場
合
の
交
通
費
の
額
は
、
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

37
円
と
す
る
。
 

(
6
)
 
前
号
の
交
通
費
は
、
全
路
程
を
通
算
す
る
。
 

(
7
)
 
前
号
の
規
定
に
よ
り
通
算
し
た
路
程
に
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
を
生
じ

た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
 

す
る
。
た
だ
し
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
定

額
の
車
賃
で
旅
行
の
実
費
を
支
弁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
実
費
額
に
よ

る
。
 

２
 
車
賃
は
、
全
路
程
を
通
算
し
て
計
算
す
る
。
た
だ
し
、
第

12
条
の
規
定
に
よ
り
区

分
計
算
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
区
分
さ
れ
た
路
程
ご
と
に
通
算
し
て
計
算
す
る
。
 

３
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
算
し
た
路
程
に
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
 

 

（
削
る
）
 

 

（
日
当
）
 

第
１
８
条
 
日
当
の
額
は
、
別
表
第
１
の
定
額
に
よ
る
。
 

（
宿
泊
費
）
 

第
１
８
条

 
宿
泊
費
は
、
旅
行
中
の
宿
泊
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
地
域
の

（
宿
泊
料
）
 

第
１
９
条
 
宿
泊
料
の
額
は
、
宿
泊
先
の
区
分
に
応
じ
た
別
表
第
１
の
定
額
に
よ
る
。
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1
0
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

(
4
)
 
特
別
船
室
料
金
 

(
5
)
 
前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用
（
船
賃
）
 

２
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
船
舶

に
よ
り
移
動
す
る
場
合
に
は
、
最
下
級
（
広
域
連
合
長
及
び
副
広
域
連
合
長
が
移
動

す
る
場
合
に
は
、
最
上
級
）
の
運
賃
の
額
と
す
る
。
 

(
3
)
 
運
賃
の
等
級
を
設
け
な
い
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
そ
の
乗
船
に
要
す

る
運
賃
 

(
4
)
 
公
務
上
の
必
要
に
よ
り
別
に
寝
台
料
金
を
必
要
と
し
た
場
合
に
は
、
前
３
号
に

規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
、
現
に
支
払
っ
た
寝
台
料
金
 

(
5
)
 
第
３
号
の
規
定
に
該
当
す
る
船
舶
で
特
別
船
室
料
金
を
徴
す
る
も
の
を
運
行
す

る
航
路
に
よ
る
旅
行
を
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
運
賃
及
び
前
号
に
規

定
す
る
寝
台
料
金
の
ほ
か
、
特
別
船
室
料
金
 

(
6
)
 
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
船
舶
を
運
行
す
る
航
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、

前
各
号
に
規
定
す
る
運
賃
及
び
料
金
の
ほ
か
、
座
席
指
定
料
金
 

２
 
前
項
第
１
号
又
は
第
２
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
一
階
級
の
運

賃
を
更
に
２
以
上
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
当
該
各
号
の
運
賃

は
、
同
一
階
級
の
最
上
級
の
運
賃
に
よ
る
。
 

（
航
空
賃
）
 

第
１
６
条
 
航
空
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
及
び
座
席
指
定
料
金

並
び
に
こ
れ
ら
の
費
用
に
付
随
す
る
費
用
に
よ
る
。
 

(
1
)
 
搭
乗
に
要
す
る
運
賃
 

(
2
)
 
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
場
合
に
は
、
前
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
ほ
か
、
座
席
指

定
料
金
 

(
3
)
 
前
２
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用
 

２
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
航
空

機
に
よ
り
移
動
す
る
場
合
に
は
、
最
下
級
（
広
域
連
合
長
及
び
副
広
域
連
合
長
が
移

動
す
る
場
合
に
は
、
最
上
級
）
の
運
賃
の
額
と
す
る
。
 

（
航
空
賃
）
 

第
１
６
条
 
航
空
賃
の
額
は
、
現
に
支
払
っ
た
旅
客
運
賃
に
よ
る
。
 

 

（
そ
の
他
の
交
通
費
）
 

第
１
７
条
 
そ
の
他
の
交
通
費
は
、
鉄
道
、
船
舶
及
び
航
空
機
以
外
を
利
用
す
る
移
動

に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
２
号
か
ら
第
７
号
ま
で

（
車
賃
）
 

第
１
７
条
 
車
賃
の
額
は
、
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

37
円
（
職
員
が
任
命
権
者
の
承

認
を
受
け
て
自
家
用
車
に
よ
り
旅
行
す
る
場
合
に
は
、
任
命
権
者
の
定
め
る
額
）
と
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1
2
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

実
情
及
び
旅
行
者
の
職
務
を
勘
案
し
て
別
表
第
１
に
定
め
る
額
（
次
条
に
お
い
て

「
宿
泊
費
基
準
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
宿
泊
に
係
る
特
別
な
事

情
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
額
と

す
る
。
 

２
 
宿
泊
料
は
、
水
路
旅
行
及
び
航
空
旅
行
に
つ
い
て
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
上
陸
又
は
着
陸
し
て
宿
泊
し
た
場
合
に
限
り
、

支
給
す
る
。
 

（
包
括
宿
泊
費
）
 

第
１
９
条

 
包
括
宿
泊
費
は
、
移
動
及
び
宿
泊
に
対
す
る
一
体
の
対
価
と
し
て
支
払
わ

れ
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
当
該
移
動
に
係
る
第

1
4
条
か
ら
第

17
条
ま
で
の
規

定
に
よ
る
費
用
及
び
宿
泊
費
基
準
額
の
合
計
額
と
す
る
。
 

（
新
設
）
 

（
宿
泊
手
当
）
 

第
１
９
条
の
２

 
宿
泊
手
当
は
、
宿
泊
を
伴
う
旅
行
に
必
要
な
諸
雑
費
に
充
て
る
た
め

の
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
通
常
要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
別
表
第
１
に
定
め

る
１
夜
当
た
り
の
定
額
と
す
る
。
 

（
新
設
）
 

（
転
居
費
）
 

第
２
０
条
 
転
居
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
要
す
る
費
用
（
第

2
2
条
第
１
項
第
１
号

又
は
第
２
号
に
規
定
す
る
場
合
の
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
）
と
し
、

そ
の
額
は
、
転
居
の
実
態
を
勘
案
し
て
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額

と
す
る
。
 

（
移
転
料
）
 

第
２
０
条
 
移
転
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
。
 

(
1
)
 
赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
移
転
す
る
場
合
に
は
、
旧
在
勤
地
か
ら
新
在
勤
地
ま
で

の
路
程
に
応
じ
た
別
表
第
２
の
定
額
に
よ
る
額
 

(
2
)
 
赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
移
転
し
な
い
場
合
に
は
、
前
号
に
規
定
す
る
額
の
２
分

の
１
に
相
当
す
る
額
 

(
3
)
 
赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
移
転
し
な
い
が
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
１

年
以
内
に
扶
養
親
族
を
移
転
す
る
場
合
に
は
、
前
号
に
規
定
す
る
額
に
相
当
す
る

額
（
赴
任
の
後
扶
養
親
族
を
移
転
す
る
ま
で
の
間
に
更
に
赴
任
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
各
赴
任
に
つ
い
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
前
号
に
規
定
す
る
額
に
相
当
す

る
額
の
合
計
額
）
 

２
 
前
項
第
３
号
の
場
合
に
お
い
て
、
扶
養
親
族
を
移
転
し
た
際
に
お
け
る
移
転
料
の

定
額
が
職
員
が
赴
任
し
た
際
の
移
転
料
の
定
額
と
異
な
る
と
き
は
、
扶
養
親
族
を
移
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1
3
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

転
し
た
際
に
お
け
る
移
転
料
の
定
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
。
 

３
 
旅
行
命
令
権
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
場
合
に
は
、
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
着
後
滞
在
費
）
 

第
２
１
条

 
着
後
滞
在
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
必
要
な
滞
在
に
係
る
費
用
と
し
、

そ
の
額
は
、
５
夜
分
を
限
度
と
し
て
、
現
に
宿
泊
し
た
夜
数
に
係
る
宿
泊
費
及
び
宿

泊
手
当
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
 

（
着
後
手
当
）
 

第
２
１
条
 
着
後
手
当
の
額
は
、
赴
任
に
伴
う
住
所
又
は
居
所
の
移
転
の
た
め
に
移
転

先
以
外
の
場
所
で
現
に
宿
泊
を
要
し
た
日
数
分
及
び
赴
任
に
伴
い
住
所
又
は
居
所
を

移
転
し
た
地
の
存
す
る
地
域
の
区
分
に
応
じ
た
別
表
第
１
の
宿
泊
料
定
額
の
５
夜
分

の
範
囲
内
で
赴
任
に
伴
う
住
所
又
は
居
所
の
移
転
の
た
め
に
移
転
先
以
外
の
場
所
で

現
に
宿
泊
を
要
し
た
夜
数
分
を
考
慮
し
て
任
命
権
者
が
定
め
る
額
に
よ
る
。
 

（
家
族
移
転
費
）
 

第
２
２
条

 
家
族
移
転
費
は
、
赴
任
に
伴
う
家
族
の
移
転
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の

額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
 

(
1
)
 
赴
任
の
際
家
族
（
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
い
て
同
居
し
て
い
る
者
に
限

る
。
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
職
員
の
新
居
住
地
に
移
転
す
る
場

合
に
は
、
家
族
一
人
ご
と
に
、
職
員
が
そ
の
移
転
を
す
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た

第
1
4
条
か
ら
第

1
7
条
ま
で
の
費
用
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
及
び

着
後
滞
在
費
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額
 

(
2
)
 
前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
の
翌
日

か
ら
１
年
以
内
に
家
族
を
職
員
の
居
住
地
（
赴
任
後
家
族
を
移
転
す
る
ま
で
の
間

に
更
に
赴
任
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
赴
任
後
に
お
け
る
職
員
の
新
居
住
地
）

に
移
転
す
る
場
合
に
は
、
同
号
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
 

２
 
旅
行
命
令
権
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
場
合
に
は
、
前
項
第
２
号
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
扶
養
親
族
移
転
料
）
 

第
２
２
条
 
扶
養
親
族
移
転
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
。
 

(
1
)
 
赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
旧
在
勤
地
か
ら
新
在
勤
地
ま
で
随
伴
す
る
場
合
に
は
、

赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
け
る
扶
養
親
族
１
人
ご
と
に
、
そ
の
移
転
の
際
に
お

け
る
年
齢
に
従
い
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
額
の
合
計
額
 

ア
 
12
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
移
転
の
際
に
お
け
る
職
員
相
当
の
鉄
道

賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
車
賃
の
全
額
並
び
に
日
当
、
宿
泊
料
及
び
着
後
手
当

の
３
分
の
２
に
相
当
す
る
額
 

イ
 
12
歳
未
満
６
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
、
ア
に
規
定
す
る
額
の
２
分
の
１
に

相
当
す
る
額
 

ウ
 
６
歳
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
移
転
の
際
に
お
け
る
職
員
相
当
の
日

当
、
宿
泊
料
及
び
着
後
手
当
の
３
分
の
１
に
相
当
す
る
額
。
た
だ
し
、
６
歳
未

満
の
者
を
３
人
以
上
随
伴
す
る
と
き
は
、
２
人
を
超
え
る
者
１
人
ご
と
に
そ
の

移
転
の
際
に
お
け
る
職
員
相
当
の
鉄
道
賃
及
び
船
賃
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る

金
額
を
加
算
す
る
。
 

(
2
)
 
前
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
第

20
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

実
情
及
び
旅
行
者
の
職
務
を
勘
案
し
て
別
表
第
１
に
定
め
る
額
（
次
条
に
お
い
て

「
宿
泊
費
基
準
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
宿
泊
に
係
る
特
別
な
事

情
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
宿
泊
に
要
す
る
費
用
の
額
と

す
る
。
 

２
 
宿
泊
料
は
、
水
路
旅
行
及
び
航
空
旅
行
に
つ
い
て
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
上
陸
又
は
着
陸
し
て
宿
泊
し
た
場
合
に
限
り
、

支
給
す
る
。
 

（
包
括
宿
泊
費
）
 

第
１
９
条

 
包
括
宿
泊
費
は
、
移
動
及
び
宿
泊
に
対
す
る
一
体
の
対
価
と
し
て
支
払
わ

れ
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
当
該
移
動
に
係
る
第

1
4
条
か
ら
第

17
条
ま
で
の
規

定
に
よ
る
費
用
及
び
宿
泊
費
基
準
額
の
合
計
額
と
す
る
。
 

（
新
設
）
 

（
宿
泊
手
当
）
 

第
１
９
条
の
２

 
宿
泊
手
当
は
、
宿
泊
を
伴
う
旅
行
に
必
要
な
諸
雑
費
に
充
て
る
た
め

の
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
通
常
要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
別
表
第
１
に
定
め

る
１
夜
当
た
り
の
定
額
と
す
る
。
 

（
新
設
）
 

（
転
居
費
）
 

第
２
０
条
 
転
居
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
要
す
る
費
用
（
第

2
2
条
第
１
項
第
１
号

又
は
第
２
号
に
規
定
す
る
場
合
の
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
）
と
し
、

そ
の
額
は
、
転
居
の
実
態
を
勘
案
し
て
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額

と
す
る
。
 

（
移
転
料
）
 

第
２
０
条
 
移
転
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
。
 

(
1
)
 
赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
移
転
す
る
場
合
に
は
、
旧
在
勤
地
か
ら
新
在
勤
地
ま
で

の
路
程
に
応
じ
た
別
表
第
２
の
定
額
に
よ
る
額
 

(
2
)
 
赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
移
転
し
な
い
場
合
に
は
、
前
号
に
規
定
す
る
額
の
２
分

の
１
に
相
当
す
る
額
 

(
3
)
 
赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
移
転
し
な
い
が
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
１

年
以
内
に
扶
養
親
族
を
移
転
す
る
場
合
に
は
、
前
号
に
規
定
す
る
額
に
相
当
す
る

額
（
赴
任
の
後
扶
養
親
族
を
移
転
す
る
ま
で
の
間
に
更
に
赴
任
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
各
赴
任
に
つ
い
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
前
号
に
規
定
す
る
額
に
相
当
す

る
額
の
合
計
額
）
 

２
 
前
項
第
３
号
の
場
合
に
お
い
て
、
扶
養
親
族
を
移
転
し
た
際
に
お
け
る
移
転
料
の

定
額
が
職
員
が
赴
任
し
た
際
の
移
転
料
の
定
額
と
異
な
る
と
き
は
、
扶
養
親
族
を
移
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正
 
 
 
 
 
 
後
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正
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３
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
扶
養
親
族
の
旧
居
住
地
か
ら
新
居
住
地
ま

で
の
旅
行
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
額
。
た
だ
し
、
前
号
の
規

定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
に
相
当
す
る
額
（
赴
任
の
後
扶
養
親
族
を

移
転
す
る
ま
で
の
間
に
更
に
赴
任
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
各
赴
任
に
つ
い
て
前
号

の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
）
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

２
 
前
項
第
１
号
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
規
定
に
よ
り
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、

日
当
、
宿
泊
料
及
び
着
後
手
当
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
旅
費
の
額

に
円
位
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
職
員
が
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
い
て
胎
児
で
あ
っ
た
子
を
そ
の
赴
任
の
後

移
転
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
扶
養
親
族
移
転
料
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ

の
子
を
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
け
る
扶
養
親
族
と
み
な
し
て
、
前
２
項
の
規

定
を
適
用
す
る
。
 

（
削
る
）
 

（
日
額
旅
費
）
 

第
２
３
条
 
第
６
条
第
１
項
に
掲
げ
る
旅
費
に
代
え
日
額
旅
費
を
支
給
す
る
旅
行
は
、

調
査
、
研
修
、
講
習
、
訓
練
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
の
旅
行
及
び
そ
の
職
務

の
性
質
上
常
時
出
張
を
必
要
と
す
る
職
員
の
出
張
の
旅
行
の
う
ち
当
該
旅
行
の
性
質

上
日
額
旅
費
を
支
給
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
支
給
す
る
。
 

２
 
日
額
旅
費
の
額
、
支
給
条
件
及
び
支
給
方
法
は
、
規
則
で
定
め
る
。
た
だ
し
、
そ

の
額
は
当
該
日
額
旅
費
の
性
質
に
応
じ
、
第
６
条
第
１
項
に
掲
げ
る
旅
費
の
額
に
つ

い
て
、
こ
の
条
例
で
定
め
る
基
準
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

（
削
る
）
 

（
在
勤
地
内
旅
行
の
旅
費
）
 

第
２
４
条
 
在
勤
地
内
に
お
け
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
額
の
旅
費
又
は
当
該
旅
費
を
基
準
と

す
る
日
額
旅
費
に
限
り
、
支
給
す
る
。
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(
1
)
 
公
共
交
通
機
関
又
は
自
家
用
車
を
利
用
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
利
用
に
要
す
る

費
用
を
旅
費
以
外
の
経
費
か
ら
支
給
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
旅
行
命
令
権
者
が
認

め
る
実
費
相
当
額
（
第

1
7
条
第
１
項
に
規
定
す
る
自
家
用
車
に
よ
り
旅
行
す
る
場

合
は
同
条
第
１
項
に
定
め
る
車
賃
の
額
）
 

(
2
)
 
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
宿
泊
す
る
場
合

に
は
、
別
表
第
１
の
宿
泊
料
定
額
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
の
宿
泊
料
 

（
削
る
）
 

（
在
勤
地
以
外
の
同
一
地
域
内
旅
行
の
旅
費
）
 

第
２
５
条
 
在
勤
地
以
外
の
同
一
地
域
内
に
お
け
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
鉄
道
賃
、
船

賃
、
車
賃
、
移
転
料
、
着
後
手
当
及
び
扶
養
親
族
移
転
料
は
、
支
給
し
な
い
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す

る
額
の
旅
費
を
支
給
す
る
。
 

(
1
)
 
鉄
道

10
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
水
路

50
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
陸
路

25
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
旅
行
の
場
合
に
は
、
第

1
4
条
、
第

1
5
条
又
は
第

17
条
の
規
定
に
よ

る
額
の
鉄
道
賃
、
船
賃
又
は
車
賃
 

(
2
)
 
前
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
特
に
多
額
の
鉄
道
賃
、
船
賃
又
は
車
賃
を
要
す
る

場
合
で
、
そ
の
実
費
額
が
当
該
旅
行
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
日
当
額
を
超
え
る
場

合
に
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
に
相
当
す
る
額
の
鉄
道
賃
、
船
賃
又
は
車
賃
 

第
２
３
条
 
（
略
）
 

第
２
６
条
 
（
略
）
 

第
２
４
条
 
（
略
）
 

(
1
)
―
(2
)
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
３
条
第
２
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
、
第

22
条
第
１
項
第
１

号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
居
住
地
か
ら
帰
住
地
ま
で
の
鉄
道
賃
、
船
賃
及
び
そ

の
他
交
通
費
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
」

第
２
７
条
 
（
略
）
 

(
1
)
―
(2
)
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
第
３
条
第
２
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
、
第

2
2
条
第
１
項
第
１

号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
居
住
地
か
ら
帰
住
地
ま
で
の
鉄
道
賃
、
船
賃
及
び
車

賃
 

 
 

 
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
」
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３
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
扶
養
親
族
の
旧
居
住
地
か
ら
新
居
住
地
ま

で
の
旅
行
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
し
た
額
。
た
だ
し
、
前
号
の
規

定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
に
相
当
す
る
額
（
赴
任
の
後
扶
養
親
族
を

移
転
す
る
ま
で
の
間
に
更
に
赴
任
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
各
赴
任
に
つ
い
て
前
号

の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
）
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

２
 
前
項
第
１
号
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
規
定
に
よ
り
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、

日
当
、
宿
泊
料
及
び
着
後
手
当
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
旅
費
の
額

に
円
位
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
職
員
が
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
い
て
胎
児
で
あ
っ
た
子
を
そ
の
赴
任
の
後

移
転
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
扶
養
親
族
移
転
料
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ

の
子
を
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
け
る
扶
養
親
族
と
み
な
し
て
、
前
２
項
の
規

定
を
適
用
す
る
。
 

（
削
る
）
 

（
日
額
旅
費
）
 

第
２
３
条
 
第
６
条
第
１
項
に
掲
げ
る
旅
費
に
代
え
日
額
旅
費
を
支
給
す
る
旅
行
は
、

調
査
、
研
修
、
講
習
、
訓
練
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
の
旅
行
及
び
そ
の
職
務

の
性
質
上
常
時
出
張
を
必
要
と
す
る
職
員
の
出
張
の
旅
行
の
う
ち
当
該
旅
行
の
性
質

上
日
額
旅
費
を
支
給
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
支
給
す
る
。
 

２
 
日
額
旅
費
の
額
、
支
給
条
件
及
び
支
給
方
法
は
、
規
則
で
定
め
る
。
た
だ
し
、
そ

の
額
は
当
該
日
額
旅
費
の
性
質
に
応
じ
、
第
６
条
第
１
項
に
掲
げ
る
旅
費
の
額
に
つ

い
て
、
こ
の
条
例
で
定
め
る
基
準
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

（
削
る
）
 

（
在
勤
地
内
旅
行
の
旅
費
）
 

第
２
４
条
 
在
勤
地
内
に
お
け
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
額
の
旅
費
又
は
当
該
旅
費
を
基
準
と

す
る
日
額
旅
費
に
限
り
、
支
給
す
る
。
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と
あ
る
の
は
「
職
員
が
死
亡
し
た
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

と
あ
る
の
は
「
職
員
が
死
亡
し
た
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

第
３
章
 
外
国
旅
行
の
旅
費
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
外
国
旅
行
の
旅
費
）
 

第
２
５
条
 
外
国
旅
行
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
外
国
旅
費
（
国
家
公
務
員
等
の

旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

1
14
号
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
）
の
例
に
準
じ
て
任
命
権
者
が
定
め
る
額
を
旅
費
と
し
て
支
給
す

る
。
 

（
外
国
旅
行
の
旅
費
）
 

第
２
８
条
 
外
国
旅
行
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
外
国
旅
費
（
国
家
公
務
員
等
の

旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

1
14
号
）
第
６
条
第

12
項
に
規
定
す
る

支
度
料
を
除
く
。
）
の
例
に
準
じ
て
任
命
権
者
が
定
め
る
額
を
旅
費
と
し
て
支
給
す

る
。
 

第
４
章
 
雑
則

 
 
 
 
 
 
 
 

（
旅
費
の
支
給
額
の
上
限
）
 

第
２
６
条
 
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
（
家
族
移
転
費
の
う
ち

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
。
）
に
係
る
旅
費
の
支
給
額
は
、
第

1
4
条
第
１
項

各
号
、
第

15
条
第
１
項
各
号
、
第

16
条
第
１
項
各
号
及
び
第

1
7
条
各
号
に
掲
げ
る

各
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
各
条
及
び
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支

払
っ
た
額
を
比
較
し
、
当
該
各
費
用
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
を
合
計
し
た
額
と

す
る
。
 

２
 
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分

を
除
く
。
）
、
家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
渡
航

雑
費
に
係
る
旅
費
の
支
給
額
は
、
当
該
各
種
目
に
つ
い
て
第

1
8
条
、
第

1
9
条
、
第

2
0
条
、
第

21
条
、
第

2
2
条
第
１
項
及
び
第

25
条
並
び
に
第
７
条
の
規
定
に
よ
り

計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
っ
た
額
を
比
較
し
、
当
該
各
種
目
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な

い
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。
 

（
新
設
）
 

（
旅
費
の
調
整
）
 

第
２
７
条
 
任
命
権
者
は
、
旅
行
者
が
広
域
連
合
以
外
の
者
か
ら
旅
費
の
支
給
を
受
け

る
 
 
 
場
合
そ
の
他
 
 
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
又
は
 
 
旅
行
の

性
質
上
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
旅
費
を
支
給
し
た
場
合
に
は
、
不
当
に
旅
行
の
実

（
旅
費
の
調
整
）
 

第
２
９
条
 
任
命
権
者
は
、
旅
行
者
が
公
共
の
交
通
機
関
、
宿
泊
施
設
等
を
利
用
し
て

旅
行
し
た
場
合
そ
の
他
当
該
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
又
は
当
該
旅
行
の

性
質
上
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
旅
費
を
支
給
し
た
場
合
に
は
、
不
当
に
旅
行
の
実
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費
を
超
え
た
旅
費
又
は
通
常
必
要
と
し
な
い
旅
費
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
の
旅
費
又
は
そ
の
必
要
と
し
な

い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
（
略
）
 

費
を
超
え
た
旅
費
又
は
通
常
必
要
と
し
な
い
旅
費
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
の
旅
費
又
は
そ
の
必
要
と
し
な

い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
（
略
）
 

第
２
８
条
 
（
略
）
 

第
３
０
条
 
（
略
）
 

（
旅
費
の
返
納
）
 

第
２
９
条
 
支
出
命
令
者
等
は
、
旅
行
者
又
は
旅
行
役
務
提
供
者
が
こ
の
条
例
又
は
こ

れ
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
て
旅
費
の
支
給
又
は
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の

支
払
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
旅
費
又
は
当
該
金
額
を
返
納
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
旅
行
者
が
こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
て
旅
費
の

支
給
を
受
け
た
場
合
に
は
、
支
出
命
令
者
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
返
納
に
代
え

て
、
当
該
支
出
命
令
者
等
が
そ
の
後
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し
支
出
し
、
又
は
支
払

う
給
与
又
は
旅
費
の
額
か
ら
、
当
該
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
差
し
引
く
こ
と
が
で

き
る
。
 

３
 
前
項
に
規
定
す
る
給
与
の
種
類
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

（
新
設
）
 

  

（
監
督
）
 

第
３
０
条

 
総
務
課
長
は
、
こ
の
条
例
の
適
正
な
執
行
を
確
保
す
る
た
め
、
各
課
長
に

対
し
て
、
こ
の
条
例
の
執
行
状
況
に
関
す
る
資
料
若
し
く
は
報
告
を
求
め
、
実
地
監

査
を
行
い
、
又
は
こ
の
条
例
の
執
行
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

（
新
設
）
 

第
３
１
条
 
（
略
）
 

第
３
１
条
 
（
略
）
 

附
則
 
（
略
）
 

  

附
則
 
（
略
）
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1
6
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

と
あ
る
の
は
「
職
員
が
死
亡
し
た
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

と
あ
る
の
は
「
職
員
が
死
亡
し
た
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

第
３
章
 
外
国
旅
行
の
旅
費
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
外
国
旅
行
の
旅
費
）
 

第
２
５
条
 
外
国
旅
行
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
外
国
旅
費
（
国
家
公
務
員
等
の

旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

1
14
号
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
）
の
例
に
準
じ
て
任
命
権
者
が
定
め
る
額
を
旅
費
と
し
て
支
給
す

る
。
 

（
外
国
旅
行
の
旅
費
）
 

第
２
８
条
 
外
国
旅
行
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
外
国
旅
費
（
国
家
公
務
員
等
の

旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

1
14
号
）
第
６
条
第

12
項
に
規
定
す
る

支
度
料
を
除
く
。
）
の
例
に
準
じ
て
任
命
権
者
が
定
め
る
額
を
旅
費
と
し
て
支
給
す

る
。
 

第
４
章
 
雑
則

 
 
 
 
 
 
 
 

（
旅
費
の
支
給
額
の
上
限
）
 

第
２
６
条
 
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
（
家
族
移
転
費
の
う
ち

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
。
）
に
係
る
旅
費
の
支
給
額
は
、
第

1
4
条
第
１
項

各
号
、
第

15
条
第
１
項
各
号
、
第

16
条
第
１
項
各
号
及
び
第

1
7
条
各
号
に
掲
げ
る

各
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
各
条
及
び
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支

払
っ
た
額
を
比
較
し
、
当
該
各
費
用
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
を
合
計
し
た
額
と

す
る
。
 

２
 
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分

を
除
く
。
）
、
家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
渡
航

雑
費
に
係
る
旅
費
の
支
給
額
は
、
当
該
各
種
目
に
つ
い
て
第

1
8
条
、
第

1
9
条
、
第

2
0
条
、
第

21
条
、
第

2
2
条
第
１
項
及
び
第

25
条
並
び
に
第
７
条
の
規
定
に
よ
り

計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
っ
た
額
を
比
較
し
、
当
該
各
種
目
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な

い
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。
 

（
新
設
）
 

（
旅
費
の
調
整
）
 

第
２
７
条
 
任
命
権
者
は
、
旅
行
者
が
広
域
連
合
以
外
の
者
か
ら
旅
費
の
支
給
を
受
け

る
 
 
 
場
合
そ
の
他
 
 
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
又
は
 
 
旅
行
の

性
質
上
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
旅
費
を
支
給
し
た
場
合
に
は
、
不
当
に
旅
行
の
実

（
旅
費
の
調
整
）
 

第
２
９
条
 
任
命
権
者
は
、
旅
行
者
が
公
共
の
交
通
機
関
、
宿
泊
施
設
等
を
利
用
し
て

旅
行
し
た
場
合
そ
の
他
当
該
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
又
は
当
該
旅
行
の

性
質
上
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
旅
費
を
支
給
し
た
場
合
に
は
、
不
当
に
旅
行
の
実
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1
8
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

別
表
第
１
（
第
1
8条
、
第
1
9条
の
２
 
 
 
 
 
 
関
係
）
 

宿
泊
手
当
及
び
宿
泊
費
基
準
額
 

宿
泊
手
当
（
１
泊
に
つ
き
）
 

宿
泊
費
基
準
額
（
１
泊
に
つ
き
）
 

県
 
外
 

県
 
外
 

県
 
内
 

2
,
2
0
0
円
 

1
2
,
0
00
円
 

1
0
,
0
00
円
 

 

別
表
第
１
（
第
1
8条
、
第
1
9条
、
第
2
1
条
、
第
2
4
条
関
係
）
 

日
当
及
び
宿
泊
料
 

日
当
（
１
日
に
つ
き
）
 

宿
泊
料
 
 
 
（
１
泊
に
つ
き
）
 

県
 
外
 

県
 
外
 

県
 
内
 

2
,
2
0
0
円
 

1
0
,
9
00
円
 

9
,
8
0
0
円
 

 

（
削
る
）
 

別
表
第
２
（
第
2
0条
関
係
）
 

移
転
料
 

鉄
道
5
0キ
ロ

メ
ー
ト
ル
未
満
 

鉄
道
5
0キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
1
00
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
 

鉄
道
1
00
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
3
00
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
未
満
 

鉄
道
3
00
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
5
00
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
未
満
 

9
3
,
0
0
0円

 
1
0
7
,
0
00
円
 

1
3
2
,
0
00
円
 

1
6
3
,
0
00
円
 

備
考
 

 
 
路
程
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
水
路
及
び
陸
路
４
分
の
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
も
っ
て

鉄
道
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
み
な
す
。
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議案第７号 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につ

いて 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

（茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第１条 茨城県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例（令和

５年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第52条から第54条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（茨城県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

の一部改正） 

第２条 茨城県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する

条例（令和２年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「禁固」を「拘禁刑」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

（罰則の適用等に関する経過措置） 
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1
8
 

 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

別
表
第
１
（
第
1
8条
、
第
1
9条
の
２
 
 
 
 
 
 
関
係
）
 

宿
泊
手
当
及
び
宿
泊
費
基
準
額
 

宿
泊
手
当
（
１
泊
に
つ
き
）
 

宿
泊
費
基
準
額
（
１
泊
に
つ
き
）
 

県
 
外
 

県
 
外
 

県
 
内
 

2
,
2
0
0
円
 

1
2
,
0
00
円
 

1
0
,
0
00
円
 

 

別
表
第
１
（
第
1
8条
、
第
1
9条
、
第
2
1
条
、
第
2
4
条
関
係
）
 

日
当
及
び
宿
泊
料
 

日
当
（
１
日
に
つ
き
）
 

宿
泊
料
 
 
 
（
１
泊
に
つ
き
）
 

県
 
外
 

県
 
外
 

県
 
内
 

2
,
2
0
0
円
 

1
0
,
9
00
円
 

9
,
8
0
0
円
 

 

（
削
る
）
 

別
表
第
２
（
第
2
0条
関
係
）
 

移
転
料
 

鉄
道
5
0キ
ロ

メ
ー
ト
ル
未
満
 

鉄
道
5
0キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
1
00
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
 

鉄
道
1
00
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
3
00
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
未
満
 

鉄
道
3
00
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
5
00
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
未
満
 

9
3
,
0
0
0円

 
1
0
7
,
0
00
円
 

1
3
2
,
0
00
円
 

1
6
3
,
0
00
円
 

備
考
 

 
 
路
程
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
水
路
及
び
陸
路
４
分
の
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
も
っ
て

鉄
道
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
み
な
す
。
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２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例に

よることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例

の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める

刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号。以下「刑法等一部改正

法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治40年法律第45号。以下この

項において「旧刑法」という。）第12条に規定する懲役（以下「懲役」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第13条に規定する禁錮

（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧

刑法第16条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑

のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、

旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によ

ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の

規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無

期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた

者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を

同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

（提案理由） 

「刑法等の一部を改正する法律」（令和４年法律第67号）及び「刑法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」（令和４年法律第68号）の

公布に伴い、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されることか

ら、関連する条例の一部改正を行うため、この条例案を提出するものである。 
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新
 
 
 
 
 
旧
 
 
 
 
 
対
 
 
 
 
 
照
 
 
 
 
 
表

 

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
５
年
条
例
第
６
号
）（
第
１
条
関
係
）
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
条
―
第
５
１
条
 
（
略
）
 

第
１
条
―
第
５
１
条
 
（
略
）
 

第
６
章
 
罰
則
 

第
６
章
 
罰
則
 

第
５
２
条
 
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
第
９
条
第
２
項
若
し
く
は
第

15
条
第

５
項
の
委
託
を
受
け
た
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
が
、

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
第
２
条
第

５
項
第
１
号
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は

加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
た
と
き
は
、
２
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

1
0
0
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
５
２
条
 
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
第
９
条
第
２
項
若
し
く
は
第

15
条
第

５
項
の
委
託
を
受
け
た
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
が
、

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
第
２
条
第

５
項
第
１
号
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は

加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
た
と
き
は
、
２
年
以
下
の
懲
役
 
又
は

1
0
0
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
５
３
条
 
前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
保
有
個
人
情
報

を
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た

と
き
は
、
１
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

5
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
５
３
条
 
前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
保
有
個
人
情
報

を
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た

と
き
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
 
又
は

5
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
５
４
条
 
職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す

る
目
的
で
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記

録
を
収
集
し
た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

5
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。
 

第
５
４
条
 
職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す

る
目
的
で
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記

録
を
収
集
し
た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
 
又
は

5
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。
 

第
５
５
条
 
（
以
下
略
）
 

第
５
５
条
 
（
以
下
略
）
 

      

―163―

 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例に

よることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例

の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める

刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号。以下「刑法等一部改正

法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治40年法律第45号。以下この

項において「旧刑法」という。）第12条に規定する懲役（以下「懲役」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第13条に規定する禁錮

（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧

刑法第16条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑

のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、

旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によ

ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の

規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無

期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた

者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を

同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

（提案理由） 

「刑法等の一部を改正する法律」（令和４年法律第67号）及び「刑法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」（令和４年法律第68号）の

公布に伴い、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されることか

ら、関連する条例の一部改正を行うため、この条例案を提出するものである。 
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新
 
 
 
 
 
旧
 
 
 
 
 
対
 
 
 
 
 
照
 
 
 
 
 
表

 

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
（
令
和
２
年
条
例
第
３
号
）（
第
２
条
関
係
）
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
条
―
第
５
条
 
（
略
）
 

第
１
条
―
第
５
条
 
（
略
）
 

（
失
職
の
例
外
）
 

第
６
条
 
任
命
権
者
は
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ

た
職
員
の
う
ち
、
そ
の
刑
に
係
る
罪
を
公
務
遂
行
中
の
過
失
又
は
通
勤
途
上
の
交
通
事

故
に
よ
り
犯
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
情
状
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

職
を
失
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 
（
失
職
の
例
外
）
 

第
６
条
 
任
命
権
者
は
、
禁
固
 
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ

た
職
員
の
う
ち
、
そ
の
刑
に
係
る
罪
を
公
務
遂
行
中
の
過
失
又
は
通
勤
途
上
の
交
通
事

故
に
よ
り
犯
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
情
状
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

職
を
失
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
（
略
）
 

第
７
条
 
（
以
下
略
）
 

第
７
条
 
（
以
下
略
）
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議案第８号 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

上記の議案を次のとおり制定する。 

 

令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久       

 

茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を

改正する条例 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成19年条例第22

号）の一部を以下のとおり改正する。 

第14条第１項第２号中「29万５千円」を「30万５千円」に改め、同条同項第３号

中「54万５千円」を「56万円」に改める。 

第17条第１項中「６か月」の次に「（ただし、急患等として保険医療機関又は保

険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能とな

るまでの期間として最長１年）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行し、改正後の第17条の規定は、令

和６年12月２日から適用する。 

（経過措置） 
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新
 
 
 
 
 
旧
 
 
 
 
 
対
 
 
 
 
 
照
 
 
 
 
 
表

 

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
（
令
和
２
年
条
例
第
３
号
）（
第
２
条
関
係
）
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

第
１
条
―
第
５
条
 
（
略
）
 

第
１
条
―
第
５
条
 
（
略
）
 

（
失
職
の
例
外
）
 

第
６
条
 
任
命
権
者
は
、
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ

た
職
員
の
う
ち
、
そ
の
刑
に
係
る
罪
を
公
務
遂
行
中
の
過
失
又
は
通
勤
途
上
の
交
通
事

故
に
よ
り
犯
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
情
状
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

職
を
失
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 
（
失
職
の
例
外
）
 

第
６
条
 
任
命
権
者
は
、
禁
固
 
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ

た
職
員
の
う
ち
、
そ
の
刑
に
係
る
罪
を
公
務
遂
行
中
の
過
失
又
は
通
勤
途
上
の
交
通
事

故
に
よ
り
犯
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
情
状
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

職
を
失
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
（
略
）
 

第
７
条
 
（
以
下
略
）
 

第
７
条
 
（
以
下
略
）
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第２条 この条例による改正後の第14条の規定は、令和７年度以後の年度分の保険

料について適用し、令和６年度分までの保険料については、なお従前の例によ

る。 

第３条 この条例による改正後の第17条の規定は、令和６年度分の保険料のうち令

和６年12月以後の期間に係るもの及び令和７年度以後の保険料について適用し、

令和６年11月以前の期間に係るもの及び令和５年度以前の年度分の保険料につい

ては、なお従前の例による。 

（提案理由） 

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の改正及び国民健康保険及び後期高齢者

医療制度における急患等の被保険者に係る一部負担金及び保険料（税）の徴収猶予

の取扱い通知に伴い、当該改正箇所等を引用している条文があるため、この条例案

を提出するものである。 
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新
 
 
 
 
 
旧
 
 
 
 
 
対
 
 
 
 
 
照
 
 
 
 
 
表

 

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
（
令
和

19
年
条
例
第

22
号
）
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

目
次
 
（
略
）
 

目
次
 
（
略
）
 

第
１
条
―
第
１
３
条
 
（
略
）
 

第
１
条
―
第
１
３
条
 
（
略
）
 

第
１
４
条
 
(
略
) 

第
１
４
条
 
(
略
) 

(
1
)
 
(略

) 
(
1
)
 
(略

) 

(
2
)
 
当
該
年
度
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
、
前
号
の
規
定
に
よ
る
減
額
が
な

さ
れ
な
い
被
保
険
者
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他

の
世
帯
員
で
あ
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
地
方
税
法
第

3
1
4
条
の
２
第
１
項

に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計

算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
計
額
の
当
該
世
帯
に
お
け
る
合
算
額
が
同
条
第
２
項

第
１
号
に
定
め
る
金
額
（
被
保
険
者
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を

減
じ
た
数
に

1
0
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
に
当
該
世
帯
に
属
す

る
被
保
険
者
の
数
に

30
万
５
千
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え

な
い
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
 
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
被
保
険
者
均
等

割
額
に

1
0
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額
 

(
2
)
 
当
該
年
度
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
、
前
号
の
規
定
に
よ
る
減
額
が
な

さ
れ
な
い
被
保
険
者
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他

の
世
帯
員
で
あ
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
地
方
税
法
第

3
1
4
条
の
２
第
１
項

に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計

算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
計
額
の
当
該
世
帯
に
お
け
る
合
算
額
が
同
条
第
２
項

第
１
号
に
定
め
る
金
額
（
被
保
険
者
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
 
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を

減
じ
た
数
に

1
0
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
に
当
該
世
帯
に
属
す

る
被
保
険
者
の
数
に

29
万
５
千
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え

な
い
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
 
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
被
保
険
者
均
等

割
額
に

1
0
分
の
５
を
乗
じ
て
得
た
額
 

(
3
)
 
当
該
年
度
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
、
前
２
号
の
規
定
に
よ
る
減
額
が

な
さ
れ
な
い
被
保
険
者
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の

他
の
世
帯
員
で
あ
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
 地
方
税
法
第

31
4
条
の
２
第
１

項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て

計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
計
額
の
当
該
世
帯
に
お
け
る
合
算
額
が
同
条
第
２

項
第
１
号
に
定
め
る
金
額
（
被
保
険
者
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上

(
3
)
 
当
該
年
度
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
、
前
２
号
の
規
定
に
よ
る
減
額
が

な
さ
れ
な
い
被
保
険
者
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の

他
の
世
帯
員
で
あ
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
 地
方
税
法
第

31
4
条
の
２
第
１

項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て

計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
計
額
の
当
該
世
帯
に
お
け
る
合
算
額
が
同
条
第
２

項
第
１
号
に
定
め
る
金
額
（
被
保
険
者
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
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第２条 この条例による改正後の第14条の規定は、令和７年度以後の年度分の保険

料について適用し、令和６年度分までの保険料については、なお従前の例によ

る。 

第３条 この条例による改正後の第17条の規定は、令和６年度分の保険料のうち令

和６年12月以後の期間に係るもの及び令和７年度以後の保険料について適用し、

令和６年11月以前の期間に係るもの及び令和５年度以前の年度分の保険料につい

ては、なお従前の例による。 

（提案理由） 

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の改正及び国民健康保険及び後期高齢者

医療制度における急患等の被保険者に係る一部負担金及び保険料（税）の徴収猶予

の取扱い通知に伴い、当該改正箇所等を引用している条文があるため、この条例案

を提出するものである。 
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改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１

を
減
じ
た
数
に

10
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
に
当
該
世
帯
に
属

す
る
被
保
険
者
の
数
に

5
6
万
円
 
 
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超

え
な
い
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
 
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
被
保
険
者
均

等
割
額
に

10
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
 

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１

を
減
じ
た
数
に

10
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
に
当
該
世
帯
に
属

す
る
被
保
険
者
の
数
に

5
4
万
５
千
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超

え
な
い
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
 
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
被
保
険
者
均

等
割
額
に

10
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

第
１
５
条
・
第
１
６
条
 
（
略
）
 

第
１
５
条
・
第
１
６
条
 
（
略
）
 

（
徴
収
猶
予
）
 

第
１
７
条
 
広
域
連
合
長
は
、
被
保
険
者
及
び
連
帯
納
付
義
務
者
（
法
第

10
8
条
第
２

項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
連
帯
し
て
納
付
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に

よ
り
そ
の
納
付
す
べ
き
保
険
料
の
全
部
又
は
一
部
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
に
よ
っ
て
、
そ
の
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
限
度
と
し
て
、
６
か
月
（
た
だ
し
、
急
患
等
と
し

て
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
受
診
し
た
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
納
付
に

つ
い
て
は
、
資
力
の
活
用
が
可
能
と
な
る
ま
で
の
期
間
と
し
て
最
長
１
年
）
以
内
の

期
間
を
限
っ
て
、
そ
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
徴
収
猶
予
）
 

第
１
７
条
 
広
域
連
合
長
は
、
被
保
険
者
及
び
連
帯
納
付
義
務
者
（
法
第

10
8
条
第
２

項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
連
帯
し
て
納
付
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に

よ
り
そ
の
納
付
す
べ
き
保
険
料
の
全
部
又
は
一
部
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
に
よ
っ
て
、
そ
の
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
限
度
と
し
て
、
６
か
月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以
内
の

期
間
を
限
っ
て
、
そ
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
―
(5
)
 
（
略
）
 

(
1
)
―
(5
)
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

第
１
８
条
 
（
以
下
略
）
 

第
１
８
条
 
（
以
下
略
）
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議案第９号 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等の事務委託に関する規約の一部改正について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等の事務委託に関する規約の一部を改正する規約 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

の事務委託に関する規約（平成19年告示第31号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

茨城県後期高齢者医療広域連合と茨城県市町村総合事務組合との間の事務委託に

関する規約 

第１条中「非常勤職員の公務上又は通勤による災害に対する補償に関する」を

「以下に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。 

(1) 常勤の職員（任期付職員を含む。）及び会計年度任用職員に対する退職手当

の支給 

(2) 非常勤職員の公務上又は通勤による災害に対する補償 

附 則 

―169―

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１

を
減
じ
た
数
に

10
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
に
当
該
世
帯
に
属

す
る
被
保
険
者
の
数
に

5
6
万
円
 
 
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超

え
な
い
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
 
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
被
保
険
者
均

等
割
額
に

10
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
 

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１

を
減
じ
た
数
に

10
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）
に
当
該
世
帯
に
属

す
る
被
保
険
者
の
数
に

5
4
万
５
千
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
超

え
な
い
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
 
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
係
る
被
保
険
者
均

等
割
額
に

10
分
の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

第
１
５
条
・
第
１
６
条
 
（
略
）
 

第
１
５
条
・
第
１
６
条
 
（
略
）
 

（
徴
収
猶
予
）
 

第
１
７
条
 
広
域
連
合
長
は
、
被
保
険
者
及
び
連
帯
納
付
義
務
者
（
法
第

10
8
条
第
２

項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
連
帯
し
て
納
付
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に

よ
り
そ
の
納
付
す
べ
き
保
険
料
の
全
部
又
は
一
部
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
に
よ
っ
て
、
そ
の
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
限
度
と
し
て
、
６
か
月
（
た
だ
し
、
急
患
等
と
し

て
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
受
診
し
た
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
の
納
付
に

つ
い
て
は
、
資
力
の
活
用
が
可
能
と
な
る
ま
で
の
期
間
と
し
て
最
長
１
年
）
以
内
の

期
間
を
限
っ
て
、
そ
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
徴
収
猶
予
）
 

第
１
７
条
 
広
域
連
合
長
は
、
被
保
険
者
及
び
連
帯
納
付
義
務
者
（
法
第

10
8
条
第
２

項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
連
帯
し
て
納
付
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に

よ
り
そ
の
納
付
す
べ
き
保
険
料
の
全
部
又
は
一
部
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
に
よ
っ
て
、
そ
の
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
限
度
と
し
て
、
６
か
月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以
内
の

期
間
を
限
っ
て
、
そ
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
―
(5
)
 
（
略
）
 

(
1
)
―
(5
)
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

第
１
８
条
 
（
以
下
略
）
 

第
１
８
条
 
（
以
下
略
）
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この規約は、令和７年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

令和７年第１回定例会に「茨城県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例（案）」が上程されることに伴い、必要となる事

務委託を追加するためこの改正案を提出するものである。 

合わせて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第

252条の14第２項の規定に基づき、令和７年４月１日から、茨城県後期高齢者医療

広域連合と茨城県市町村総合事務組合との間の事務委託に関する規約を改正するこ

とについて協議するため、同法第252条の14第３項において準用する同法第252条の

２第３項の規定により議会の議決を求めるものである。 
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新
 
 
 
 
 
旧
 
 
 
 
 
対
 
 
 
 
 
照
 
 
 
 
 
表

 

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約
 

（
平
成

19
年
告
示
第

3
1
号
）
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
後
 

改
 
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
 
前
 

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
と
茨
城
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
と
の
間
の
事
務

委
託
に
関
す
る
規
約
 

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害

補
償
等
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約
 

（
事
務
委
託
の
範
囲
）
 

第
１
条
 
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
以
下
に

掲
げ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事
務
（
以
下
「
委

託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
執
行
を
茨
城
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
（
以
下
「
乙
」

と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。
 

(
1
)
 
常
勤
の
職
員
（
任
期
付
職
員
を
含
む
。
）
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
退

職
手
当
の
支
給
 

(
2
)
 
非
常
勤
職
員
の
公
務
上
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
 

（
事
務
委
託
の
範
囲
）
 

第
１
条
 
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
非
常
勤

職
員
の
公
務
上
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
委

託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
執
行
を
茨
城
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
（
以
下
「
乙
」

と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
２
条
 
（
以
下
略
）
 

第
２
条
 
（
以
下
略
）
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この規約は、令和７年４月１日から施行する。 

（提案理由） 

令和７年第１回定例会に「茨城県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例（案）」が上程されることに伴い、必要となる事

務委託を追加するためこの改正案を提出するものである。 

合わせて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第

252条の14第２項の規定に基づき、令和７年４月１日から、茨城県後期高齢者医療

広域連合と茨城県市町村総合事務組合との間の事務委託に関する規約を改正するこ

とについて協議するため、同法第252条の14第３項において準用する同法第252条の

２第３項の規定により議会の議決を求めるものである。 
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議案第 号

令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）

令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 千円を削減し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年２月21日

茨城県後期高齢者医療広域連合長 松 丸 修 久
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議案第 号

令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

令和６年度茨城県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 千円を削減し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年２月21日

茨城県後期高齢者医療広域連合長 松 丸 修 久
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議案第 14号 

 

   訴えの提起について 

 

別紙のとおり訴えの提起をすることについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 292条の規定により準用する同法第 96条第１項第 12号の規定により、議会の議決

を求める。 

 

   令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

茨城県後期高齢者医療広域連合は、第三者行為による損害賠償請求権に基づき、損

害賠償金を相手方に求償したが、定められた期日までに支払いがないため、訴えによ

りその支払いを求めるものである。 
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    訴えの提起について 

 

１  相手方 

愛知県名古屋市 

個人 

 

２ 事件の要旨 

(1) 令和元年11月16日に、茨城県後期高齢者医療の被保険者（以下「被害者」という。）

が運転する普通乗用自動車が直進していたところ、相手方の運転する大型貨物自動

車がＵターンをしたことにより衝突し受傷した。 

(2) 茨城県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）は、高齢者の医療 

 の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）第 58条第１項の規定により、被害 

 者が相手に対して有する損害賠償請求権を代位取得した。 

(3) 広域連合は、相手方に損害賠償請求金 5,560,690円を請求したが支払われなか

った。よって、広域連合は、相手方に対し、次の請求の内容により訴えを提起す

る。 

 

３ 請求の趣旨 

(1) 相手方に対し、損害賠償金の支払いを求める。 

(2) 上記の金額につき、訴状送達の日の翌日から完済の日まで年３分の割合で遅延

損害金の支払いを求める。 

(3) 相手方に対し、訴訟費用の負担を求める。 

 

４ 訴訟遂行の方針 

(1) 判決の結果必要がある場合は、上訴する。 

(2) 必要がある場合は、適当と認める条件で和解することができるものとする。 
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議案第 14号 

 

   訴えの提起について 

 

別紙のとおり訴えの提起をすることについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 292条の規定により準用する同法第 96条第１項第 12号の規定により、議会の議決

を求める。 

 

   令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

茨城県後期高齢者医療広域連合は、第三者行為による損害賠償請求権に基づき、損

害賠償金を相手方に求償したが、定められた期日までに支払いがないため、訴えによ

りその支払いを求めるものである。 
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議案第 15号 

 

   訴えの提起について 

 

別紙のとおり訴えの提起をすることについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 292条の規定により準用する同法第 96条第１項第 12号の規定により、議会の議決

を求める。 

 

   令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

茨城県後期高齢者医療広域連合は、第三者行為による損害賠償請求権に基づき、損

害賠償金を相手方に求償したが、定められた期日までに支払いがないため、訴えによ

りその支払いを求めるものである。 
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    訴えの提起について 

 

１  相手方 

千葉県銚子市 

個人 

 

２ 事件の要旨 

(1) 令和２年５月14日に、茨城県後期高齢者医療の被保険者（以下「被害者」という。）

が青信号で横断歩道を歩行していたところ、相手方の運転する車両が右折しようと

したことにより衝突し受傷した。 

(2) 茨城県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）は、高齢者の医療 

 の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）第 58条第１項の規定により、被害 

 者が相手に対して有する損害賠償請求権を代位取得した。 

(3) 広域連合は、相手方に損害賠償請求金 9,865,770円を請求したが支払われなか

った。よって、広域連合は、相手方に対し、次の請求の内容により訴えを提起す

る。 

 

３ 請求の趣旨 

(1) 相手方に対し、損害賠償金の支払いを求める。 

(2) 上記の金額につき、訴状送達の日の翌日から完済の日まで年３分の割合で遅延

損害金の支払いを求める。 

(3) 相手方に対し、訴訟費用の負担を求める。 

 

４ 訴訟遂行の方針 

(1) 判決の結果必要がある場合は、上訴する。 

(2) 必要がある場合は、適当と認める条件で和解することができるものとする。 

 

―185―

議案第 15号 

 

   訴えの提起について 

 

別紙のとおり訴えの提起をすることについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 292条の規定により準用する同法第 96条第１項第 12号の規定により、議会の議決

を求める。 

 

   令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

茨城県後期高齢者医療広域連合は、第三者行為による損害賠償請求権に基づき、損

害賠償金を相手方に求償したが、定められた期日までに支払いがないため、訴えによ

りその支払いを求めるものである。 
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議案第 16号 

 

   訴えの提起について 

 

別紙のとおり訴えの提起をすることについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 292条の規定により準用する同法第 96条第１項第 12号の規定により、議会の議決

を求める。 

 

   令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

茨城県後期高齢者医療広域連合は、第三者行為による損害賠償請求権に基づき、損

害賠償金を相手方に求償したが、定められた期日までに支払いがないため、訴えによ

りその支払いを求めるものである。 
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    訴えの提起について 

 

１  相手方 

茨城県水戸市 

個人 

 

２ 事件の要旨 

(1) 令和３年８月27日に、茨城県後期高齢者医療の被保険者（以下「被害者」という。）

が交差点を歩いて横断していたところ、相手方の運転する車両と衝突し受傷した。 

(2) 茨城県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）は、高齢者の医療 

 の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）第 58条第１項の規定により、被害 

 者が相手に対して有する損害賠償請求権を代位取得した。 

(3) 広域連合は、相手方に損害賠償請求金 1,481,228円を請求したが支払われなか

った。よって、広域連合は、相手方に対し、次の請求の内容により訴えを提起す

る。 

 

３ 請求の趣旨 

(1) 相手方に対し、損害賠償金の支払いを求める。 

(2) 上記の金額につき、訴状送達の日の翌日から完済の日まで年３分の割合で遅延

損害金の支払いを求める。 

(3) 相手方に対し、訴訟費用の負担を求める。 

 

４ 訴訟遂行の方針 

(1) 判決の結果必要がある場合は、上訴する。 

(2) 必要がある場合は、適当と認める条件で和解することができるものとする。 

 

―187―

議案第 16号 

 

   訴えの提起について 

 

別紙のとおり訴えの提起をすることについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 292条の規定により準用する同法第 96条第１項第 12号の規定により、議会の議決

を求める。 

 

   令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

茨城県後期高齢者医療広域連合は、第三者行為による損害賠償請求権に基づき、損

害賠償金を相手方に求償したが、定められた期日までに支払いがないため、訴えによ

りその支払いを求めるものである。 
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議案第 17号 

 

   訴えの提起について 

 

別紙のとおり訴えの提起をすることについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 292条の規定により準用する同法第 96条第１項第 12号の規定により、議会の議決

を求める。 

 

   令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

茨城県後期高齢者医療広域連合は、第三者行為による損害賠償請求権に基づき、損

害賠償金を相手方に求償したが、定められた期日までに支払いがないため、訴えによ

りその支払いを求めるものである。 

  

―188―- 188 -



    訴えの提起について 

 

１  相手方 

茨城県結城郡八千代町 

個人 

 

２ 事件の要旨 

(1) 令和２年２月３日に、茨城県後期高齢者医療の被保険者（以下「被害者」という。）

が歩いて道路を横断していたところ、直進してきた相手方の運転する車両と衝突し

受傷した。 

(2) 茨城県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）は、高齢者の医療 

 の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号）第 58条第１項の規定により、被害 

 者が相手に対して有する損害賠償請求権を代位取得した。 

(3) 広域連合は、相手方に損害賠償請求金 43,817,310円を請求したが支払われなか

った。よって、広域連合は、相手方に対し、次の請求の内容により訴えを提起す

る。 

 

３ 請求の趣旨 

(1) 相手方に対し、損害賠償金の支払いを求める。 

(2) 上記の金額につき、訴状送達の日の翌日から完済の日まで年３分の割合で遅延

損害金の支払いを求める。 

(3) 相手方に対し、訴訟費用の負担を求める。 

 

４ 訴訟遂行の方針 

(1) 判決の結果必要がある場合は、上訴する。 

(2) 必要がある場合は、適当と認める条件で和解することができるものとする。 

 

―189―

議案第 17号 

 

   訴えの提起について 

 

別紙のとおり訴えの提起をすることについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 292条の規定により準用する同法第 96条第１項第 12号の規定により、議会の議決

を求める。 

 

   令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

茨城県後期高齢者医療広域連合は、第三者行為による損害賠償請求権に基づき、損

害賠償金を相手方に求償したが、定められた期日までに支払いがないため、訴えによ

りその支払いを求めるものである。 

  

―188― - 189 -



議案第 18号 

 

包括外部監査契約の締結について 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 292条において準用する同法第 252条の

36第２項の規定に基づき、包括外部監査契約を次のように締結するものとする。 

 

   令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久   

 

 

記 

 

１ 契約の目的   包括外部監査及び当該監査の結果に関する報告 

２ 契約金額    13,200,000円を上限とする額 

３ 契約の相手方  氏名 大道 良幸 

          資格 公認会計士 

４ 契約の期間   令和７年４月１日から令和８年３月 31日まで 

 

 

 

 

（提案理由） 

 広域連合の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者との包括外部監査契

約を締結し、行政活動における財務執行上の適正性を検証することにより、適正な

行財政運営に資するものである。 

 包括外部監査契約を締結するに当たっては、地方自治法第 252 条の 36 第２項の

規定に基づき、議会の議決を経る必要があるので、これを提案する。 

―190―- 190 -



 

議員提出議案第１号 

 

高額療養費制度の自己負担限度額引き上げ撤回を求める意見書 

 

上記の意見書議案を茨城県後期高齢者医療広域連合議会会議規則第14条の規定に

基づき別紙のとおり提出します。 

 

令和７年２月13日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合議会  

議 長 大 津 亮 一 様 

 

 

 

提出者               

茨城県後期高齢者医療広域連合議会 

議 員  高 野  衛    

 

賛成者               

茨城県後期高齢者医療広域連合議会 

                       議 員  菊 地 昇 悦  

 

茨城県後期高齢者医療広域連合議会 

議 員  遠 藤 憲 子    
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議案第 18号 

 

包括外部監査契約の締結について 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 292条において準用する同法第 252条の

36第２項の規定に基づき、包括外部監査契約を次のように締結するものとする。 

 

   令和７年２月 21日 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合長  松 丸 修 久   

 

 

記 

 

１ 契約の目的   包括外部監査及び当該監査の結果に関する報告 

２ 契約金額    13,200,000円を上限とする額 

３ 契約の相手方  氏名 大道 良幸 

          資格 公認会計士 

４ 契約の期間   令和７年４月１日から令和８年３月 31日まで 

 

 

 

 

（提案理由） 

 広域連合の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者との包括外部監査契

約を締結し、行政活動における財務執行上の適正性を検証することにより、適正な

行財政運営に資するものである。 

 包括外部監査契約を締結するに当たっては、地方自治法第 252 条の 36 第２項の

規定に基づき、議会の議決を経る必要があるので、これを提案する。 
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高額療養費制度の自己負担限度額引き上げ撤回を求める意見書 

 

 厚生労働省は、高額療養費制度の自己負担限度額を全ての所得階層で引き上げよ

うとしています。しかも、上限は３年にわたって段階的に引き上げる内容です。高

額療養費制度は、大きな手術などで高額な医療費がかかった場合、所得に応じて一

定の上限を定める制度で世代を問わず全ての国民に関わる公的医療保険制度です。

この自己負担限度額が引き上がれば、高額の医療費によって治療を断念せざるを得

ない、命と健康に直結するものです。 

 現在のがん治療においては、長期にわたって継続して治療を受けることを前提と

した治療や治療薬が増えており、これらの治療を受けている或いは治療薬を投与さ

れている患者は毎月、一定の治療費を払い続けています。70歳未満の現役世代の中

には、仕事や日常生活を続けながらぎりぎりの範囲で医療費を毎月支払い続けてい

る患者もおり、高額療養費制度における負担上限額引き上げは、高額療養費制度の

負担上限まで支払っている患者、特に「長期にわたって継続して治療を受けている

患者とその家族」にとっては、生活が成り立たなくなることが危惧されます。 

 いずれは誰もが高齢者となり、また世代を問わず高額な医療を受けなければなら

ない可能性があります。必要なのは、国の責任において、財源を確保して持続可能

な社会保障制度を充実させることです。 

 よって、国に置かれては、高額療養費制度の自己負担限度額の引き上げを行わな

いよう求めます。 

 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 

令和７年２月 日 

 

 衆議院議長  額賀 福志郎 

 参議院議長  関口 昌一      

 内閣総理大臣 石破 茂   

 厚生労働大臣 福岡 資麿 

 

茨城県後期高齢者医療広域連合議会 

 議 長 大 津 亮 一   

あて（各通） 
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